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 第１章 第３次岐阜県教育ビジョンの策定にあたって 

 

１ 策定の趣旨 

岐阜県では、2008 年 12 月に本県の教育施策を総合的かつ計画的に推進するための指針「岐阜

県教育ビジョン」を策定し、確かな教育力で県民の期待に応える学校づくり、ふれあい豊かな地域

で子どもたちをはぐくむ「県民総参加教育」を推進してきました。その中で、岐阜県型少人数教育

による一人一人に応じたきめ細かな指導の充実や、高等学校の授業改善の推進を始めとした様々な

施策を展開しながら成果を上げてきました。 

そして、2014 年３月には、「岐阜県教育ビジョン」の基本理念や方向性を引き継いだ「第２次岐

阜県教育ビジョン」を策定しました。その中で、「学力向上を核とした小・中学校教育の改善」、「中

長期的な将来を見据えた高等学校の改革」、「卒業後を見据えた特別支援学校の充実」を重点的な取

組と定め、「清流の国ぎふ」の未来を担う子どもたちの育成を一層推進してきました。 

今、少子高齢化やグローバル競争はますます激化し、さらに、子どもたちが生きていく 2030 年

以降の社会では、技術革新の一層の進展（第４次産業革命1）、超スマート社会（Society5.0）2の到

来など急激な社会・産業構造の変化が予測されています。 

その社会の変化を見据え、子どもたちには、予測困難な状況の中での問題の核心を把握し、その

解決を目指し、多様な人々と協働しながら、様々な資源を組み合わせて解決に導いていく力を身に

付けさせる取組が求められています。 

そのために、「第２次岐阜県教育ビジョン」の基本理念や方向性を継承しつつ、「第２次岐阜県教

育ビジョン」の成果や検証を踏まえて、社会経済情勢の変化や新しい課題に向き合い、柔軟に対応

していく新たな計画として「第３次岐阜県教育ビジョン」を策定しました。 

２ 計画の位置付け 

〇 岐阜県の教育施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定した「第２次岐阜県教育ビジ

ョン」の基本理念や方向性を継承 

〇 人口減少・少子高齢化の進展の中、モノをインターネットでつなぐ技術（IoT）や人工知能 

（ＡＩ）等の急速な技術革新、教員の働き方改革などの社会情勢の変化や新しい課題に対応し、

今後推進すべき具体的施策を明らかにするもの 

〇 国の「第３期教育振興基本計画」に沿って見直しを図り、「岐阜県教育大綱」のアクションプ

ランとして、本県の新たな教育振興基本計画（教育基本法第 17 条）を策定 

 

 

 

 

 

                                                   
1 第４次産業革命 

第 3 次産業革命に続く、IoT やビッグデータ、AI 等をはじめとする技術革新。 
2 超スマート社会（Society5.0） 

狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く、人類史上５番目の新しい社会。 

【教育基本法第 17 条】 
 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関
する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計
画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけ
る教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 
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３ 計画期間 

〇 2019 年度～2023 年度までの５年間 

４ 策定手続 

〇 教育委員会での議決及び「岐阜県行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例」における「教

育の振興に関する計画」として県民のコンセンサスを得ながら、県議会の議決に基づき策定 

〇 外部有識者で構成される「第３次教育ビジョン策定委員会」3や「スクールミーティング」4に加

え、現場教職員も交えた、パブリックコメントなどを通じ、多くの県民からの意見を反映 

５ 全体構成 

 第３次岐阜県教育ビジョンでは、第２章で岐阜県教育が目指す姿の基本的な考え方を示し、その実

現を目指し、５つの基本方針を示しています。第３章では、第３次岐阜県教育ビジョンの施策の体

系とし、５つの基本方針に沿って、28 の目標を設定し、現状と課題を明らかにした上で、目標を実

現するために必要となる主な教育施策を示しています。また、その進捗状況をできる限り客観的に

把握するために、主な施策の「施策実施目標」の目標水準を設定しています。第４章では、第３次

岐阜県教育ビジョンを着実に推進するための進行管理の方法を示しています。 

 最後に、参考資料として、教育を取り巻く状況として、社会状況の変化や本県の現状をデータで示

しています 

 

 第 １ 章  第３次岐阜県教育ビジョンの策定にあたって 

 第 ２ 章  岐阜県教育が目指す姿 

第 ３ 章  施策の体系 

第 ４ 章  第３次岐阜県教育ビジョンの推進と進行管理 

参考資料  教育を取り巻く状況 

 

  

                                                   
3 第３次教育ビジョン策定委員会 

県民の教育に対する意見や評価を踏まえつつ、新しい時代に対応した今後の岐阜県教育の在り方を検討す
るために、第三者機関として立ち上げた組織。委員構成は、学識経験者、大学教授、塾、企業・ＮＰＯ関係
者など 15 名。委員長は益子典文岐阜大学教育学部附属学習協創開発研究センター教授。 

4 スクールミーティング 
教育長をはじめとする教育委員会幹部が、学校などを訪問し、児童生徒や保護者、教職員、学校評議員な

どの教育関係者や地域住民と行う意見交換会。 



 - 3 -  

 

 第２章 岐阜県教育が目指す姿 

 

１ 基本的な考え方 

 

 

○ 子どもたちが生きていく 2030 年以降の社会では、少子高齢化やグローバル競争の激化、技術革

新の一層の進展（第４次産業革命）、超スマート社会（Society5.0）の到来など急激な社会・産業構

造の変化が予測されています。今後 10～20 年後には、人工知能（ＡＩ）の発展によって近い将来

多くの職種がコンピュータに代替されるとの指摘 1 もあります。 

○ 人口減少・少子高齢化、技術革新の進展による予測が困難な状況の中で、地域社会の活力を維持・

向上し、持続可能な「清流の国ぎふ」づくりを実現するためには、一人一人の能力を最大限に高め、

未来に希望を持って、その実現に向けて主体的に社会や地域に関わる「地域社会人」として活躍で

きるよう、教育の充実を図らなければなりません。 

○ 子どもたちには、一人一人が社会や人生、生活を、人間ならではの感性を働かせてより豊かなもの

にすることや、複雑化・多様化した現代社会の課題に対して、主体的な学びや多様な人々との協働

を通じ、その課題解決につながる新たな価値観や行動を生み出すこと等が求められています。 

○ そのために、ＩＣＴを主体的に使いこなす力だけでなく、予測困難な状況の中での問題の核心を

把握し、その解決を目指し、多様な人々と協働しながら、人間ならではの感性や創造性を発揮しつ

つ新しい価値を創造する人材を育成することが重要となります。 

○ 本県では、予測困難な問題に対応するため、主体的に学び、自分で将来を切り拓く「自立」の力、

および多様性を認め、自らの役割と責任を果たしていく「共生」の力をはぐくみ、子どもたちが可

能性に挑戦し、地域や社会に貢献できる「自己実現」の力、の３つの力（自立力・共生力・自己実

現力）をバランスよく身に付けさせていきます。 

○ そして、本県で生まれ育った子どもたちが、「ふるさと岐阜への誇りと愛着を持ち続けながら、清

く、優しく、たくましく生きていこうとする心（清流スピリット）」を持ち続け、将来世界で活躍し

たり、地域の活性化に貢献したりして、「地域社会人」として活躍し、「清流の国ぎふ」を担うこと

ができるよう、岐阜県ならではの自然・歴史・伝統・文化・産業・人材などの多様な地域力「オー

ル岐阜」により、「ふるさとに誇りをもち、『清流の国ぎふ』を担う子どもたちの育成」を目指すこ

とを基本的な考え方とします。 

                                                   
1 人工知能（ＡＩ）の発展によって近い将来多くの職種がコンピュータに代替されるとの指摘 

日本の労働人口の約 49%がついている職業が技術的に AI 等で代替可能となるとの予測。株式会社野村総合
研究所（2015 年） 

 
〔岐阜県教育大綱の基本理念「『清流の国ぎふ』の未来を担う人材の育成」の具体化〕 

ふるさとに誇りをもち、「清流の国ぎふ」を担う子どもたちの育成 
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第３次岐阜県教育ビジョン 構想図 

 

  
 
技術革新の一層の進展（第４次産業革命）、超スマート社会（Society5.0）の到来により、変化が激し

く予測困難な社会を生き抜いていくために必要な資質として、今後直面するであろう様々な課題に対し、
子どもたちが３つの力（自立力・共生力・自己実現力）をバランスよく身に付けることとで、一人一人の
優れた才能や多様な個性を伸ばし、さらにそれを磨きながら、未来に希望をもって生涯を生きるとともに、
地域社会の持続的な発展に貢献できる力を養います。 

〇 自立力（主体的に学び、自分で将来を切り拓く力） 

自己肯定感に裏付けされた自信に基づき、生涯にわたって自ら学び、自ら考え行動し、 
主体的に社会に関わりながら、自分で将来を切り拓いていく力 

具体的には、「主体性・積極性」、「自信・自己肯定感」、「学びに向かう力」、「勤労観・職業観」、 
「健康・体力」、「自己管理能力」 など 

〇 共生力（多様性を認め、自らの役割と責任を果たしていく力） 

多様な人々の互いの人格を尊重し、支え合いながら豊かな人間関係を広げるとともに、 
人や社会とのつながりを大切にし、自らの役割と責任を果たしていく力 

具体的には、「自他の人格や生命の尊重」、「社会性・コミュニケーション能力」、 
「思いやりの心」、「道徳性・規範意識」、「多様性を認める心」、「郷土愛」 など 

〇 自己実現力（可能性に挑戦し、地域や社会に貢献できる力） 

人間ならではの感性や創造性を発揮しながら、夢や志をもって可能性に挑戦し続けるとともに、
グローバルな視点から問題の核心を把握し、その解決を目指し地域や社会に貢献できる力 

具体的には、「自らを高める力」、「個性を磨く力」、「継続する力」、「目標を設定する力」、 
「グローバルな考え方」、「ものごとを成し遂げる力」 など 

３つの力 
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２ 2030 年以降の社会変化等を見据え、今後５年間で重点的に取り組む施策 

 今後５年間で重点的に取り組む施策① 

ふるさと教育の充実 

 「ふるさと岐阜」への誇りと愛着をはぐくむ、ふるさと教育の充実 

子どもたちが、将来世界で活躍したり、地域の活性化に貢献したりして、「地域社会人」として活躍

するためには、子どもたちが、ふるさとをよく知り、また、自らがふるさとで活躍していく将来像を描

けるようにしていく必要があります。そのためには、「ふるさと岐阜」への愛着をはぐくむふるさと教

育を、小・中学校に加えて高等学校においても本格的に展開していきます。 

○ 地域創生に向け、ふるさとの活性化に向けた課題解決に取組む学習の推進 
社会の諸課題の解決に関する知識・技能を身に付け、地域課題を多面的・多角的に分析し、その

解決方法を検討・提案できる能力の育成を図ります。 

○ 県内施設を活用した「ふるさと岐阜」の魅力を深く知る機会の充実 

小・中学校では、本県が世界に誇る自然・歴史・文化・産業等を体験して学ぶ取組、高等学校で

は、学校の特色に応じて県内施設を利用した課題発見・解決能力を伸ばす取組を推進します。 

○ 岐阜県の恵まれた自然環境を学び、継承する学習の推進 

川や森林をはじめとする岐阜県の恵まれた自然環境を学び、継承する学習や、教科での学びとつ

なげたふるさと学習など、岐阜県の地域性を生かした教育を推奨します。 

「ふるさと岐阜」を学ぶふるさと教育の充実 
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○ 地域創生に向け、ふるさとの活性化に向けた課題解決に取組む学習の推進 

社会の諸課題の解決に関する知識・技能を身に付け、地域課題を多面的・多角的に分析し、その解

決方法を検討・提案できる能力の育成を図ります。 

 大学や地域企業等と連携を図り社会課題を発見し解決できるグローバル・リーダー育成を目指す高

等学校（スーパーグローバルハイスクール）、地域の教育資源等を活用して主体的に課題を発見し解

決を図る探究活動を中心とした理数教育を推進する高等学校（スーパーサイエンスハイスクール）、

専門高校が企業等と連携・協働して産業界の第一線で活躍できる専門的職業人を育成する高等学校

（スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール）を目指す県立高等学校を指定し、重点的に支援し

ます。 

スーパーハイスクール 2 から意欲のある生徒が集まり、大学や関係機関と連携しながら、岐阜県や

地域の課題の解決策を探り、活性化に向けた新たな提案をするプロジェクトを充実させます。プロジ

ェクト型学習においては、ＩＣＴを効果的に活用し、学校の枠を超えたグループでの分担・協働によ

る企画書の作成や学校間の交流により、豊かな学びを実現します。 

専門性を生かし、ふるさとの活性化や課題解決に向けて取り組む教育の推進 [目標１－①] 

 

○ 県内施設を活用した「ふるさと岐阜」の魅力を深く知る機会の充実 

小・中学校においては、本県が世界に誇る自然・歴史・文化・産業等を体験して学ぶ取組を、高等

学校においては、学校や学科の特色に応じて県内施設を利用して課題発見・解決能力学習を伸ばす取

組を推進します。 

県内施設を活用した学習を通して、小・中学校では、地域の課題を我が事として捉えるために、地

域の魅力や課題を知る学習を進め、高等学校では小・中学校で学んだことをベースに地域創生に資す

る地域課題の解決をテーマとした学習の取組むことを推進します。地域をテーマにした学習において

は、ＩＣＴを活用して、グループ活動の中で意見や考えを議論して整理したり、グループや学級全体

での意見交換をしたりすることで、子どもたちの思考力、判断力、表現力を高めます。 

ぎふが世界に誇る自然・歴史・文化・産業等を体験して学ぶ取組の推進 [目標１－②] 

 

○ 岐阜県の恵まれた自然環境を学び、継承する学習の推進 

川や森林をはじめとする岐阜県の恵まれた自然環境を学び、継承する学習や、教科での学びとつな

げたふるさと学習など、岐阜県の地域性を生かした教育を推奨します。 

清流と森に学ぶ教育活動の推進 [目標１－③] 

 

○ 岐阜県の豊かな自然環境を生かした、豊かな人間性をはぐくむ教育の推進 

県内学学校への環境教育推進員の派遣による児童生徒の発達の段階に応じた環境学習に関する計画

の立案や、年間を通じた地域の自然に目を向けた学習の実施により、自然環境に親しみながら豊かな

人間性の育成に取り組みます。 

清流を通じた地域との連携による環境学習の推進 [目標１－④] 

岐阜県の豊かな水と森に注目した「ぎふ木育教室」、「緑と水の子ども会議」の取組により、自然や

木に触れて親しむことで、岐阜の自然に誇りと愛着をもち、心豊かでたくましい子どもたちをはぐく

みます。 

森や木と触れ合い、学び、ともに生きる「ぎふ木育」の推進 [目標１－⑤] 

 

                                                   
2 スーパーハイスクール 

スーパーグローバルハイスクール、スーパーサイエンスハイスクール、スーパー・プロフェッショナル・ハ
イスクール等、語学や科学分野などで特定分野に秀でた人材の育成を目指し、国や県から研究指定を受けた高
等学校。 
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 今後５年間で重点的に取り組む施策② 

ＩＣＴ環境の整備と活用 

 あらゆる学習の基盤となるＩＣＴ環境の整備と、ＩＣＴを活用した学習活動の充実 

これからは、人工知能（ＡＩ）等をはじめとする技術革新が一層進展し、社会や生活を大きく変えていく

超スマート社会の到来が予想されています。新学習指導要領においては、情報活用能力が学習の基盤となる

資質・能力として位置付けられ、ＩＣＴ機器はあらゆる学習活動の基盤となります。学校のＩＣＴ環境の整

備を加速化し、生徒が、ＩＣＴを駆使して、他者と協働し、新しい価値を創造する力が身に付けられるよう、

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善を実現する必要があります。 

○ 学校の ICT 環境整備の推進 

あらゆる学習の基盤となるＩＣＴ環境を整備するため、県立学校の普通教室等に、大型提示装

置、コンピュータ、実物投影装置、無線ＬＡＮ、ホワイトボードを常設します。 

○ ふるさとをテーマにした地域課題探究学習の取組と「主体的・対話的で深い学び」の実現 
高等学校での地域や大学等との協働による地域課題探究学習において、ＩＣＴを積極的に活用

し、「主体的・対話的で深い学び」に必要な情報活用能力を育成し、その学びの充実を図ります。 

○ ＩＣＴを活用した業務負担軽減による教職員の働き方改革の推進 

ＩＣＴによる教材の共有化や校務の標準化により業務の効率化を図り、教職員の働き方改革を推

進します。また、教職員の業務負担軽減に効果的な統合型校務支援システムの導入を推進します。 

 

情報活用能力を育成するＩＣＴ教育の充実 
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○ 学校の ICT 環境整備の促進 

あらゆる学習の基盤となるＩＣＴ環境を整備するため、県立学校の普通教室等のＩＣＴ化を促進す

るため、大型提示装置、指導者用コンピュータ、学習者用コンピュータ、実物投影装置、無線ＬＡＮ、

ホワイトボードを常設します。また、新しい授業スタイルに必要となるデジタル教材も整備します。 

ＩＣＴの環境整備と利活用の推進 [目標 12－③] 

 

○ 情報活用能力の育成 

2020 年度から実施される新学習指導要領では、情報モラルを含む情報活用能力が学習の基盤となる

資質・能力として位置付けられ、各教科等の特性に応じて、ＩＣＴを活用した学習活動の充実が求めら

れています。 

 小・中学校では、現代的な諸課題について、必要な情報を判断し、多様な人々と協働しながら問題を

発見し解決していく学習に取り組むことができるようにします。  

教科等横断的な視点に立った深い学びを実現する教育の推進 [目標 11(1)－③] 

 高等学校では、「主体的・対話的で深い学び」に必要な情報活用能力の育成を図るため、各教科にお

いて、コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切に活用した学習活動の充実を図ります。  

ＩＣＴを活用した「主体的・対話的で深い学び」の推進 [目標 11(2)－②] 

社会の諸課題の解決に関する知識・技能を身に付け、地域課題を多面的・多角的に分析し、その解決

方法を検討・提案できる能力の育成を図ります。各教科等の指導でＩＣＴを活用することは、児童生徒

の学習への興味・関心を高め、「主体的・対話的で深い学び」の実現につながります。 

専門性を生かし、ふるさとの活性化や課題解決に向けて取り組む教育の推進 [目標１－①] 

 児童生徒の情報活用能力を育成するため、ＩＣＴを効果的に活用するための研修、他機関と連携し

たプログラミング教育の研修により、教員の指導力向上を図る取組を行います。また、スマートフォン

をはじめとしたさまざまなインターネット機器の普及への対応、「ネット依存」、「有害サイトへのアク

セス」、「ネット上のいじめ」など、情報モラル教育の充実を図るため、学校における情報モラル指導の

工夫とさらなる対策を推進します。 

教員のＩＣＴ活用指導力の向上 [目標 12－④] 

 

○ 多様なニーズに応じたＩＣＴの活用 

長期入院等に伴い学校で学習指導を受けられない高校生に対して、医療機関・学校等が連携し、ＩＣ

Ｔを活用して授業に参加できる体制を整備します。 

長期入院している高校生に対する教育保障体制の整備 [目標７－⑧] 

中学生・高校生を対象にＬＩＮＥなどのＳＮＳを活用した相談体制を構築します。 

ＳＮＳを活用した相談体制の構築 [目標 10－③] 

 

○ 教職員の働き方改革の推進 

校務を標準化し業務の効率化を図るため、教職員の業務負担軽減に効果的な統合型校務支援システ

ムの構築・普及・運営を推進します。ＩＣＴを活用し、授業準備の省力化・教材の共有化を積極的に進

めるとともに、Ｗｅｂ会議や e-Learning 等により、校内で受講できる研修を拡充します。 

ＩＣＴの活用等による業務改善の推進 [目標 20－②] 
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 第３章 施策の体系 

 

１ 基本方針 

教育には、基礎学力の定着や体力の向上、規範意識や社会性の涵養などの「いつの時代も変わる

ことなく子どもたちの教育に期待される内容（不易）」と、グローバル化や情報化に対応した教育、

主権者教育や消費者教育などの「時代の変化に柔軟に対応していく必要がある内容（流行）」とがあ

ります。 

岐阜県の将来を見据えた上で、中長期的な視点に立って、この「不易」の部分は、引き続き大切

に守りつつも、技術革新の一層の進展や超スマート社会の到来などが予測され、複雑で予測困難な

現代社会をたくましく生き抜く次代を担う子どもたちが、社会経済情勢の変化や新しい課題に向き

合い、柔軟に対応できるよう、時代の変化に柔軟かつ的確に対応した「流行」としての教育を好機

と捉え、本県教育の基本的な考え方「ふるさとに誇りをもち、『清流の国ぎふ』を担う子どもたちの

育成」を実現するため、次の５つの基本方針を定め、教育施策を計画的かつ総合的に展開していき

ます。 

 

1 

 ぎふへの愛着をもち、世界に視野を広げ活躍する人材の育成 
「ふるさと岐阜」への誇りと愛着を持ち続け、将来世界で活躍したり、地域の活性

化に貢献したりして、「地域社会人」として活躍できるよう、ふるさと教育やキャリ

ア教育、ＩＣＴなど技術革新に対応した教育を推進するとともに、個に応じたきめ細

かな指導を通じて、一人一人の優れた才能や個性を伸ばす教育を推進します。 

   

2 

 多様な学びを支援する教育体制の充実 
一人一人が豊かな生活を送り、公平公正で活力ある社会を実現するため、障がいの

有無や、日本語指導の必要性、不登校や高校中退など、多様な観点からのニーズに対

応した教育機会の提供に努めます。また、多様なニーズのある子どもたちに対して、

そのニーズを早期に発見し、切れ目のない教育体制の充実を図ります。 

   

3 

 未来を切り拓くための基礎となる力をはぐくむ教育の推進 
子どもたちがそれぞれの夢をもって可能性に挑戦するために必要な力を確実に身

に付けることができるよう、確かな学力に加え、豊かな心、体力の向上、健康の確保、

食育の充実を図ります。また、複雑化する人権課題、主権者教育や消費者教育等の現

代的・社会的な課題に対応した教育の充実を図ります。 

   

4 

 勤務環境の改革と教職員の資質向上 
教職員の勤務時間に関する意識改革と時間外勤務の抑制のため、教職員の詳細な勤

務実態の把握と、学校での業務の効率化と精選に取組みます。また、教職員が、元気

に児童生徒と向き合い職務が遂行できるよう、ハラスメントとメンタル不調の速やか

な察知と解決により、働きやすい良好な職場環境づくりを促進します。 

   

5 

 学びを支援する安全・安心な教育環境づくり 
子どもたちの安全を確保し、安心して学べる環境整備を進めます。近年の災害から

明らかになった新たな課題に的確に対応しつつ、全ての学校において質の高い学校安

全の取組が実施できるよう、系統的・体系的な防災教育を実施します。また、子ども

たちの豊かな学びを支えるため、地域社会全体で子どもたちの教育を支援します。 
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２ 施策体系 

５つの基本方針を実現するために、次のように、28 の目標を設定します。 

基本方針  目  標 

1 
ぎふへの愛着をもち、 
世界に視野を広げ 
活躍する人材の育成 

 ① 「ふるさと岐阜」を学ぶふるさと教育の充実 
② 地域と連携したキャリア教育の推進 
③ 国際理解教育の充実とグローバルに活躍する人材の育成 
④ 優れた才能や個性を伸ばす教育の推進 

(1) 科学技術・情報技術やものづくりへの関心、起業家精神の育成 

(2) スポーツ・文化等の分野で個性を伸ばす教育の推進 

⑤ 産業教育の推進 
⑥ 未来を創り出す人材を育成する学校づくりと地域との連携

の推進 
 

2 多様な学びを支援する 
教育体制の充実 

 ⑦ 特別支援教育の推進 
⑧ 学びのセーフティーネットの構築と学びの再チャレンジの

推進 
⑨ 多文化共生社会を目指した外国人児童生徒等の教育の推進 
⑩ いじめ等の未然防止と早期発見・早期対応の徹底 
 

3 
未来を切り拓くための 
基礎となる力を 
はぐくむ教育の推進 

 ⑪ これからの時代に求められる資質・能力の育成 
(1) 基礎となる学力を育成する義務教育段階の取組 

(2) 社会で活きる学力を育成する高校教育段階での取組 

⑫ＩＣＴを活用した学習活動の充実 
⑬ 豊かな人間性をはぐくむ教育の推進 
⑭ 人権教育の推進 
⑮ 主権者教育・消費者教育などの現代的な課題に対応した教

育の推進 
⑯ 体力つくりの推進 
⑰ 健康教育・食育の推進 
⑱ 人間形成の基礎を培う幼児教育の充実 
⑲ 私立学校教育の振興 
 

4 勤務環境の改革と 
教職員の資質向上 

 ⑳ 長時間勤務・多忙化解消に向けた取組の推進 
㉑ ハラスメントとメンタル不調等の速やかな察知と解決 

(1) ハラスメント等の速やかな察知と解決 

(2) 教職員の心身の健康づくりの支援 

㉒ 体罰、不祥事の根絶とコンプライアンス意識の確立 
㉓ 働きやすい環境づくりに向けたマネジメント力向上と組織

体制の確立 
㉔ 優れた教職員の確保と資質・能力の向上 
 

5 
学びを支援する 
安全・安心な 
教育環境づくり 

 ㉕ 学校施設の整備の充実 
㉖ ＩＣＴの環境整備と利活用の推進 
㉗ 子どもたちの安全・安心の確保と危機管理体制の充実 
㉘ 家庭や地域と学校が連携した教育環境づくりの推進 
 

 

次ページ以降では、28 の目標ごとに現状と課題を明らかにした上で、今後５年間に取り組むべき主

な施策を示します。また、施策の進捗状況を把握するための指標を示し、28 の目標を達成するために

必要となる教育施策の推進を図ります。 
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基本方針 1 ぎふへの愛着をもち、世界に視野を広げ活躍する人材の育成 

目標 1 「ふるさと岐阜」を学ぶふるさと教育の充実 

現 状 

〇 本県では、地域に暮らす様々な人々とのかかわりを深めながら、身近にある地域の自然・歴史・

文化・産業等について学ぶふるさと教育の取組を推進し、「ふるさと岐阜」への誇りと愛着をは

ぐくむ教育の充実に努めてきました。優れた実践校を表彰する「岐阜県ふるさと教育表彰」への

応募校数は、2014 年度の 94 校から 2017 年度の 164 校へと４年間で倍増しました。 

〇 2018 年度までに、「清流の国ぎふ ふるさと魅力体験事業」によって、小・中学校、義務教育

学校、特別支援学校の約３割の学校が、岐阜県の自然、歴史、文化、産業等に関する施設・史跡

等での体験学習を実施し、児童生徒が「ふるさと岐阜」の魅力を体感することができました。 

〇 県内各学校では、環境教育推進員の派遣により、児童生徒の発達の段階に応じた環境学習に関

する計画の立案や年間を通じた地域の自然に目を向けた学習の実施により、自然環境に親しみ

ながら豊かな人間性の育成に取り組んでいます。 

〇 保育園、幼稚園、小・中・高等学校、特別支援学校で実施した「ぎふ木育教室」、「緑と水の子

ども会議」では、地域の森や木を生かした体験学習が各学校等で実施され、子どもたちが「ふる

さと岐阜」の自然に親しみ、学ぶ機会となっています。 

 

課 題 

〇 すべての高等学校での、学校や学科の特色に応じたふるさと教育の展開 

〇 小・中・高等学校と切れ目のないふるさと教育の推進 

〇 岐阜県の自然、歴史、文化、産業等に関する施設・史跡等で行う体験活動のさらなる充実 

〇 清流と森に学ぶふるさと教育や環境教育等の教育活動の一層の普及・啓発 

 

取組の方向性 

小・中学校等では、地域の魅力や課題を知る学習を進め、高等学校ではそれらの学びをベースに

地域創生に資する地域課題の解決をテーマとした学習を進めることにより、小・中・高等学校一貫

して「ふるさと岐阜」への誇りと愛着をはぐくむ教育を推進します。 

小・中・高等学校・特別支援学校の全ての校種において、岐阜県が誇る自然、歴史、文化、産業

等に関する施設・史跡等で行う体験活動の機会を創出し、「ふるさと岐阜」の魅力を学ぶ教育の充

実を図ります。 
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◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

１ 

ふるさと教育 

授業や課外活動で地域のこと
を調べたり、地域の人と関わっ
たりする機会を設定した学校
の割合 

小 学 校 86.2％ 
中 学 校 79.8％ 

小 学 校 100% 
中 学 校 100% 

２ 

学校の特色に応じた課題解決
型のふるさと教育に取組む県
立高等学校数 

高等学校 46 校 
（73.0％） 

高等学校 63 校 
（100％） 

３ 
今住んでいる地域の行事に参
加している児童生徒の割合 

小 学 校 80.9% 
中 学 校 64.4% 
高等学校 38.2% 

小 学 校  90% 
中 学 校  70% 
高等学校  50% 

４ 

岐阜県や自分の住んでいる地
域の魅力を伝えることができ
る高校生の割合 

高等学校 51.0% 高等学校  80% 

 

取り組むべき主な施策 

① 専門性を生かし、ふるさとの活性化や課題解決に向けて取り組む教育の推進 

・社会の諸課題の解決に関する知識・技能を身に付け、地域課題を多面的・多角的に分析し、

その解決方法を検討・提案できる能力の育成を図ります。 

・先進的な理数教育を実施する高等学校において、生徒の科学的技能や科学的思考力・判断

力・表現力を培い、将来国際的に活躍する科学技術人材の育成を図ります。 

・地域の教育資源等を活用して、主体的に課題を発見し解決を図る探究活動を中心とした理

数教育を推進する県立高等学校を指定し、重点的に支援します。 

・大学や地域企業等との連携を図り、幅広い教養や国際的視野、外国語による実践的コミュニ

ケーション能力を有し、社会課題を発見・解決できるグローバル・リーダーの育成を目指す

県立高等学校を指定し、重点的に支援します。 

・専門高校が企業等と連携・協働して、人工知能（ＡＩ）や IoT 等を活用した最先端の知識・

技術を身に付け、産業界の第一線で活躍できる専門的職業人を育成する県立高校を指定し、

重点的に支援します。 

・スーパーハイスクール（スーパーグローバルハイスクール、スーパーサイエンスハイスクー

ル、スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール）等から意欲のある生徒が集まり、大学

や関係機関と連携しながら、岐阜県や地域の課題の解決策を探り、活性化に向けた新たな提

案をするプロジェクトを充実させます。 
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② ぎふが世界に誇る自然・歴史・文化・産業等を体験して学ぶ取組の推進 

・「ふるさと岐阜」へのさらなる誇りと愛着を育むため、小・中学校等には、本県が世界に誇

る自然・歴史・文化・産業等を体験して学ぶ取組を、高等学校においては、学校や学科の特

色に応じて県内施設を利用して課題発見・解決能力を伸ばす取組を推進します。 

・小・中学校等では、地域の課題を我が事として捉えるために、地域の魅力や課題を知る学習

を進め、高等学校ではそれらの学びをベースに地域創生に資する地域課題の解決をテーマと

した学習に取り組むことを推進します。 

・関係部局と連携して、ふるさと教材や、自然体験活動や農林漁業体験活動などの「体験」を

核とした校外学習プログラムを開発し、各学校におけるふるさと教育の実施を促進します。

また、自然体験活動等を通じて、地球や地域等の環境保全についての理解を深めます。 

・清流長良川あゆパークにおいて、内水面漁業や世界農業遺産「清流長良川の鮎」に関する

体験学習プログラムを、児童生徒を対象に実施します。 

・児童生徒が航空宇宙への興味・関心をもち、将来の航空宇宙産業への就業に繋げることを

目的として、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館で運用する教育プログラムを継続的に見直

し、活用していきます。 

・岐阜関ケ原古戦場記念館を拠点に、天下分け目の関ケ原の戦いの舞台であるとともに、関

東・関西の文化の結節点でもある「関ケ原」を教材に、歴史や文化を学ぶ教育プログラム

を開発、実施します。 

・「ふるさと岐阜」に対する誇りと愛着を育むため、県有文化施設において、郷土の歴史、

文化、自然等に関する展示や、郷土作家の作品等の展示を実施し、児童生徒が文化芸術に

親しむことのできる機会の充実に努めます。 

・毎年１１月３日（文化の日）を「岐阜～ふるさとを学ぶ日」として、県有文化施設の入館

料を無料化するほか、市町村等の文化施設の参加拡大を図ります。 

③ 清流と森に学ぶ教育活動の推進 

・川や森林をはじめとする岐阜県の恵まれた自然環境を学び、継承する学習や、教科での学習

とつなげたふるさと教育など、岐阜県の地域性を生かした教育を推奨します。 

④ 清流を通じた地域との連携による環境学習の推進 

・日頃から環境学習に励んでいる学校が一堂に会して、それぞれの活動を発表・交流を図り、

森・里・川・海のつながりの理解醸成や環境保全意識の高揚を図ります。 

・環境学習を行う学校に対して、環境教育推進員を派遣し、環境学習計画の立案に対する助

言や環境学習の講義を実施します。 

・学校の授業での環境教育副読本の活用を推進し、「清流の国ぎふ」を未来につなぐ人づくり

を進めます。 
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⑤ 森や木と触れ合い、学び、ともに生きる「ぎふ木育」の推進 

・「ぎふ木育 30 年ビジョン」に基づき、企業、ＮＰＯ、地域の人々と連携して、幼稚園・保

育園から高等学校、特別支援学校までの子どもたちに対して森や木と触れ合い、学びに関す

る取組を実施し、岐阜の森林（自然）に誇りと愛着をもち、責任ある行動をとることができ

る人づくりを進めます。 

・幼稚園、保育園から高等学校、特別支援学校までの子どもたちに対して、自然や木に触れて

親しむ「ぎふ木育教室」、「緑と水の子ども会議」の取組を支援・実施します。 

・「木のふれあい館（仮称）」において、森や木に親しむぎふ木育プログラムの体験を、幼児や

小学生などを対象に実施します。 

・教育施設等への岐阜県産材を活用した木のおもちゃや教材の導入を支援するほか、保育士

や教員等を対象として、ぎふ木育の指導者を育成する研修会を開催します。 

・幼児から大人まで幅広い世代の県民が森林・林業を深く理解するための実践教育や、子ども

たちの人格形成や大人も含めたストレス軽減などの森林を活用した効果的なプログラム開

発、指導者の育成のための拠点施設となる「森林総合教育センター（仮称）」を整備し、森

林・林業に対する県民理解の醸成を図ります。 

⑥ 優れた実践に対する顕彰と発信 

・県内学校のふるさと教育への機運を一層高めるため、「岐阜県ふるさと教育表彰」により優

れた取組を実践している学校を顕彰します。 

・優れた実践を、新聞や情報誌等で広報することにより、多くの県民が学校のふるさと教育に

関心をもつことができるよう努めます。 

⑦ 地図を活用したふるさと教育の推進 

・「清流の国 ふるさと魅力体験事業」において、児童生徒が岐阜県の地図を見ながら、体験

先を訪問するなど、「ふるさと岐阜」の地理を学べる学習を推奨します。 

・県図書館において「児童生徒地図作品展」や、所蔵地図を用いた出前授業・研修講座を開催

するなど、児童生徒の地図活用能力の育成を図ります。 

⑧ ふるさと教育に関する教職員研修の充実 

・生徒のふるさと教育に関わる地域連携や人材育成を推進するため、高等学校新規採用教員

に対し、県の施策や文化施設を学ぶ研修を実施します。 
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基本方針 1 ぎふへの愛着をもち、世界に視野を広げ活躍する人材の育成 

目標 2 地域と連携したキャリア教育の推進 

現 状 

〇 小・中学校においては、社会的・職業的自立の基盤となる能力や態度を発達の段階を応じて育

てる教育の在り方について、全ての学校のキャリア教育担当者に対する研修を実施し、義務教育

９年間を見据えた指導が実践できるよう努めてきました。 

〇 勤労観・職業観を育てることを目指した職場体験やインターンシップ等の活動は、地元企業等

の協力を得て県内全ての中学校及び高等学校で実施されています。高等学校においては、キャリ

ア教育アドバイザーを積極的に活用するなどして、主体的に進路を選択するために必要な力を

身に付けさせる指導を計画的に推進してきました。 

〇 しかし、自己の能力・適性について理解を深め、将来の自己実現につなげるための効果的な指

導という点では不十分なところもあります。そのため、地元の企業等で働く人々の姿や生き方等

に触れる学びを充実させたり、そうした学びのプロセスを小・中・高等学校を通して蓄積しつつ

振り返ることができる指導を充実させたりすることが求められています。 

 

課 題 

〇 小・中・高等学校を通じ、自己の能力・適性について理解を深め、将来の自己実現につなげる

ための効果的なキャリア教育の推進 

〇 地域産業や地元企業の特長を学び、地元企業等との連携を密にしたキャリア教育の充実 

 

取組の方向性 

児童生徒が、自らの学習状況やキャリア形成を見通したり振り返ったりしながら、将来の生き方

を考える活動を行う際に活用するポートフォリオ教材「キャリア・パスポート」を開発し、将来の

自己実現の在り方について主体的に考えることができるようにします。 

児童生徒が自己の適性や可能性を理解し、働くことの意義や学校の学習と将来の生活とのつなが

りを実感できるよう、家庭や地域、産業界、関係機関等と緊密な連携を図った起業体験、職場体験、

インターンシップ等を促進します。 

ふるさと教育やキャリア教育・産業教育を通じて高めた「将来岐阜県で活躍したい」という児童

生徒の意欲や希望を叶えるため、きめ細かな進路指導や情報提供を行います。 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

５ 

キャリア教育 
（ふるさと教育） 

将来就きたい仕事や夢につい
て考えさせた学校の割合 

小 学 校 85.1% 
中 学 校 98.9% 

小 学 校 100% 
中 学 校 100% 

６ 
地域の人材を外部講師として
招へいした授業を行う学校の
割合  

小 学 校 87.4% 
中 学 校 72.8% 

小 学 校  90% 
中 学 校  90% 

７ 
高校で学んだことを活かした
職業に就きたいと思う高校生
の割合 

高等学校 68.4% 高等学校  80% 



 - 16 - 

取り組むべき主な施策 

① 小・中・高等学校を一貫したキャリア教育の推進 

・児童生徒が小学校から高等学校までのキャリア教育を通しての学びを記述し振り返ること

ができるポートフォリオ教材「キャリア・パスポート」を開発し、働くことや将来の自己実

現に係る考え方の変容や適性等を考える指導の充実を図ります。 

・雇用形態の多様化が進む中、労働にかかる法律や制度（ワークルール）等について、生徒の

発達の段階に応じ、教科指導や専門機関によるセミナー等を通じて、理解の促進を図ります。 

② 地域の産業界や関係機関と連携したキャリア教育の充実 

・小・中学校等においては、地域で働く人々の姿や生き方に触れる職場体験や地域の企業人等

から学ぶ職業講話の充実を図ります。 

・高等学校においては、専門高校だけでなく、普通科高校においても、将来、地域創生の担い

手となる人材の育成を見据え、地域の産業界や関係機関等と連携によるキャリア教育に関す

る支援体制を構築します。そのため、専門知識をもったキャリアプランナーを配置します。 

・日頃の学習で得た知識・技術を活用し、地域と連携した多様な課題に対応できる課題解決力

の育成や、地域資源を用いたブランド形成力の育成等に取り組むことで、地域や地元企業を

知り、将来の地域産業界を担う専門的職業人を育成します。 

・すべての県立高校において実施するインターンシップにより、就業体験を通じた主体的な

進路選択の能力を育成します。 

・従来の短期・体験型のインターンシップに加え、日頃の学習で得た知識・技術を基に、社会

の動きや業務の内容等をより深く学ぶ中長期にわたる実践的インターンシップを推進しま

す。 

・大学進学希望者の多い普通科の高等学校において、大学や大学院等での研究体験「アカデミ

ック・インターンシップ」や企業での経営体験等を通じて、学びに向かう力を高めます。 

・県下最大規模の合同企業展「オール岐阜・企業フェス」への県内高校生の積極的な参加によ

り、地域の魅力発見と県内企業への理解促進を図ります。 

③ ライフプランを考える機会の提供 

・就業、結婚、妊娠・出産、子育てなど各ライフステージにおいて、タイミングを逃さず自ら

の希望する生き方ができるよう、人生の早い時期からライフプランについて考える機会を提

供します。 
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基本方針 1 ぎふへの愛着をもち、世界に視野を広げ活躍する人材の育成 

目標３ 国際理解教育の充実とグローバルに活躍する人材の育成 

現 状 

〇 グローバル化が進展する中、日本の伝統と文化を尊重し、我が国と郷土を愛するととともに他

国の文化を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度や、豊かな語学力・コミュニケーショ

ン能力、異文化を理解する力などを身に付け、様々な分野で活躍できる「グローバル人材」の育

成が求められています。 

〇 学習指導要領の改訂により、小学校の中学年に外国語活動が導入され、高学年では、教科とし

て外国語の学習が始まっています。また、中学校においては授業で取り扱う語彙が増加していま

す。さらに、高等学校においては、大学との接続を見据えた「英語４技能」をバランスよく育成

することが求められています。 

〇 海外留学を希望する高等学校の生徒は３割程度いるものの、実際に留学している生徒はそのう

ちの 1 割にも満たない状況であり、留学促進の一層の方策が求められています。 

 

課 題 

〇 グローバル化社会に対応できる、児童生徒の英語力の向上 

〇 海外留学への関心を高めるための情報発信や留学の経済的負担の軽減 

〇 国際規模から地域規模まで幅広い視野をもつグローバル・リーダーの育成 

 

取組の方向性 

 グローバル化の進展の中で求められる英語力の向上を目指し、ＩＣＴ教材や世界標準の外部検定

も活用しながら、小・中・高等学校を一貫して、児童生徒の「英語４技能」をバランスよく育成す

る教育を推進します。 

 県内の高校生の海外への留学やインターンシップを促進するとともに、海外の姉妹校との交流等

による海外研修を通し、グローバルな視野や豊富な経験をもって地域社会の発展に貢献する人材の

育成を図ります。また、大学や地域企業等と連携を図り、高い教養や国際的視野、コミュニケーシ

ョン能力を有するグローバル・リーダーの育成を目指す高等学校を支援します。 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

８ 
グローバル人
材の育成 

高校在学中に海外留学する高
校生の数 

高等学校  459 人 
（※2017 年度） 

高等学校  750 人 

 

※ 参考指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

20 

英語力の強化 

ＣＥＦＲのＡ１レベル相当（英
検３級等）以上の英語力を有す
る中学生の割合 

中 学 校  36.4% 
（※2017 年度） 

中 学 校   50% 

21 
ＣＥＦＲのＡ２レベル相当（英
検準２級等）以上の英語力を有
する高校生の割合 

高等学校 39.1% 
（※2017 年度） 

高等学校  50% 
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取り組むべき主な施策 

① 児童生徒の英語力を高めるための小・中・高等学校を一貫した指導の強化 

・小・中学校における目指す姿を明らかにした岐阜県版学習到達目標を定めて周知し、各学校

が児童生徒の達成状況を適切に把握して指導の改善に生かすことができるようにします。高

等学校においても、中学校の学習到達目標との整合性を図りながら、各学校に応じた目標を

明確に定め、生徒の達成状況を適切に把握した指導に取り組みます。 

② 「英語４技能」の育成 

・小学校高学年の外国語科において、「書くこと」に慣れ親しむ指導ができるよう、教材の提

供等の支援を進めます。 

・中学校において、増加する語彙を確実に習得できる教材を提供し活用を促進します。 

・小・中学校等において、ＩＣＴ教材を活用して「英語４技能」を高めることができる支援を

進めます。 

・高等学校において、大学との接続も見据え、「英語４技能」の客観的な力を測ることができ

る外部検定の受検を推奨し、その結果によるデータを収集・分析し、外国語教員の指導力の

向上を図り、生徒の学習方法の改善及び学力の伸長につなげます。 

③ 英語に係る興味・関心や優れた能力を伸ばす機会の充実 

・「英語スピーチコンテスト」や「英語プレゼンテーション大会」等を通じて、県内中学生・

高校生の英語学習へのモチベーション及び発信力の向上を目指します。 

④ 多文化共生の視点に立った国際理解教育の推進 

・ＡＬＴや外国人児童生徒との交流等を通して、児童生徒の国際感覚や異文化理解の向上を図

る取組をさらに推進します。 

・日本や日本を取り巻く世界の地理的・歴史的事象及び、広い視野から国際社会における日本

の役割について考える学習の充実を図ります。これにより、日本の伝統と文化を尊重すると

ともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度や、豊かなコミュニケーショ

ン能力や異文化理解の精神等を身に付けてグローバルに活躍できる人材を育成します。 

⑤ 国際規模から地域規模まで幅広い視野をもつグローバル・リーダーの育成 

・大学や地域企業等との連携を図り、幅広い教養や国際的視野、外国語による実践的コミュニ

ケーション能力を有し、社会課題を発見・解決できるグローバル・リーダーの育成を目指す

県立高等学校を指定し、重点的に支援します。【再掲】 

・独自にグローバル人材の育成を目指す私立学校を対して支援します。 

・子どもたちが自らの夢の実現に向けて努力するきっかけづくりのため、中学生向けサマー

スクールの開催や高校生向けサマースクールへの派遣を行います。 
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⑥ 海外留学に対する高い関心と意欲の啓発と支援 

・１年間の海外留学プログラムにより外国の正規の後期中等教育機関において教育を受ける

ことを希望する県内の高校生に対し、留学に要する費用の一部を支援金として給付します。 

・県内の中学３年生及び高校１・２年生を対象に、留学するために必要な情報を掲載したリ

ーフレットを作成、配布します。また、留学制度説明会（留学フェア）の開催、県ＨＰ等で

の情報の提供、個別相談窓口の設置により、留学への関心を高めます。 

⑦ 姉妹校交流の支援 

・異文化理解を通して、日本や地域の文化・伝統への理解を深めるとともに、グローバルな視

野や経験をもって国際的分野で活躍できる人材育成を図るため、県立高校と海外の姉妹校と

の交流事業を支援し、ふるさと岐阜の魅力発信など地域に資する活動や国際交流の機会の充

実を図ります。 

⑧ 国際感覚を有し、産業界をリードできる職業人の育成 

・アジア・オセアニアを中心に現地法人での職場体験や、現地教育機関における外国語による

職業教育等を通して、将来の産業界をリードできるグローバルな視野と国際感覚を有した職

業人の育成を図ります。 

・海外の優れた農業の実践的経営内容を学ぶことを通して、広い視野に立って積極的に農業

に取り組む農業後継者を育成します。 
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基本方針 1 ぎふへの愛着をもち、世界に視野を広げ活躍する人材の育成 

目標４ 優れた才能や個性を伸ばす教育の推進 

(1) 科学技術・情報技術やものづくりへの関心、起業家精神等の育成 

現 状 

〇 子どもたちが生きていくこれからの社会では、少子高齢化やグローバル競争の激化、技術革新

の一層の進展（「第４次産業革命」）、超スマート社会（Society5.0）到来など急激な社会・産業

構造の変化が予測されています。 

〇 このような社会を展望すると、技術革新や社会・制度の変革などを通じて新たな価値を創造し、

社会におけるイノベーションを牽引する人材の育成が一層重要となります。 

〇 児童生徒等が、学校だけでなく、広く社会の中で、視野を広げ、様々な分野への知的好奇心や

専門性を高める機会を設け、優れた才能を伸ばす教育が求められています。 

 

課 題 

〇 科学的思考力を育成する理数教育の充実 

〇 最先端の産業技術等の習得のための地域の産業界、大学等との連携強化 

〇 産業界の技術の進展と高度化に対応した施設設備の継続的・計画的な整備 

 

取組の方向性 

児童生徒の才能を伸ばす取組を推進するため、先進的な理数教育を行う高等学校や、次世代の成

長産業を担うスペシャリストの育成を目指す高等学校等を支援します。 

地域の産業界や大学、専門機関等からの協力により、児童生徒が、科学技術・情報技術やものづ

くりに対する知的好奇心や専門性を高めるための活動機会やコンテスト等を充実させ、これからの

社会に活躍できるための優れた才能や個性の伸長を図ります。 

 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

９ 
優れた才能や
個性を伸ばす
教育の推進 

科学技術に関する全国規模の
学会・コンテスト等での入賞し
た高校生の数 

高等学校 13 人・団体 
（※2017 年度） 

高等学校 30 人・団体 
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取り組むべき主な施策 

① 科学技術や情報技術、ものづくりの優れた能力を伸ばす機会の充実と啓発 

・科学的な知識や思考力を応用して質の高い探究活動に挑むコンテストや作品展を充実させ、

科学技術分野で将来活躍できる優れた生徒の能力の育成を図ります。 

・ものづくりに係る知識や技能を応用して質の高いものづくり活動に挑むコンテストや作品

展を充実させ、将来の産業界で活躍できる優れた生徒の能力の育成を図ります。 

・大学進学希望者の多い普通科の高等学校において、大学や大学院等での研究体験「アカデミ

ック・インターンシップ」や企業での経営体験等を通じて、学びに向かう力を高めます。【再

掲】 

② 科学的資質をもとに課題解決できる能力を伸ばす機会の推進 

・先進的な理数教育を実施する高等学校において、生徒の科学的技能や思考力・判断力・表現

力を培い、将来国際的に活躍する科学技術人材の育成を図ります。【再掲】 

・地域の教育資源等を活用して、主体的に課題を発見し解決を図る探究活動を中心とした理

数教育を推進する県立高校を指定し、重点的に支援します。【再掲】 

・理科や数学の授業において、観察・実験や演習などを積極的に取り入れることができるよ

う、備品の整備等を推進します。 

③ データ活用能力の育成  

・グラフ作成や資料の分析など統計分野に関する実践的な出前授業「データ活用講座」を、県

内の小学校、中学校、高等学校等において実施します。出前授業では、データから本県や地

域の特徴を知る学習も取り入れ、ふるさとへの愛着を深める機会としても活用します。また、

出前授業の内容を盛り込んだ統計学習副読本を小学４年生に提供します。 

④ 科学技術の進展に対応できるスペシャリストを育成する教育の推進 

・専門高校が企業等と連携・協働して、人工知能（ＡＩ）や IoT 等を活用した最先端の知識・

技術を身に付け、産業界の第一線で活躍できる専門的職業人を育成する県立高等学校を指定

し、重点的に支援します。【再掲】 

・県内の高校生に、航空宇宙産業の最新の動向を紹介するとともに、航空宇宙関連企業の見学

の機会を提供します。 

・県内の高校生に、岐阜大学と連携した最先端の宇宙教育を提供します。テレビ会議システム

を利用した講義受講のほか、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の見学等も行います。 
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⑤ 外部施設設備の活用による先進的技術力の育成 

・産業界や大学等の施設設備を活用しながら、プロの専門家から学ぶ環境を構築し、地域産業

の発展を支える専門的職業人の育成を図ります。  

・航空機やエンジン等の実物を活用した実習や航空機製造の一連の工程が学べる実習施設「モ

ノづくり教育プラザ」の整備の充実を図ります。「モノづくり教育プラザ」では、航空宇宙

産業界に必要な実践型・現場対応型の実習を実施します。 

 

・農業高校生に対し、普及指導員がＧＡＰ（農業生産工程管理）等について出前授業を実施

します。 

・工業高校生に対し、熟練技能者から技術・技能を学ぶ機会を提供し、優れた技能者・技術

者の育成を図ります。 

・工業高校生に対し、建築担い手確保事業として、建築、電気設備、機械設備に係る専門技

術に触れる場として現場見学会等の機会を提供します。また、2 級建築施工管理技士及び

2 級電気工事施工管理技士の学科受験支援のため、テキストを配付します。 

・商業高校生に対し、ネットショップ運営における様々な実務を通して、インターネットの

可能性やネットショップの魅力、商売の楽しさと厳しさを学ぶ授業を実施します。 

・農業・工業・商業高校が連携してジビエの商品開発を行う取組を支援します。 

・県内高校生に対し、福祉施設で働く介護福祉士等が学校を訪問し、福祉の仕事の内容や魅

力、資格の取得方法等について理解を深める機会を提供します。 

・県内の全ての高校生とその家族を対象にした「福祉のおしごと新聞」を年４回発行し、福

祉の仕事の魅力ややりがいを伝え、将来、福祉の分野で活躍する人材の育成を図ります。 
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基本方針 1 ぎふへの愛着をもち、世界に視野を広げ活躍する人材の育成 

目標４ 優れた才能や個性を伸ばす教育の推進 

(2) スポーツ・文化等の分野で個性を伸ばす教育の推進 

現 状 

〇 児童生徒が多種多様なスポーツと触れあい、「できる喜び」を味わうことができるよう、体育

授業の工夫や体育的行事の充実、運動部活動の活性化等スポーツ分野での個性を伸ばす教育の推

進を図ってきました。 

〇 国体における選手強化を進める中で獲得したノウハウや一貫指導体制を基に、中学生段階から

県選抜チームを結成し、日本一を目指した強化を進め、少年の競技力の維持・向上を図ってきま

した。今後は、さらにオリンピック・パラリンピックや世界で活躍できる選手として、ジュニア

世代を中心としたトップアスリートの育成・強化を一層推進していくことが求められています。 

〇 県有文化施設において教育普及活動や出前講座を実施するなど、学校や地域において文化芸術

に親しむことのできる機会の充実に努めてきたほか、岐阜県青少年美術展の開催を通して、文化

芸術に親しみ創作活動に参加できる環境づくりを図ってきました。また、高等学校や特別支援学

校の文化部活動を支援し、文化芸術活動のすそ野の拡大を図ってきました。 

 

課 題 

〇 児童生徒が、学校においてスポーツ活動に積極的に参加できる環境づくり 

〇 少子化及び生徒のニーズの多様化を踏まえた運動部活動の環境整備と指導者育成 

〇 オリンピックや世界選手権など、世界の大会で活躍できるトップアスリートの育成 

〇 子どもたちが優れた文化芸術に触れ、親しみ、創作活動に参加できる機会の確保 

 

取組の方向性 

児童生徒が、あらゆる機会を通じて多種多様なスポーツと触れあい、積極的に取り組むことがで

きる環境づくりを推進していきます。 

少子化や生徒のニーズ対応等の運動部活動を取り巻く環境整備を推進し、持続可能なものすると

ともに、運動部活動における指導者の指導力の向上により活性化・充実を図ります。 

今後のオリンピック・パラリンピックや世界で活躍できる選手として、ジュニア世代を中心とし

たトップアスリートの育成・強化を一層推進していきます。 

子どもの頃から学校や地域において文化芸術に触れ、親しみ、創作活動に参加できる環境づくり

を推進するとともに、文化部活動の活性化を図り、文化芸術活動のすそ野の拡大を図ります。 
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取り組むべき主な施策 

① 学校におけるスポーツ活動に積極的に参加できる環境づくりの推進 

・学校の始業前や業間を利用し、仲間と協力して楽しく行うことができる「チャレンジスポー

ツ in ぎふ」の活用を推進します。 

・教職員に対し、学校の中で運動機会を確保するマネジメント力の育成に関する研修を充実

していきます。 

② 専門的技量を有する社会人指導者の派遣及び部活動指導員による運動部活動の活性化 

・運動部活動の活性化・充実に向け、合同部活動を推進する等の環境を整備するとともに、県

立学校に対して、専門的技量を有する社会人指導者を派遣します。また、単独引率や指導が

可能な部活動指導員の活用を進めます。 

・運動部活動における社会人指導者や部活動指導員に対して研修会を実施し、指導力の向上

を図ります。 

③ ジュニア選手の強化及び指導者の育成支援 

・中学生段階から県選抜チームを結成し、日本一を目指した強化を進め、少年の競技力の維

持・向上を図ります。 

・中学校・高等学校の運動部活動や地域の拠点クラブへの強化指定や強化費による支援を継

続していきます。 

・国体で活躍した選手に対し、指導者ライセンスの取得や、強豪チームでの研修を行うこと

で、次世代を担う優秀な指導者の育成・確保に努めます。 

・今後のオリンピック・パラリンピックに向け、世界大会や国内トップレベルの大会で活躍が

期待できるジュニア世代を中心に、チームや選手の活動を支援します。 

④ 文化芸術に親しみ創作活動に参加できる環境づくりの推進 

・文化芸術を創造する人づくり、文化芸術振興の環境づくりに向けて、優れた美術作品の発表

の場を提供する岐阜県青少年美術展について、今後更により多くの学校等が参加するよう促

し、県内各地域の児童生徒等に発表機会を提供します。 

・県有文化施設において、教育普及活動や出前講座を実施するなど、児童生徒が文化芸術に親

しむことのできる機会の充実に努めます。 

⑤ 学校等における文化活動の活性化 

・高等学校や特別支援学校の文化活動の発表の場として、県高等学校総合文化祭及び県特別

支援学校文化祭を開催します。また、活躍が顕著な文化部の活動費を支援するなど、文化部

活動の活性化を図ります。 



 - 25 - 

基本方針 1 ぎふへの愛着をもち、世界に視野を広げ活躍する人材の育成 

目標５ 産業教育の推進 

現 状 

〇 本県の高等学校の学科別在籍者数のうち、職業を主とする専門学科で学ぶ生徒数は 32.5％を

占め、全国平均（18.4％）を上回っています（2017 年 5 月現在）。 

〇 県内の高等学校卒業生の県内就職割合は例年７割程度で推移していますが、今後、2030 年に

かけて、生産年齢人口減少の加速による企業の人手不足の深刻化が懸念される中、県内企業の人

材ニーズに対応した担い手の育成と人材確保が課題となっています。 

〇 また、IoT やビッグデータ、人工知能（ＡＩ）等の技術革新や、企業の海外進出に伴う国際化

などに対応できる、専門的職業人の育成が急務となっています。 

〇 これらの状況を踏まえ、2016 年 10 月に岐阜県地方産業教育審議会に「これからの本県産業

教育の充実について」諮問をし、2018 年 3 月に答申を受けました。 

〇 答申に基づき、2018 年度には、専門高校の在り方に関する地区検討委員会を設置し、県内５

圏域それぞれの地域性を生かした教育の推進や、インターンシップの推進、国際感覚を有した職

業人の育成、さらには義務教育段階からのキャリア教育の充実などに関する協議を進めていま

す。 

 

課 題 

〇 将来の地域産業の発展を支える意欲と資質・能力をもつ専門的職業人の育成 

〇 急速に進展する技術革新や、グローバル化、産業構造の変革等に対応できる、高い専門性をは

ぐくむための、企業や専門機関等と連携した教育の推進 

〇 学習指導要領の改訂を踏まえ、産業教育の充実に向けた施設設備の整備 

 

取組の方向性 

将来の岐阜県産業を担う人材の育成という観点から、専門高校において、学科連携・外部人材活

用・外部施設設備活用等により、地域素材・資源を存分に生かした地域産業の振興を探究する教育

を推進します。また、小・中学校段階から、地域の産業や専門高校に興味・関心を持てるための教

育を充実させます。 

グローバル化や人工知能（ＡＩ）、IoT 等をはじめとする技術革新に対応できる専門的職業人の

育成を目指し、グローバルな視野と国際感覚を身に付けるための海外における職場体験の充実や、

産業界や大学等と連携した高い専門性をはぐくむ教育を推進します。 

 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

10 
産業教育の推
進 
（ふるさと教育） 

専門学科で学ぶ生徒を対象と
した産業教育に関する全国規
模のコンテスト・大会の最上位
に入賞した高校生の数 

高等学校 20 人・団体 
（※2017 年度） 

高等学校 30 人・団体 
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取り組むべき主な施策 

① 小・中学校における産業への興味・関心を高める取組の推進 

・小・中学校では、岐阜県のそれぞれの地域の特色ある産業等について理解できる学習資料を

開発し、活用を促進します。 

・小・中学校における地域の企業から学ぶ「職業講話」や地域の専門高校生との交流等の充実

を図り、児童生徒一人一人の産業への興味関心を高める取組を推進します。 

② 高等学校における地域資源を生かし、地域産業の振興を探求する教育の推進     

・産業界や大学等の施設設備を活用しながら、プロの専門家から学ぶ環境を構築し、地域産業

の発展を支える専門的職業人の育成を図ります。【再掲】 

・従来の短期・体験型のインターンシップに加え、日頃の学習で得た知識・技術を基に、社会

の動きや業務の内容等をより深く学ぶ中長期にわたる実践的インターンシップを推進しま

す。【再掲】   

・日頃の学習で得た知識・技術を活用し、地域と連携した多様な課題に対応できる課題解決力

の育成や、地域資源を用いたブランド形成力の育成等に取り組むことで、地域や地元企業を

知り、将来の地域産業界を担う専門的職業人を育成します。【再掲】  

③ 急速に発展する技術革新やグローバル化等に対応できる高い専門性をはぐくむ教育の推進    

・専門高校が企業等と連携・協働して、人工知能（ＡＩ）や IoT 等を活用した最先端の知識・

技術を身に付け、産業界の第一線で活躍できる専門的職業人を育成する県立高校を指定し、

重点的に支援します。【再掲】 

・アジア・オセアニアを中心に現地法人での職場体験や、現地教育機関における外国語による

職業教育等を通して、将来の産業界をリードできるグローバルな視野と国際感覚を有した職

業人の育成を図ります。【再掲】 

・海外の優れた農業の実践的経営内容を学ぶことを通して、広い視野に立って積極的に農業

に取り組む農業後継者を育成します。【再掲】 

・今後の産業教育の在り方や地域産業界を担う専門的職業人に求められる資質等について検

討するために、広く有識者等で構成する審議会を設置し、産業経済界及び教育関係者の協力

により産業教育・技術教育の振興を図ります。 

④ 産業教育施設整備の計画的な更新整備 

・学習指導要領の改訂を踏まえ産業教育の充実を図るため、実習装置・設備を整備するととも

に、整備済みの装置や設備の修繕等を実施します。 

・生産の効率化を図り、生産性の向上に資するとともに、生徒の実験実習における安全を確保

するため、県立学校の農場基盤を整備します。 

⑤ 高等特別支援学校における専門的な職業教育の実施 

・高等特別支援学校において、就労に向けた専門的な職業教育を実施するため、高等特別支援

学校専門教科担当教員の指導力向上を図るとともに、高等特別支援学校の全県展開に向け、

専門教科の担当教員を養成します。 
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基本方針 1 ぎふへの愛着をもち、世界に視野を広げ活躍する人材の育成 

目標６ 未来を創り出す人材を育成する学校づくりと地域との連携の推進 

現 状 

〇 生徒数の減少により、将来的に学校規模が縮小する中、各高等学校の教育水準の向上や教育の

機会均等を図ることで、子どもたちがそれぞれの夢の実現に向かって挑戦できる環境を継続的

に提供することが必要です。 

〇 学科の種類や卒業後の進路状況、学ぶ生徒の状況等を「高校の特性」と捉え、その特性に応じ

た活性化の基本的な考え方を定め、具体的な活性化策を例示したものを活性化の「県立高校活性

化の基本方針（グランドデザイン）」として整理しました。生徒数の動向から、活性化が求めら

れる県立高等学校においては、市町関係者、経済界、産業界代表からなる協議会を各校に設置し、

単独校としての活性化を推進してきました。また、全県一区、県外募集の実施、学科配置や学び

の仕組みの改善を図ってきました。 

〇 よりよい学校運営に向けて、全ての小・中学校等においては、学校評価（自己評価・学校関係

者評価）を実施し、結果を公表しています。また、全ての高等学校においては、学校評価（自己

評価・学校関係者評価）や「生徒及び保護者等を対象とするアンケート」を実施し、結果を公表

しています。併せて、学校経営計画（岐阜県立高等学校版マニフェスト）を作成し、ホームペー

ジで公開しています。 

〇 県立学校に学校評議員又は学校運営協議会（コミュニティ・スクール）を設置し、各学校が教

育活動や学校運営の状況について、保護者や地域住民等の感想や意見を得るなどして、学校運営

の改善に努めています。 

〇 少子化、人口減少により、学校の小規模化はへき地学校だけの実情ではなくなってきているこ

とを踏まえ、へき地学校の「小規模性」を生かした優れた実践を、へき地以外の学校においても

参考にしていく必要があります。 

課 題 

〇 グランドデザインに基づき、高校の特性に応じた活性化策の推進 

〇 今後の生徒減少期を見据え、県立高等学校の在り方について検討の開始 

〇 学校評価システムに基づいた継続的な学校改善の推進 

〇 保護者や地域住民等の意見を反映した開かれた学校運営の推進 

〇 学校や地域の特性を生かした魅力ある学校づくりの推進 

取組の方向性 

高校の特性に応じた活性化策を検討、実施します。専門高校については、県地方産業教育審議会

からの答申を踏まえ、基本的な学びの領域を単位とした学科の配置を推進します。 

今後の生徒減少期を見据え、県立高等学校の在り方についての具体的な検討を行います。 

地域と一体となって子どもたちをはぐくむ「地域とともにある学校づくり」を一層推進するため、

学校運営協議会（コミュニティ・スクール）を拡充し、開かれた学校運営を図ります。 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

11 学校づくりと
地域との連携 
（ふるさと教育） 

地域住民や保護者等が学校運
営に参加する学校運営協議会
(コミュニティ・スクール)を設
置している県立学校の数 

11 校 
（13.3％） 

83 校 
（100％） 

12 
今の高校に入学して満足して
いる高校生の割合 

高等学校 80.9% 高等学校  100% 
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取り組むべき主な施策 

① 魅力ある県立高等学校づくりの推進 

・これまで、グランドデザインに基づき、単位制への改編、柔軟な定員設定やくくり募集など

高校の特性に応じた活性化策を講じてきました。特に単位制については、生徒の多様な進路

希望に対応するための方策のひとつとして導入し、18 校に拡大してきました。今後は必要

に応じて単位制導入校を拡大するとともに、導入校における教育課程を検証し、科目選択の

仕組み等を改善したり、教科横断型の探究型学習を科目として位置付けたりすることなどに

より、国が提唱する文理両方を学ぶ人材育成を目指します。 

・今後の急激な生徒減少期や社会のニーズ及び産業構造等の変化に対応するため、学科配置

や学びの仕組みの見直し、将来的な県立高等学校の在り方についての具体的な検討などを行

うことにより、それぞれの子どもたちが多様な進路目標に向かって努力し自己実現を図るこ

とができるよう、地域や高校の特性、学科配置のバランス等を考慮した教育環境を整備し、

魅力ある高校づくりを推進します。 

・生徒数の動向や地域との結びつきの状況などから、活性化が求められる県立高等学校に協

議会を設置し、地域社会と結びつける学習活動支援策を検討、実行、検証することで学校の

活力向上を図ります。 

・大学進学希望者が多い普通科高校から、生徒の進路実現及び教員の学習指導力向上を図る

県立高等学校を指定し、重点的に支援します。また、他校生徒と合同で受験勉強に取り組む

などの事業を行います。 

② 連携型中高一貫教育校の推進体制の改善、発展、情報発信 

・現在、県内４地域（揖斐川町、八百津町、郡上市、飛騨市）で設置している連携型中高一貫

教育校の推進体制の改善、発展、情報発信を行うとともに、併設型中高一貫教育校・中等教

育学校の調査研究を継続します。 

③ 地域と連携した開かれた学校づくりの推進 

・地域と連携し、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる学

校運営協議会（コミュニティ・スクール）設置を促進するとともに、教育課程、学校経営計

画、学校組織編成等の学校運営の基本方針の承認について、地域の声を積極的に生かし、地

域と一体となった、特色ある開かれた学校づくりを推進します。 

・学校運営協議会設置校（コミュニティ・スクール）を除く全ての県立学校に地域住民等で構

成する学校評議員を設置し、授業参観や教育活動についての意見聴取等を通して、地域社会

との連携を図りながら学校運営の充実に努めます。 

・学校経営の方針や具体的な実施計画を示した学校経営計画等に基づいた学校運営を行い、

取組の結果については自己評価とともに、保護者、地域住民等による学校関係者評価を実施

して、学校運営の改善を一層推進します。 

④ へき地学校における教育の充実と学校や地域の特性や資源を生かした魅力ある学校づくり 

・へき地・複式校、少人数学級ならではのメリットを生かした効果的な指導方法の工夫改善を

支援します。また、各学校が、豊かな自然環境や歴史、伝統文化、地場産業等を探究したり、

地域の様々な活動に参加したりするふるさと教育の充実に努めます。 
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基本方針 2 多様な学びを支援する教育体制の充実 

目標７ 特別支援教育の推進 

現 状 

〇 「子どもかがやきプラン」に基づき各地域において特別支援学校の整備を進め、2017 年度に

県立特別支援学校 20 校体制が完成しました。しかし、児童生徒数の増加に伴い、一部の学校で

は、2 校舎体制や教室不足の状況があります。 

〇 知的障がいの程度が軽度である生徒が増加していることに対応するため、職業教育に特化した

高等特別支援学校の整備を進め、2017 年に岐阜地域において岐阜清流高等特別支援学校を、

2018 年には西濃地域において西濃高等特別支援学校を開校しました。 

〇 「子どもかがやきプラン」に基づき、各特別支援学校にスクールバスを整備し、児童生徒の通

学の利便性を図ってきましたが、一部のコースで乗車時間が 60 分を超える状況があります。 

〇 インクルーシブ教育システムのさらなる構築に向け、「新子どもかがやきプラン」を策定しま

した。児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じて、地域の多様な学びの場を柔軟に活用できる、

新たな「学びのスタイル」づくりに取り組みはじめました。 

〇 特別支援学校に在籍する医療的ケアを必要とする児童生徒が安心・安全に学校生活を送ること

ができるよう、特別支援学校に看護講師を配置しました。しかし、医療的ケアを必要とする児童

生徒が校外学習等に参加する場合、保護者の送迎や同伴が必要となる状況があります。 

〇 特別支援学校における児童生徒は、重度・重複化、多様化してきており、多様な教育的ニーズ

に対応する教員の専門性の向上や学習環境の整備が必要となっています。 

〇 小・中学校等における通級指導教室を利用する児童生徒数は、今後も増加することが見込まれ

るため、通級指導教室を担当する教員の養成が急務となっています。 

〇 すべての県立高等学校で発達障がいまたは発達障がいと思われる生徒が在籍している状況が

あり、2018 年度から県内２校で「少人数コミュニケーション講座」を開設しています。 

課 題 

〇 岐阜・西濃地域以外における高等特別支援学校機能の整備 

〇 特別支援学校における多様なニーズに応じた支援の強化 

〇 発達障がいのある児童生徒への支援の強化 

取組の方向性 

知的障がいの程度が軽度である生徒の職業教育の充実を図るため、県内各地域に高等特別支援学

校機能を整備します。また、特別支援学校において、一人一人の教育的ニーズに応じて、多様な学

びの場を柔軟に活用できるよう支援体制の充実を図り、各学びの場における適切な指導支援を行う

ための教員の専門性を高めていきます。 

通級指導教室の拡充及び担当教員の養成、個別支援の充実に向けた高等学校特別支援教育支援員

の配置や専門家の派遣などに取り組み、小・中・高等学校において、発達障がい等のある児童生徒

の教育的ニーズに応じた切れ目ない支援の充実を図ります。 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

13 

特別支援教育 

特別支援学校高等部及び高等
特別支援学校卒業生のうち、就
職を希望する生徒の就職率 

96.2％ 
（※2017 年度） 

100％ 

14 
通級指導教室担当教員養成研
修の受講教員数 

０人 ５年間で 175 人 
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取り組むべき主な施策 

① 高等特別支援学校機能の全県展開   

・可茂地域における高等特別支援学校を、県立学校の余裕教室を活用して整備します。 

・東濃地域や飛騨地域における高等特別支援学校機能の整備に向けて、検討します。 

・現在配置している企業開拓用務を行うコーディネーターに加えて、地域の高等特別支援学

校との情報連携や大手企業とのジョブプランの検討、中・高校生へのキャリア教育など、岐

阜清流高等特別支援学校のセンター的機能を担う新たなコーディネーターを配置します。 

・高等特別支援学校において、就労に向けた専門的な職業教育を実施するため、高等特別支援

学校専門教科担当教員の指導力向上を図るとともに、高等特別支援学校の全県展開に向け、

専門教科の担当教員を養成します。【再掲】 

② 特別支援教育における教職員の専門性の向上 

・岐阜市内５校（岐阜盲学校・岐阜聾学校・長良特別支援学校・岐阜希望が丘特別支援学校・

岐阜清流高等特別支援学校）をそれぞれが対象とする障がい種に関する専門的な教育を行う

コア・スクールとして位置づけ、専門性の高いコア・ティーチャーを養成し、県内各学校に

指導助言や研修機会を提供します。 

③ 特別支援学校高等部作業学習の見直しと到達度認定の仕組みづくり 

・特別支援学校高等部作業学習を生徒の実態に合わせた内容に見直すなど、就労につながる

研究開発を行います。 

・生徒の学習の状態を本人にも企業にも分かりやすくするために指標となる、働く力の到達

度認定の制度をつくります。 

④ 医療的ケアを必要とする児童生徒の支援体制の整備に向けたガイドラインの策定と校外学

習等における医療的ケア実施体制の構築 

・より高度な医療的ケアを必要とする児童生徒が安心・安全に学校生活を送ることができる

支援体制の整備に向け、新たに医療的ケア運営協議会を設置し、ガイドラインを作成します。 

・特別支援学校に在籍する医療的なケアを必要とする児童生徒が、保護者が同伴しなくても

安心して校外学習等に参加できるよう、看護師を配置するなどの医療的ケア実施体制を整備

します。 

⑤ 交流及び共同学習を通じた心のバリアフリーの推進 

・居住地校交流や学校間交流、地域交流などの交流及び共同学習を計画的、組織的に実施する

とともに、障がい者スポーツを題材とした交流活動を推進します。 
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⑥ 特別支援学校の児童生徒一人一人のニーズに応じた学習環境整備 

・障がいの重度・重複化、多様化に伴い、一人一人のニーズに応じた学びを提供できるよう、

各特別支援学校の学習環境の整備を行います。また、特別支援学校の２校舎体制や教室不足

等の解消に取り組みます。 

・特別支援学校児童生徒の通学に係る負担を軽減するため、スクールバス全コースにおいて

乗車時間が概ね 60 分以内となるよう、スクールバスの増配置を計画します。 

⑦ 発達障がい等のある児童生徒の特性を踏まえた支援の充実 

・小・中学校等において、発達障がい支援のコア・ティーチャーを育成するとともに、ＬＤ・

ＡＤＨＤ等通級担当教員に対する基礎的な指導力の習得を目的とした養成プログラムを実

施します。 

・高等学校において、発達障がい等のある生徒の教育的ニーズに応じた学びの場として「少

人数コミュニケーション講座」を実施するとともに、県内各地域での開講を検討します。ま

た、担当教員の養成及び専門性向上に関する研修体制を整備します。 

・発達障がいのある生徒や肢体不自由・病弱等の生徒が在籍する高等学校へ特別支援教育支

援員を配置し、学校での学習や生活を支援します。 

・学校の要請に応じ、発達障がいのある児童生徒の支援方法を教員へ適切に助言するために、

大学教授や医師、臨床心理士、教員ＯＢ等を派遣します。 

⑧ 長期入院している高校生に対する教育保障体制の整備 

・長期入院等に伴い学校で学習指導を受けることができない高校生に対して、医療機関・学校

等が連携し、ＩＣＴを活用して授業に参加できる体制を整備します。 
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基本方針 2 多様な学びを支援する教育体制の充実 

目標８ 学びのセーフティーネットの構築と学びの再チャレンジの推進 

現 状 

〇 本県では、教育の機会均等に資するため、高等学校に通う一定の収入額未満の世帯の生徒に対

し、授業料に充てるための高等学校等就学支援金を支給するとともに、非課税世帯を対象に授業

料以外の教育費を支援するため高校生等奨学給付金を支給しています。更に、経済的な理由で修

学が困難な生徒や学生に対して、「選奨生奨学金」、「高等学校奨学金」、「子育て支援奨学金」、「母

子父子寡婦福祉資金貸付事業」による修学支援を行い、働きながら学ぶ生徒には、「定時制課程

通信制課程修学奨励費」による支援をしています。2017 年度には、奨学金として 369 件

（100,184 千円）、母子父子寡婦福祉資金として 204 件（123,243 千円）の支援を行いました。 

〇 小・中学校段階で不登校の状態にある児童生徒に対し、市町村の教育支援センターや各学校に

おいて、個別の状況に応じた学習支援を行っています。また、県総合教育センターや各教育事務

所においても、児童生徒の電話相談や面接相談を行っています。高等学校段階では、不登校の状

態にある生徒に対し、学校や家庭以外の居場所として県総合教育センター内に適応指導教室「Ｇ

－プレイス」を設置し、学習支援等を行っています。2017 年度の適応指導教室での相談回数は

面接相談 635 回、出張相談 18 回、電話相談 253 回となっています。 

〇 定時制・通信制高等学校は、様々な課題を抱える生徒の学びの受け皿へと役割が広がっており、

生徒の多様化が進んでいます。外国人児童生徒適応指導員を派遣し、外国人生徒に対する日本語

学習及び全般的な学習指導などの支援も行っています。 

〇 子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代

を超えて連鎖することのないよう地域とも連携し、課題を抱える子どもに対する学習面や、生活

面等での支援を推進する必要があります。 

 

課 題 

・受給対象者に対する各種修学支援制度の周知等の徹底及び工夫 

・「学びの再チャレンジ」を支援する教育相談体制の充実と教育環境の整備 

・貧困が連鎖することのないよう学習面、生活面等の支援の推進 

 

取組の方向性 

経済的な理由等により修学が困難な生徒等に対する各種奨学金の貸付等、修学支援施策を推進す

るとともに、ホームページ等で各種修学支援制度の周知を図ります。 

不登校児童生徒への個別の状況に応じた学習支援や心身の安定に向けた取組を強化するため、適

応指導教室の支援体制等の整備を図ることにより、不登校児童生徒や高校中退者等の教育機会を確

保します。 
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取り組むべき主な施策 

① 経済的な理由等により修学が困難な生徒等に対する修学支援の推進 

・高等学校等の生徒の授業料に充てる就学支援金の支給を行います。また、非課税世帯に対し

ては、学用品費などに充てる奨学給付金を給付します。 

・教育の機会均等を図るため、経済的理由により高等学校等での修学が困難な者等に対して

奨学金を貸与します。 

・母子家庭等の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を推進することを

目的に、就学支度資金や修学資金などの貸し付けを実施します。 

② 各種修学支援制度の周知 

・国の奨学金制度を含めた各種修学支援制度の情報を冊子やホームページで紹介するなど、

各種修学支援制度に関する周知を図ります。 

③ 不登校児童生徒への対応強化と学びの再チャレンジ支援の充実 

・不登校児童生徒の心の安定を図るため、スクールカウンセラーを総合教育センターや教育

事務所に継続配置します。 

・適応指導教室を設置し、不登校の状態にある高等学校段階の生徒に対し、学校復帰や将来の

社会的自立に向けた支援を行います。 

④ ３部制高等学校や定時制・通信制の課程をもつ高等学校における教育の充実 

・生徒の多様な生活時間に柔軟に対応できる３部制単位制高等学校や定時制・通信制課程を

もつ高等学校において、基礎的・基本的な学習から応用的・実践的な学習内容まで幅広く学

べるよう、授業のユニバーサルデザイン化やソーシャルスキルトレーニングの普及を図りま

す。 

・定時制・通信制課程に学ぶ有職生徒や疾病等その他やむを得ない事由のある生徒に対して、

教育の機会均等を確保するため、教科書及び学習書購入費、夜間定時制高等学校給食費等を

助成します。 

⑤ 高等学校中途退学者への修学・就労等のサポート 

・高等学校等を中途退学した後再び高等学校等へ再入学した生徒について、授業料に充てる

学び直し支援金を支給します。 

・高等学校の中途退学者等が学び直しや就労などの継続したサポートを受けられる、子ども・

若者支援地域協議会が実施する登録制度を活用し、青少年が困難を抱える前の早期サポート

を行います。 
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⑥ 子どもの貧困対策の推進 

・県内の子どもの貧困状況や、生活に困難を抱える世帯の実態や必要とされている支援につ

いて、県全体の概要を調査・把握し、その結果を県の施策に活用します。 

・生活困窮世帯やひとり親家庭の子どもに対して、学習塾形式を基本とする学習支援を実施

します。 

・支援が必要な子どもに対して、食事の提供等を通じた子どもたちの居場所づくりとして「子

ども食堂」を実施又は支援する市町村に対して、新規開設時や実施内容の拡充時の経費等を

補助します。 

  



 - 35 - 

基本方針 2 多様な学びを支援する教育体制の充実 

目標９ 多文化共生社会を目指した外国人児童生徒等の教育の推進 

現 状 

〇 県内の外国人児童生徒数及び日本語指導が必要な児童生徒数は増加傾向にあり、2018 年度の

県内小・中学校の外国人児童生徒数は、2014 年度と比べて約１.34 倍増の 2,611 人となってい

ます。また、県内 42 市町村のうち、日本語指導が必要な外国人児童生徒が１名以上在籍する自

治体は 32 市町村であり、全体の 76．2％を占めています。集住地域ではさらに外国人児童生徒

の数が増え、同時に、県内各地域へと広がっています。 

〇 外国人児童生徒適応指導員を配置し、学校と連携を図りながら学校生活への適応指導や日本語

指導等の支援を行うことにより、外国人児童生徒に対する学習保障に取り組んでいます。 

〇 日本語指導が必要な外国人児童生徒に対する統一的なカリキュラムや教材を開発し、提供して

います。 

〇 外国人児童生徒数及び日本語指導が必要な児童生徒数は、今後も増加や県内各地域への広がり

が予想され、また、国籍（母語）構成の変化にも対応していく必要があります。 

〇 外国人児童生徒の保護者の雇用が不安定なため、学校外における就学・学習支援など、関係機

関の連携のもと、生活全般についてきめ細やかな支援が求められています。 

 

課 題 

〇 適応指導や日本語指導の充実による外国人児童生徒が就学しやすい環境づくり 

〇 散在地域における外国人児童生徒に対する日本語指導の充実 

〇 高等学校卒業後の就職支援の充実 

〇 学校外で、学習支援を行う民間団体等の担い手の育成 

 

取組の方向性 

今後さらに増加が見込まれる外国人児童生徒の適応指導や日本語指導に対応できるよう、外国

人児童生徒の母語を使用することができる適応指導員を配置します。また、新しく外国人児童生

徒を受け入れる学校が適切に指導できるよう、指導者向け教材を開発するとともに、日本語が必

要な児童生徒に対するカリキュラムや効果的な指導方法、教材の有効活用を促進します。 

外国人児童生徒との文化の交流等、児童生徒が他国の文化を理解する機会を創出し、今後一層必

要となる多文化共生社会に対応できる力をはぐくみます。 

 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

15 多文化共生社
会を目指した
外国人児童生
徒等の教育の
推進 

日本語指導に関する研修受講
教員数 

18 人 ５年間で 600 人 

16 
日本語指導が必要な外国人生
徒のうち、就職または高等学校
等へ進学した生徒の割合 

90.1％ 100％ 
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取り組むべき主な施策 

① 外国人児童生徒への適応指導や日本語指導による学習保障に向けた取組の推進 

・対象児童生徒の母語（ポルトガル語・タガログ語等）を使用することのできる外国人児童生

徒適応指導員を散在地域にも配置し、学校生活への適応指導や日本語についての指導・援助

を実施します。 

・日本語の習得状況に応じた指導がわかる指導者向け教材を作成します。集住地域のみなら

ず、新しく外国人児童生徒を受け入れる学校においても日本語指導が充実するように支援し

ます。 

・日本語指導が必要な外国人児童生徒に対する効果的な指導や、これまで開発してきた教材

の効果的な活用方法等の研修会を開催し、教員の指導力の向上を図ります。 

・高等学校において、日本語指導が必要な外国人生徒を対象にした特別の教育課程を編成・実

施するとともに指導体制の充実を図ります。 

・外国人児童生徒に対して日本語指導ができる教員を育成するため、独立行政法人教職員支

援機構が実施する研修に教員を派遣し、研修成果を県内に還元します。 

② 高校卒業後のキャリア支援・就職支援 

・外国人高校生等に対し、外国人の先輩社員から仕事内容や、やりがいなどを紹介する講座の

開催、インターンシップを実施するなど、キャリア教育の充実に向けた取組を推進します。 

③ 学校外における就学・学習支援 

・ＮＰＯ等の民間団体が行う外国人児童生徒向けの学習教室への支援の充実や、学習支援の

担い手育成に向けた研修会を開催するなど、学校外における学習支援の実施地域や担い手の

拡充に向けた取組を推進します。 

④ 外国人学校の各種学校化・学校法人化への支援 

・認可学校法人へ学校運営経費を補助するなど、外国人学校からの希望を受けて、各種学校

化・学校法人化に向けた支援を行います。 

⑤ 多文化共生の視点に立った国際理解教育の推進 

・ＡＬＴや外国人児童生徒との交流等を通して、児童生徒の国際感覚や異文化理解の向上を

図る取組をさらに推進します。 
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基本方針 2 多様な学びを支援する教育体制の充実 

目標 10 いじめ等の未然防止と早期発見・早期対応の徹底 

現 状 

〇 公立学校におけるいじめの認知件数は、2017 年度は小学校 3,083 件、中学校 1,300 件、高

等学校 400 件、特別支援学校 51 件となっています。 

〇 学校におけるいじめの問題に対する取組については、いじめの積極的な認知を図るとともに、

スクールカウンセラー、スクール相談員、養護教諭の積極的な活用により、各学校の教育相談体

制を整備しています。スクールカウンセラーを公立高等学校・特別支援学校、及び全中学校区に

配置したことにより、学校だけでは対応が困難な問題が発生した初期段階で、指導体制の確立と

問題行動等の未然防止や早期解決を図っています。 

〇 スクールソーシャルワーカーが中心となって児童生徒の置かれた様々な環境への働きかけを

行うことで、学校、家庭、関係機関等のネットワークが構築され、児童生徒が抱える諸問題の解

決に向けた支援を行っています。 

〇 地域をあげていじめを未然防止する県民運動の一つとして「あったかい言葉かけ運動」を推進

することによって、地域ぐるみでいじめを生まない学校づくりの取組が定着してきました。 

〇 岐阜県生徒指導推進会議では、いじめの未然防止の取組の成果と課題について意見交換が行わ

れ、県民運動の趣旨を生かした取組の実施に向け共通理解を図りました。 

 

課 題 

〇 児童生徒の様々な悩みや生活上の困難さの軽減・解消に向けた学校内の相談体制の一層の充実 

〇 学校外の児童生徒が相談しやすい窓口の整備とその周知 

〇 校種間や学校・家庭・地域の連携の推進 

〇 規範意識や望ましい人間関係をはぐくむ教育の充実 

 

取組の方向性 

いじめや暴力行為等の問題行動や不登校については、積極的な生徒指導の観点から未然防止に努

めるとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの外部の専門家を活用し

た教育相談体制等の更なる整備を図ることにより、早期発見及び迅速な対応に向け、組織的な対応

を強化します。 

各学校において「魅力ある学校づくり」を推進し、家庭や地域では「あったかい言葉かけ運動」

の普及に向けより一層の啓発を図ります。 

 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

17 
いじめ等の未
然防止、早期
発見・対応 

いじめられた児童生徒のうち、
誰にも相談していない児童生
徒の数 

小 学 校   134 人 
中 学 校   72 人 
高等学校  26 人 
（※2017 年度） 

小 学 校     0 人 
中 学 校    0 人 
高等学校   0 人 
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取り組むべき主な施策 

① いじめ等の問題行動や不登校の未然防止と複雑化・多様化する問題行動への組織的な対応 

・「魅力ある学校づくり」事業の成果普及のため、この事業に携わる有識者を「いじめ・不登

校等未然防止アドバイザー」として県内全域の市町村教育委員会や学校に派遣します。 

・スクールカウンセラーを公立高等学校・特別支援学校、及び全中学校区に配置し、指導体制

の確立と問題行動の未然防止、早期解決を図ります。 

・岐阜県生徒指導推進会議において、いじめなどの様々な問題についての未然防止の取組が

県民運動としてより一層展開されるように協議、推進します。 

② 外部専門家の積極的な活用による教育相談体制の充実 

・不登校児童生徒の心の安定を図るため、スクールカウンセラーを総合教育センター等に配

置するとともに、適応指導教室通室生を支援します。 

・児童生徒が抱える貧困などの課題を把握し、関係機関との連携を支援するため、社会福祉士

等の資格をもつスクールソーシャルワーカーを必要に応じて公立学校へ派遣します。 

・学校における緊急事案に対応するため、弁護士、医師、学識経験者等を公立学校等へ派遣し

ます。 

・24 時間体制の電話相談「子供ＳＯＳ24」により、いじめ等に苦しむ児童生徒や保護者の相

談に乗ることで解決の糸口を探ります。 

③ ＳＮＳを活用した相談体制の構築 

・中学生・高校生を対象にＬＩＮＥなどのＳＮＳを活用した相談体制を構築します。 

④ いじめ等の問題行動や不登校を生まない魅力ある学校づくりの推進 

・児童生徒一人一人の規範意識や望ましい人間関係を築く力を高め、「いじめをしない、させ

ない、許さない」という意識が徹底された学校づくりに取り組みます。 

・児童生徒が自分の居場所や仲間との絆を実感できるよう、一人一人に活躍の場をつくり、児

童生徒へのアンケート等を活用しながら、互いに認め合い、自己肯定感を味わうことができ

る魅力ある学校づくりに取り組みます。 

・「あったかい言葉かけ運動」の作品を募集し、作品をまとめたリーフレットを県内の全児童

生徒へ配付します。また、新聞等による「あったかい言葉かけ運動」の啓発に取り組みます。 

・ＬＧＢＴ等の性的少数者への差別をはじめとする複雑化する人権課題についても、引き続

き現状把握に努めながら、学校生活の様々な場面においてきめ細かな対応を進め、児童生徒

が安心して学校生活を過ごすことができる学校づくりを推進します。 
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⑤ インターネットの安全・安心利用に関する啓発の充実 

・児童生徒が、安全に安心してインターネットを利用することができる環境を整えるために、

児童生徒が主に利用するサイト等のパトロールを行い、問題行動等の未然防止を図ります。 

・青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境を整備するため、青少年育成関

係者、保護者等に向けた研修会などの啓発活動を行います。 

⑥ 地域で子どもを守り育てる運動の推進 

・「岐阜県生徒指導推進会議」において県民運動の内容や方法を検討し、教職員、ＰＴＡ、地

域住民、少年育成団体等が協力して、児童生徒が自己肯定感を高める活動を推進するととも

に、いじめの問題（ネットいじめを含む）への対応に関わる取組を充実します。 
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基本方針 3 未来を切り拓くための基礎となる力をはぐくむ教育の推進 

目標 11 これからの時代に求められる資質・能力の育成 

（1） 基礎となる学力を育成する義務教育段階の取組 

現 状 

〇 小学校では 2020 年度から、中学校では 2021 年度から、新学習指導要領が全面実施されます。

小学校高学年における外国語の教科化、プログラミング教育の必修化など教育内容が改善され

るとともに、学習の基盤となる言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力や、現代的な諸課

題に対応できる資質・能力の育成が求められています。 

〇 全国学力・学習状況調査等を活用した指導改善や、習熟の度合いに応じて指導できる少人数指

導の推進等により、児童生徒の学力の一定の底上げが図られてきましたが、上位層の割合は、全

国と比較して少ない状況が見られます。 

〇 英語については、これまでの「英語イノベーション戦略事業」により、小・中・高等学校の系

統的なカリキュラムや到達目標の整理、小学校英語の早期化、教科化への対応を見据えた教材開

発等を行ってきました。 

 

課 題 

〇 一人一人の児童生徒の学力・学習状況に応じたきめ細かな指導の充実に向けた指導体制づくり

と指導方法の開発 

〇 言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力や、現代的な

諸課題を解決できるための資質・能力を育成する教育の推進 

〇 新学習指導要領で求められる英語力の育成や、プログラミング教育の円滑な実施に対応できる

支援の充実 
 

取組の方向性 

一人一人の児童生徒に新しい時代を生きるための基礎となる学力をはぐくむため、個の学習状況

に応じたきめ細かな指導の充実を図る指導体制づくりや教材開発等を充実させます。 

また、知識や情報を活用して最適な答えを導き出す力を育成するため、教科等横断的な視点に立

った深い学びを実現するための支援を充実させます。 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

18 

資質・能力の
育成 

課題の解決に向けて、自分で考
え、自分から取り組んでいると
思う児童生徒の割合 

小 学 校  79.1％ 
中 学 校  79.5％ 
高等学校 69.6% 

小 学 校   90％ 
中 学 校   90％ 
高等学校  90％ 

19 
各教科で身に付けたことを
様々な課題の解決に生かす機
会を設けた学校の割合 

小 学 校  91.7％ 
中 学 校  86.4％ 

小 学 校  100％ 
中 学 校  100％ 

20 

英語力の強化 

ＣＥＦＲのＡ１レベル相当（英
検３級等）以上の英語力を有す
る中学生の割合 

中 学 校  36.4% 
（※2017 年度） 

中 学 校   50% 

21 

ＣＥＦＲのＡ２レベル相当（英
検準２級等）以上の英語力を有
する高校生の割合 

高等学校 39.1% 
（※2017 年度） 

高等学校  50% 
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取り組むべき主な施策 

① 確かな学力を育成するための個の学習状況に応じたきめ細かな指導の充実 

・各学校において、全国学力・学習状況調査等の結果を的確に分析し、自校における実効性の

高い指導改善を進めることができるよう、学校に対する指導・支援を充実させます。 

・算数の学力を伸ばすため、児童が個々のペースで学習を進めることができる「教科学習 

Ｗｅｂシステム」の更なる利用促進を図ります。また、そのために、コンテンツの拡充や個

別の学習支援を提供できるシステム構築の研究に取り組みます。 

・小学校英語において、書くことに慣れ親しむ教材を開発し、個々の児童が活用できるように

します。 

② 少人数指導や教科専門性を生かした指導体制の充実 

・岐阜県型少人数指導を継続するとともに、小学校の児童が、教科の専門性の高い指導を受け

ることができるように、教員の教科専門性を生かした指導体制づくりの支援を充実させます。 

③ 教科等横断的な視点に立った深い学びを実現する教育の推進 

・現代的な諸課題について、必要な情報を判断し、多様な人々と協働しながら問題を発見し解

決していく学習に取り組むことができるように支援します。 

・現代的な諸課題や実生活の中で日常的に見られる課題について、教科で学んだ知識や読解

の力等を活用して最適な答えを導き出すことができる問題や指導例を提供し、小・中学校で

活用できるようにします。 

④ プログラミング教育の推進 

・小学校におけるプログラミング教育の円滑な実施に向け、指導のためのガイダンス用資料を

作成し、活用を促します。また、実際の授業の具体をイメージできるよう、市町村教育委員会

や教員を対象に、模範授業の実施や、教材等の導入例の紹介等、研修の機会を提供します。 

英語教育の充実 

⑤ 児童生徒の英語力を高めるための小・中・高等学校を一貫した指導の強化 

・小・中学校における目指す姿を明らかにした岐阜県版学習到達目標を定めて周知し、各学

校が児童生徒の達成状況を適切に把握して指導の改善に生かすことができるようにします。

高等学校においても、中学校の学習到達目標との整合性を図りながら、各学校に応じた目標

を明確に定め、生徒の達成状況を適切に把握した指導に取り組みます。【再掲】 

⑥ 「英語４技能」の育成 

・小学校高学年の外国語科において、「書くこと」に慣れ親しむ指導ができるよう、教材の提

供等の支援を進めます。【再掲】 

・中学校において、増加する語彙を確実に習得できる教材を提供し活用を促進します。【再掲】 

・小・中学校等において、ＩＣＴ教材を活用して「英語４技能」を高めることができる支援を

進めます。【再掲】 
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基本方針 3 未来を切り拓くための基礎となる力をはぐくむ教育の推進 

目標 11 これからの時代に求められる資質・能力の育成 

（2） 社会で活きる学力を育成する高校教育段階での取組 

現 状 

〇 新学習指導要領が示され、高等学校においては、2022 年度から年次進行で実施されます。 

〇 大学入試が、受検生の「学力の 3 要素」（知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体性を持

って多様な人々と協働して学ぶ態度）を多面的・総合的に評価する入試に転換されます。2020

年度（2021 年度入学者選抜）から始まる「大学共通テスト」では、記述式問題の導入や英語 4

技能評価への転換が図られます。 

〇 英語教育については、「英語教育イノベーション戦略事業」の展開により、小・中・高等学校の

系統的なカリキュラムや指導・評価のモデルを構築するとともに、英語による実践的なコミュニ

ケーション能力を伸ばすことができました。 

〇 社会で求められる資質・能力を全ての生徒にはぐくみ、生涯にわたって探究を深める社会の担

い手として送り出していくことが重要となっています。そのため、自ら解決の道筋を立て、既習

の知識や情報を活用して解決を図っていく探究学習の充実が求められています。 

 

課 題 

〇 「主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）」の実現に向けた授業改善 

〇 知識の理解の質の向上と確かな学力の育成 

〇 新学習指導要領の趣旨を踏まえた、生徒の英語力を高めるための客観的評価を生かした学習指

導の充実 

 

取組の方向性 

新学習指導要領の柱である「主体的・対話的で深い学び」を実現するための授業改善を、ＩＣＴ

を有効に活用しながら推進します。 

また、「高校生のための学びの基礎診断」等を活用した学力向上の取組や、大学や企業等と連携

したハイレベルな学びの創造などを進め、新しい社会で活きる学力を育成します。 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

18 
資質・能力の
育成 

課題の解決に向けて、自分で考
え、自分から取り組んでいると
思う児童生徒の割合 

小 学 校  79.1％ 
中 学 校  79.5％ 
高等学校 69.6% 

小 学 校   90％ 
中 学 校   90％ 
高等学校  90％ 

20 

英語力の強化 

ＣＥＦＲのＡ１レベル相当（英
検３級等）以上の英語力を有す
る中学生の割合 

中 学 校  36.4% 
（※2017 年度） 

中 学 校   50% 

21 

ＣＥＦＲのＡ２レベル相当（英

検準２級等）以上の英語力を有

する高校生の割合 

高等学校 39.1% 

（※2017 年度） 
高等学校  50% 
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取り組むべき主な施策 

① 学校の特性に応じた「高校教育改革」に対する取組の推進 

・高等学校において、地方自治体、高等教育機関等との協働により、地域を知り、地域課題の

解決等の探究的な学びを推進します。 

② ＩＣＴを活用した「主体的・対話的で深い学び」の推進 

・「主体的・対話的で深い学び」に必要な情報活用能力の育成を図るため、各教科において、

コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切に活用した学習活動の充実を図ります。 

③ 学びの基礎診断を生かした学力向上の取組の充実 

・高校段階における多様な学習成果を測定するツールの一つである「高校生のための学びの

基礎診断」等を活用し、生徒の学習の改善や教師による指導の改善に生かします。 

④ 大学や企業等と連携したハイレベルな学びの創造 

・大学進学希望者の多い普通科の高等学校において、大学や大学院等での研究体験「アカデミ

ック・インターンシップ」や企業での経営体験等を通じて、学びに向かう力を高めます。【再

掲】 

⑤ 優れた能力の芽を伸ばすための支援事業の充実 

・児童生徒の個性を引き出す機会を設け、興味・関心を喚起し、優れた能力を伸ばします。 

英語教育の充実 

⑥ 児童生徒の英語力を高めるための小・中・高等学校を一貫した指導の強化 

・小・中学校においては、目指す姿を明らかにした岐阜県版学習到達目標を定めて周知し、各

学校が児童生徒の達成状況を適切に把握して指導の改善に生かすことができるようにして

います。高等学校においても、中学校の学習到達目標との整合性を図りながら、各学校に応

じた目標を明確に定め、生徒の達成状況を適切に把握した指導に取り組みます。【再掲】 

⑦ 高大接続改革を見据えた「英語４技能」の育成 

・大学との接続も見据え、「英語４技能」の客観的な力を測ることができる外部検定の受検を

推奨し、その結果によるデータを収集・分析し、外国語教員の指導力の向上を図り、生徒の

学習方法の改善及び学力の伸長につなげます。【再掲】 
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基本方針 3 未来を切り拓くための基礎となる力をはぐくむ教育の推進 

目標 12 ＩＣＴを活用した学習活動の充実 

現 状 

〇 これからは、人工知能（ＡＩ）等をはじめとする技術革新が一層進展し、社会や生活を大きく

変えていく超スマート社会の到来が予想されています。新学習指導要領においては、情報モラル

を含む情報活用能力が学習の基盤となる資質・能力として位置付けられ、ＩＣＴ機器はあらゆる

学習活動の基盤となります。 

〇 学校のＩＣＴ環境の整備を加速化し、生徒が、ＩＣＴを駆使して、他者と協働し、新しい価値

を創造する力が身に付けられるよう、「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善を実

現する必要があります。 

〇 第２次岐阜県教育ビジョン期間においても、「主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニ

ング）」を推進するとともに、初任から６年目まで基礎形成期の教員に対してプログラミング教

育を含めたＩＣＴ機器の活用に関する研修を実施してきました。 

〇 ＩＣＴを効果的に活用した「主体的・対話的で深い学び」を実現するためには、教職員の 

ＩＣＴ活用指導力の向上を図るための研修を充実させる必要があります。また、児童生徒にプロ

グラミング等のＩＣＴに関する継続的・発展的な学習が提供できるよう、プログラミング教育の

推進に向けた研修を拡充させる必要があります。 

〇 スマートフォンをはじめとしたさまざまなインターネット機器の普及への対応、「ネット依存」、

「有害サイトへのアクセス」、「ネット上のいじめ」など、情報モラル教育を充実する必要があり

ます。 

 

課 題 

〇 あらゆる学習の基盤となるＩＣＴ環境の整備と、ＩＣＴを活用した学習活動の充実 

〇 新学習指導要領の実施に向けた教職員のＩＣＴ活用指導力の一層の向上 

〇 児童生徒が有害情報に接触する危険性や、ネット依存に陥りやすい傾向が高まっており、学校

における情報モラル指導の工夫とさらなる対策 

 

取組の方向性 

 児童生徒が情報活用能力を身に付けることができるよう、教職員のＩＣＴ活用指導力の向上や、

情報モラル教育の内容の充実を図ります。 

児童生徒の理解の質を高めることができる新しい授業スタイルを提供するため、あらゆる学習の

基盤となるＩＣＴ環境の整備を推進します。 

児童生徒に対して、インターネットの安全・安心な利用に関する啓発活動を実施するとともに、

家庭におけるインターネットの適切な利用に関する教育を推進します。 

 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

22 

情報教育に関

する指導力の

向上 

授業中に、ＩＣＴを活用して指
導できる教職員の割合 

82.1％ 
(※2017 年度) 

100％ 

23 
授業中に、児童生徒のＩＣＴ活
用を指導できる教職員の割合 

75.2％ 
(※2017 年度) 

90％ 

24 
情報モラルを指導できる教職
員の割合 

88.7% 
(※2017 年度) 

100% 
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取り組むべき主な施策 

① ＩＣＴや多様なメディアの積極的な活用による授業改善 

◇ 確かな学力を育成するための個の学習状況に応じたきめ細かな指導の充実 

・算数の学力を伸ばすため、児童が個々のペースで学習を進めることができる「教科学習 

Ｗｅｂシステム」の更なる利用促進を図ります。また、そのために、コンテンツの拡充や個

別の学習支援を提供できるシステム構築の研究に取り組みます。【再掲】 

・小学校英語において、書くことに慣れ親しむ教材を開発し、個々の児童が活用できるように

します。【再掲】 

◇ ＩＣＴを活用した小・中学校の「英語４技能」の向上 

・小・中学校において、ＩＣＴ教材等を活用し、「英語４技能」を高めることができる支援を

進め児童生徒の英語力の向上を図ります。【再掲】 

◇ ＩＣＴを活用した高等学校における「主体的・対話的で深い学び」の推進 

・県立高校において、「主体的・対話的で深い学び」に必要な情報活用能力の育成を図るため、

各教科において、コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切に活用した学習活動の充

実を図ります。【再掲】 

◇ 長期入院している高校生に対する教育保障体制の整備 

・長期入院等に伴い学校で学習指導を受けられない高校生に対して、医療機関・学校等が連携

し、ＩＣＴを活用して授業に参加できる体制を整備します。【再掲】 

② プログラミング教育の推進 

・小学校におけるプログラミング教育の円滑な実施に向け、指導のためのガイダンス用資料を

作成し、活用を促します。また、実際の授業の具体をイメージできるよう、市町村教育委員会

や教員を対象に、模範授業の実施や、教材等の導入例の紹介等、研修の機会を提供します。【再

掲】 

③ ＩＣＴの環境整備と利活用の推進 

・県立学校の普通教室や特別教室（理科室、実験実習室等）のＩＣＴ化を促進するため、大型

提示装置、指導者用コンピュータ、学習者用コンピュータ、実物投影装置、無線ＬＡＮ、ホ

ワイトボードを常設します。また、新しい授業スタイルに必要となるデジタル教材も併せて

整備します。 
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④ 教員のＩＣＴ活用指導力の向上 

・県立学校のＩＣＴ環境整備に伴い、ＩＣＴを効果的に活用するための研修を充実します。 

・プログラミング教育の充実を図るため、他機関と連携した教員の研修を実施します。 

・情報モラル教育を推進するための指導者の養成を行います。児童生徒が有害情報に接触す

る危険性や、ネット依存に陥りやすい傾向等、最新の身近なネットトラブルの現状を知り、

教職員や児童生徒及び保護者を対象とした情報モラル教育に関する講話を行う際に重視す

べきポイントを学び、講話の実践を通して指導者としての指導力を高めます。 

⑤ ＩＣＴを活用した研修環境の整備 

・Ｗｅｂ会議や e-Learning 等により、校内等で受講できる研修を拡充します。 

⑥ インターネットの安全・安心利用に関する啓発の充実 

・児童生徒が、安全に安心してインターネットを利用することができる環境を整えるために、

児童生徒が主に利用するサイト等のパトロールを行います。【再掲】 

・青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境を整備するため、青少年育成関

係者、保護者等に向けた研修会などの啓発活動を行います。【再掲】 
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基本方針 3 未来を切り拓くための基礎となる力をはぐくむ教育の推進 

目標 13 豊かな人間性をはぐくむ教育の推進 

現 状 

〇 小・中学校においては、道徳の時間を中心に、他の教育活動との関連を図りながら、道徳教育

の充実に努めています。高等学校では、各学校において、生徒の自主性を重んじながら、生徒会

主体による地域貢献活動など、様々な活動を通して道徳性を高める取組を行っています。 

〇 岐阜県道徳教育振興会議を設置して、「１家庭１ボランティア」運動を展開し、学校、家庭、

地域が一体となって豊かな心をはぐくむ道徳的実践の推進に努めています。 

〇 いじめ問題への対応を含めた、現実の困難な問題に主体的に対処することのできる実効性のあ

る力を育成する上で、道徳教育の役割が一層強く求められ、これまでの道徳の時間が「特別の教

科 道徳」として新たに位置付けられました。 

〇 高等学校においても、他者とのコミュニケーションを図ることが苦手なことにより、学業や対

人関係に行きづまりを感じる生徒がみられ、社会性等の人間関係形成能力の育成が求められて

います。 

〇 一人一人の児童生徒の自己肯定感をはぐくむために、「仲間のよさを見つける活動」としての

「あったかい言葉かけ運動」に取り組み、参加作品数は、2014 年度の 59,937 点から 2017 年

度の 144,484 点へと大幅に増加し、認め合う仲間づくりが浸透してきました。 

 

課 題 

〇 自立した一人の人間として他者とともによりよく生きる人格の形成を目指す道徳教育の充実 

〇 児童生徒の発達の段階や学校、家庭、地域の実情に即した道徳的実践の充実 

〇 一人一人のよさを見つけ、認め合う仲間づくりの推進 

 

取組の方向性 

豊かな心の育成を目指した道徳教育の一層の充実を図るとともに、主体的に考え、判断し、行動

できる力の基になる人間性をはぐくみ、コミュニケーション能力、自己表現力を高める教育活動の

充実を図ります。 

また、子どもたちが信頼し合い、安心して学び合えるような人間関係を築くことができるように、

日頃から一人一人のよさを見つけ、互いに認め合う仲間づくりを基本にして、学級の中で豊かな心

をはぐくむ道徳教育の推進を図ります。 

読書を通じて子どもの豊かな心をはぐくむため、「岐阜県子どもの読書活動推進計画」に基づき、

子どもの読書活動を推進します。 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

25 豊かな人間性 
自分にはよいところがあると
思う児童生徒の割合 

小 学 校 83.8% 
中 学 校 80.8% 
高等学校 76.3% 

小 学 校  90% 
中 学 校  90% 
高等学校  90% 
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取り組むべき主な施策 

① よりよく生きる人格の形成を目指す道徳教育の推進 

・「特別の教科 道徳」について、学習指導要領の趣旨を踏まえ、答えが一つではない道徳的

な課題を一人一人の児童生徒が自分自身の問題と捉え、向き合う、多様で効果的な指導方法

の在り方について研究実践を行い、その成果を広く県内に普及します。 

・児童生徒の豊かな心と望ましい道徳性の涵養を図るため、学校・家庭・地域社会が共通理解

を深め、連携、協力した、地域ぐるみの道徳教育を充実します。 

② 一人一人が安心して学び合える教育体制づくり 

・教育相談担当者からの専門的な支援・助言を生かし、学校や地域社会における教育相談体制

の充実を図るとともに、地域や保護者、学校が連携して、いじめや不登校の未然防止や早期

対応に努めます。 

・一人一人のよさを見つけ、認め合う仲間づくりを通して、いじめや不登校の未然防止に努

め、望ましい人間関係を基盤とした学級経営の充実を図ります。 

③ 規範意識や自尊感情の涵養 

・高等学校及び特別支援学校で、挨拶運動や環境美化、交通事故防止等に取り組んでいる「Ｍ

Ｓリーダーズ活動」や、中学生による「ＭＳＪリーダーズ活動」を支援し、児童生徒の規範

意識や自尊感情の涵養を図ります。 

④ 児童生徒の自殺予防に資する教育の実施 

・児童生徒からの悩みや相談（ＳＯＳ）を広く受け止めることができるよう「子供ＳＯＳ２４

ダイヤル」紹介カード等を配付するなどして、相談窓口を周知します。 

⑤ 社会に出て通用するコミュニケーション能力や自己表現力の育成 

・コミュニケーション能力や自己表現力の向上を図り、他者との関わりを深めて学校への適

応力を高めるとともに、自己を大切にする生徒を育成するため、プロの演出家や俳優等によ

る演劇表現等のワークショップの取組を推進します。 

⑥ 本物に触れたり、人間性・地域性を生かした教育の推奨 

・見方や考え方、感性や人間性を生かして、問題に向き合い、自分ならではの納得解を見出せ

るよう、自然や命、本物に触れながら学ぶ教育を大切に残していきます。 

・川や森林をはじめとする岐阜県の恵まれた自然環境を学び、継承する学習や、教科での学び

とつなげたふるさと学習など、岐阜県の地域性を生かした教育を推奨します。【再掲】 
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⑦ 読書の推進 

・学校における読書習慣を高めるための工夫ある取について、一層の推進を図ります。 

・発達の段階に応じた読書活動を推進するため、県図書館では、児童生徒用の調べ図書・朝読

書用図書のセット貸出や、おはなし会や読み聞かせ講座の実施します。 

・おすすめしたい本を紹介する作品を募集するコンクールや、全国高等学校ビブリオバトル

岐阜県予選大会を開催し、読書から生まれた考えを表現する機会の充実に努めます。 

・図書館で読みたい本を借り、学習する環境整備を図るため、学校図書の整備充実を図ると

ともに、県図書館と市町村立図書館等との相互貸借の充実に努めます。また、司書研修など

により図書館職員の資質向上を図ります。 
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基本方針 3 未来を切り拓くための基礎となる力をはぐくむ教育の推進 

目標 14 人権教育の推進 

現 状 

〇 「岐阜県人権教育基本方針」に基づき、全ての学校において、人間尊重の気風がみなぎる学校

づくりを推進し、不合理な差別をなくし、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることが

できる教育に努めています。 

〇 一人一人の発達の段階や特性等に応じたきめ細かな指導の充実に努めるとともに、周りの子ど

もや地域の人々との交流を積極的に推進し、相互の社会性や豊かな人間関係の育成に努めてい

ます。 

〇 人権教育における行動力の育成を図る取組として、県内の幼稚園（認定こども園を含む）・小・

中・高等学校、特別支援学校において「ひびきあい活動」を行い、人権問題に対する実践的態度

を育成し、人権感覚を高めるなど、様々な人権課題の解決のための教育を実施しています。 

〇 社会構造の複雑化や価値観の多様化の中で、女性や子ども、高齢者、障がいであることや同和

問題に起因する差別や偏見などの様々な人権侵害や、インターネットによる人権侵害、日本以外

の国や地域の出身であることを理由とした不当な差別的言動や、職場や学校でのＬＧＢＴ等の

性的少数者への偏見や差別も生じています。 

 

課 題 

〇 同和問題をはじめとする様々な人権課題に関する教職員研修の充実 

〇 人権教育における行動力を養う「ひびきあい活動」の取組の充実 

〇 家庭や地域と連携した人権教育の推進 

〇 若年者に向けたＤＶ予防啓発及び性暴力被害相談窓口の周知の推進 

 

取組の方向性 

教職員自身の人権感覚を高め、人権教育に関する指導力の向上を図る研修の充実や「ひびきあい

活動」の取組の充実、学校、家庭、地域が一体となった人権教育の推進などを通して、同和問題を

はじめとする様々な人権課題を解決する力をはぐくみます。 

いじめの問題やインターネット等による人権侵害、ＬＧＢＴ等の性的少数者への偏見や差別、 

ＤＶ、企業における採用選考に伴う不適切な事案など、学校だけでは解決できない事案についても、

引き続き現状把握に努めながら、学校と家庭、地域、関係機関が一層連携し、今日的な課題に対応

した人権教育の充実に取り組みます。 
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取り組むべき主な施策 

① 様々な人権課題に関する教職員研修の充実 

・同和問題をはじめＬＧＢＴ等の性的少数者への偏見や差別等、様々な人権課題の解決に向

けて教職員の人権意識を高め、指導力の向上に資する研修を充実します。 

・人権教育に関する指導方法の改善及び充実に向けた実践的な研究を基に、指導資料等を作

成し、研修等で活用します。 

② 人権教育における行動力を養う「ひびきあい活動」の充実 

・県内全ての公立幼稚園及び学校を対象とした「ひびきあい活動」の取組を意図的・計画的に

実施し、保護者や地域の人々とのかかわりを充実させることや、学校で身に付けた力を家庭

や地域で発揮する場を位置付けることなど、全教育活動を通して継続的な取組の充実を図

り、人権教育における行動力を育成します。 

③ 家庭や地域と連携した人権教育の推進 

・地域における人権教育活動を効果あるものにするためには、地域に根づき、地域で人権教育・

啓発活動を推進するリーダーを育成していくことが不可欠であることから、地域リーダーの

育成及び資質向上を図ります。 

・家庭教育においては、子どもの成長段階に応じ、生命の大切さや男女平等など、人権尊重の

意識を育むことが大切であることから、社会人権学習資料を作成し、保護者等に配布するな

ど、家庭に対する情報提供や保護者の人権意識の高揚を図るため、学習機会の充実等に努め

ます。 

④ 若年層に向けたＤＶ予防啓発及び性暴力被害相談窓口の周知の推進 

・ＤＶ防止に向けて、被害者も加害者も生まないという未然防止の視点から、若年者に対して

ＤＶを正しく理解してもらうことを目的に、学校等においてＤＶについて学ぶ機会を提供す

るなどして、若年者に対してより効果的な広報啓発を実施していきます。 

・性暴力被害の潜在化を防止し、被害者の早期回復を図るため、総合的な支援を行う相談窓口

を設置するとともに、中学生・高校生へ周知を図るため、全生徒へのリーフレット配布を行

うほか、インターネット等のメディアを活用し、効果的な広報啓発を実施していきます。 

・教育に携わる者及び保護者などに対して、ＤＶの特性や背景を正しく理解するための機会

を増やすとともに、性暴力被害の相談窓口を周知します。 
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基本方針 3 未来を切り拓くための基礎となる力をはぐくむ教育の推進 

目標 15 主権者教育・消費者教育などの現代的な課題に対応した教育の推進 

現 状 

〇 選挙権を有する者の年齢が、満 20 歳以上から満 18 歳以上に引き下げられ、更に 2020 年度

からは成年年齢が 18 歳へと引き下げられることに伴い、高校生にとって、政治や社会は一層身

近なものとなるとともに、自ら考え、積極的に国家や社会の形成に参画する環境が整いつつあり

ます。 

〇 児童生徒が、主権者として社会の中で自立、他者と連携・協働しながら、社会を生き抜く力や

地域の課題解決を社会の構成員の一員として主体的に担うことができる力を発達の段階等に応じ

て身に付け、消費者として主体的に判断し責任をもって行動することが求められています。 

〇 近年は、急速に普及した携帯電話スマートフォン等の情報通信機器や、インターネットの利用

による契約トラブルも増加しています。このような消費者被害等の状況から、高校生までに契約

に関する基本的な考え方や契約に伴う責任、消費者市民社会の形成に参画することの重要性など

について理解させ、社会において消費者として主体的に判断し責任をもって行動できるような能

力をはぐくむ必要があります。 

〇 男女共同参画の視点を踏まえ、男女が共に、各人の生き方、能力、適性を考え、主体的に進路

を選択する能力や態度を身に付け、児童生徒の多様な選択を可能にする教育・学習の充実を図る

必要があります。 

 

課 題 

〇 児童生徒の発達の段階に応じた主権者教育や消費者教育の推進 

〇 児童生徒の発達の段階に応じた男女共同参画意識の啓発 

 

取組の方向性 

公職選挙法・民法改正に伴う選挙権年齢・成年年齢の引き下げに対応できるよう、関係部局とも

連携し、教材や外部人材を有効活用しながら、主権者教育や消費者教育の充実を図ります。高校に

おいては、地域の課題と向き合い、地域の活性化に向けて取り組むふるさと教育を推進することも、

主権者としての資質を高めることにつながります。 

児童生徒の発達の段階に応じて、男女の平等や相互理解、男女が共同して社会に参画することや

男女が協力して家庭を築くことの重要性についての指導の充実を図り、男女共同参画意識を啓発し

ます。 

 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

26 
主権者教育の
推進 

18 歳になったら選挙権を行使
しようと考えている高校生の
割合 

高等学校 74.3% 高等学校 100% 
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取り組むべき主な施策 

① 主権者としての自覚と社会参画できる力の育成 

・社会の諸課題の解決に関する知識・技能を基にして、地域課題を多面的・多角的に分析し、

その解決方法を検討・提案する能力を有する人材の育成を図るため、社会との連携による実

践的な学びをより一層推進します。 

② 教材の活用による主権者教育・消費者教育の推進 

・社会の形成に参画する意欲・態度等を育むため、主権者教育・消費者教育教材等を有効的に

活用した指導の充実を図ります。 

③ 関係部局との連携による消費者教育の推進 

・学校における消費者教育の資料として活用できるよう、若者が巻き込まれやすい消費者ト

ラブルの事例とその対処方法を中心とした消費者教育用教材（小学生向け「暮らしの安全ガ

イドブック」、中学生向け消費者教育副読本、高校生向け消費者教育副読本「おっと！落と

し穴」）を県内の各学校等での活用を促し、消費者教育を推進します。 

・幼稚園、小・中・高等学校の家庭科等の教員を対象に、消費者教育の視点、授業展開、授業

実践例の紹介など消費者教育の授業に役立つ研修を実施し、消費者教育を促進します。 

・岐阜県金融広報委員会の金融広報アドバイザー（大学教授、社会保険労務士、ファイナンシ

ャルプランナー等）が県内各地に出向き、お金の基礎知識、生活設計、消費者トラブル等に

ついての心構え、対処方法等などを伝える出前講座を実施します。 

④ 男女共同参画の推進 

・高等学校や大学等において「男女共同参画基礎講座」を実施するほか、リーフレット「考え

よう女（ひと）と男（ひと）共生時代」を県内の高校生に配布し、次世代を担う若者層の男

女共同参画に関する意識と関心を高めます。 
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基本方針 3 未来を切り拓くための基礎となる力をはぐくむ教育の推進 

目標 16 体力つくりの推進 

現 状 

〇 「平成 29 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」において、体力・運動能力に関する

体力合計点 1 が、小５男女及び中２女子で過去５年間の最高値となっていますが、その一方で、

中 2 男子は横ばいとなっています。また、各学校で記録に挑戦できる「チャレンジスポーツ in

ぎふ 2」の小学校の参加率も 2017 年度は 85％と 2012 年度の 38％に比べて増加しています。 

〇 体力テストの結果を積極的に活用し、実態に応じた体力つくりに取り組み、成果を収めた学校

を表彰してきました。また「チャレンジスポーツ in ぎふ」の取組のほか、2015 年度から特に小

学校において、学校全体で体力向上に取り組む「わが校体力向上プロジェクト 3」を実施してい

ます。 

〇 「体力向上マネジメント指導者養成研修」及び「体育・保健体育指導力向上研修」の受講者に

よる伝達講習を行い、体育授業における体力つくりを推進してきました。 

〇 運動部活動は、社会人指導者の派遣や指導者に対する研修等で充実を図ってきました。しか

し、少子化による単独チームの編成が困難、専門的知識を有する指導者数の不足、複数顧問の

配置が困難等、その存続が難しくなるケースが現れてきています。 

 

課 題 

〇 各学校における体力テストの結果分析に基づいた体力向上の取組の促進 

〇 幼稚園や保育所、認定こども園等と小学校で系統性を持たせた体力向上の取組の促進 

〇 児童生徒の運動習慣の習得に向けた体育・保健体育の授業の充実 

〇 運動の苦手な生徒を対象とした体力の向上を目指す授業づくりの推進 

〇 少子化・専門的指導ができる指導者不足等の諸課題に対応する持続可能な運動部活動の推進 

 

取組の方向性 

体育指導者の資質や指導力の向上を図るとともに、幼児児童生徒の体力つくりの取組を研究・実

施し、体力の向上を推進します。 

持続可能な運動部活動を維持するため、少子化や専門的指導等、運動部活動を取り巻く環境整備

を推進し、部活動指導員の活用や、適正な運動部活動を運営するための研修会等を実施します。 

 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

27 

体力つくりの
推進 

体力テストにおける総合評価
Ｄ・Ｅの児童生徒の割合 

小 学 校 25.6% 
中 学 校 17.8% 
（※2017 年度） 

小 学 校  20% 
中 学 校  15% 

28 運動が好きな児童生徒の割合 
小 学 校 63.7% 
中 学 校 53.3% 
（※2017 年度） 

小 学 校  65% 
中 学 校  55% 
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取り組むべき主な施策 

① 新体力テストの結果を活用した取組の推進 

・新体力テスト調査データの集計結果を活用した調査分析をホームページ上に掲載し、各学

校による体力向上に向けた取組をさらに推進します。 

・小学校において、学級単位で児童生徒が目標に向かって楽しく取り組むことができるよう、

Ｗｅｂ上に新体力テストの伸びが記録できるシステムを構築します。また、学級平均値の伸

びを称え、表彰状を贈呈するなど、学校が取り組みやすいプランを推進します。 

② 幼児児童生徒の体力つくりの推進 

・体育・保健体育の授業における体力向上を図るため、体育指導者の資質や指導力向上を図る

養成研修等に教諭を派遣し、伝達講習会等を実施します。 

・幼稚園、保育所、認定こども園等での、基礎体力の育成を目指した幼児の運動遊びの充実を

図り、幼稚園や保育所、認定こども園等と小学校で系統性を持たせた体力向上の取組を推進

します。 

・「チャレンジスポーツ in ぎふ」のホームページをリニューアルし、Ｗｅｂを活用した体力向

上への取組をさらに推進します。 

③ 専門的技量を有する社会人指導者の計画的な派遣による運動部活動の活性化 

・運動部活動の活性化・充実を図るため、県立学校に対して、専門的技量を有する社会人指導

者を計画的に派遣します。【再掲】 

・中学校及び県立高等学校及び特別支援学校高等部に対して、単独で指導及び引率を行うこ

とができる部活動指導員の活用を進め、運動部活動における環境整備を推進します。【再掲】 

 

 

―――――――――――――― 
1 体力合計点 

 反復横とび、50ｍ走、ボール投げなどの８種目の調査結果を得点化し、それらを合計したもののことで
す。 

2 チャレンジスポーツ in ぎふ 

 県内の各学校において学級や数人のグループで、「８の字縄跳び」などの指定の運動種目を行い、記録
に挑戦したり、ネット環境において他校と競い合ったりする取組のことです。 

3 わが校体力向上プロジェクト 

県内の各小学校において、学校独自の体力向上に向けた取組のことです。
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基本方針 3 未来を切り拓くための基礎となる力をはぐくむ教育の推進 

目標 17 健康教育・食育の推進 

現 状 

〇 子どもを取り巻く状況が大きく変化するなか、健康に関する教育は、体育や特別活動を中心に、

全教育活動を通じて進めています。また、生活習慣の乱れやアレルギー疾患の増加等、様々な健

康に関わる問題解決のために、学校保健安全委員会等を開催して、学校における保健教育の推進

を図ると共に、各地域の実情に合わせた教職員研修会等に講師を派遣して、地域の主体的な健康

教育の推進に取り組んできました。 

〇 子どもの歯と口の健康づくり等の取組を通して、学校や家庭を中心に学校歯科医や地域の関係

機関等との連携を図ってきたことで、中 1（12 歳）のＤＭＦＴ指数（一人当たりの永久歯のむ

し歯等数）が、2016 年度 0.53 本から 2017 年度 0.50 本に減少しました（2017 年度全国平均

は 0.82 本）。 

〇 県内の公立学校では、食に関する全体計画・指導計画が 100％整備され、計画的・継続的に指

導しています。また、発達の段階を踏まえて、小学校６年生を対象に「家庭の食育マイスター」、

中学生を対象に「学校給食選手権」、高校生を対象に「高校生食育リーダー」の各事業を実施し、

その活用は徐々に増えてきています。 

〇 「平成 29 年度学校給食実態調査」において、「１週間のうち朝食を１日でも食べなかった」と

回答した本県の児童生徒の割合は小学生 4.9％、中学生 7.4％、高校生 22.0％となっており、

望ましい食習慣が身に付いていない児童生徒が見られます。 

課 題 

〇 学校における保健教育のさらなる充実  

〇 主体的に「歯と口の健康づくり」に取り組む体制づくりの充実 

〇 がん教育のための正しい知識の習得や指導方法の充実 

〇 薬物乱用防止教育の充実 

〇 学校と家庭が連携した取組、学校給食調理場と連動した取組の推進 

〇 児童生徒の実態に応じた食育の推進 

取組の方向性 

子どもたちが生涯にわたって健康な生活を送ることができるよう、歯と口の健康づくり、生活習

慣の乱れやアレルギー疾患の増加等の様々な健康課題の解決に向けた体制づくりや取組の推進を

支援します。また、歯科保健活動や、がん教育、薬物乱用防止教育等については、専門医や大学教

授等との連携により、学校の教育活動全体を通じて保健教育の充実を図ります。 

児童生徒の食育の一層の推進を目指し、学校と家庭の連携を図るとともに、学校給食を実施して

いる学校においては、栄養教諭等が中核となって、学校給食調理場と連動した取組を実施し、学校

給食を実施していない高等学校においては、家庭科やホームルームを通して、食育の取組を実施し

ます。 

 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

29 
健康教育の推
進 

学校保健安全委員会を年２回
以上実施している学校の割合 

小 学 校 87.3％ 
中 学 校 82.2％ 
（※2017 年度） 

小 学 校 100％ 
中 学 校 100％ 

30 食育の推進 
朝食を毎日食べている児童生
徒の割合 

小 学 校 97.7% 
中 学 校 96.3% 
高等学校 90.9% 
(※小・中学校は 2017 年度) 

小 学 校 100% 
中 学 校 100% 
高等学校 100% 
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取り組むべき主な施策 

① 健康課題の解決に向けた助言・支援・指導 

・岐阜県学校保健会の委員会活動と連携し、「歯と口の健康づくり」や「学校環境衛生活動の

充実」等の取組、現代的な健康課題に対する様々な取組を主体的に進めるとともに、教職員

の指導体制の充実、適切な保健教育に向けた助言・支援・指導を行います。 

・地域の実情に応じた健康課題の解決のために、専門医等、地域の専門家を講師として派遣

し、地域における健康課題の解決に向けた助言・支援・指導を行います。 

② がん教育や薬物乱用防止教育の推進 

・がんについての正しい知識を習得するために、専門医等を講師とした教職員対象の研修会

を開催します。また、がん教育推進に向けて中学校、高等学校をモデル校に指定し、外部講

師を活用した保健の授業の在り方を研究します。 

・薬物乱用防止教育推進のために、大学教授等の薬物乱用防止の専門家を講師に招き、薬物乱

用防止教室の指導者を対象に講習会等を開催します。 

③ 学校段階に応じた食育の推進 

・小学６年生全員を「家庭の食育マイスター」に委嘱し、学校と家庭を結ぶ取組を推進しま

す。 

・中学生では「学校給食選手権」を開催し、学校給食の献立を立案したり、調理技術を競った

りすることで、中学生に必要な食に関する知識や実践力を身に付けます。 

・高校生には、学校や生徒のニーズに応じた専門講師を派遣し、食生活を改善するための具体

的な取組を支援します。 

④ 家庭における共食を通じた子どもたちへの食育の推進 

・企業内家庭教育研修等において、早く家庭に帰る日の徹底を呼びかけるなど、家族が一緒に

食卓を囲んで食事をしながらコミュニケーションを図る「共食」を推進し、バランスのよい

食事の摂取や基本的な生活習慣の確立、マナーの習得を図ります。 

⑤ 食農教育の推進 

・学校給食への県産農産物の利用拡大を図るとともに、給食に使用されている県産農産物や

地域農業の説明等によって、児童や保護者の理解を深めます。 

・幼稚園、保育所、認定こども園等に「幼児食農教育プログラム改訂版 2013」を普及させる

など、「食」とそれを支える「農」の大切さや重要性について体験し、学ぶ食農教育を推進し

ます。 
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基本方針 3 未来を切り拓くための基礎となる力をはぐくむ教育の推進 

目標 18 人間形成の基礎を培う幼児教育の充実 

現 状 

〇 「岐阜県幼児教育推進会議」を開催し、「第１次岐阜県幼児教育アクションプラン」の成果と課

題を踏まえ、更なる振興・充実を図るために「第２次岐阜県幼児教育アクションプラン」を策定

（2016 年３月）しました。 

〇 2018 年度から全面実施の「幼稚園教育要領」、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」及

び「保育所保育指針」では、今まで以上に幼児期における教育・保育が生涯にわたる人格形成の

基礎を培う上で大変重要なものであるとされ、また、幼保小の円滑な接続が、取り組むべき重要

な課題となっています。 

〇 幼少期から各家庭において基本的な生活習慣を身に付けられるよう、乳幼児期の保護者を対象

とした家庭教育学級のリーダーを養成する研修会を開催しています。 

 

課 題 

〇 幼保小が連携して行う、幼児一人一人の発達に応じた教育の充実 

〇 幼児一人一人の発達の課題に応じた特別支援教育の体制整備 

〇 子育て支援ネットワーク体制の確立と子育て支援の充実 

 

取組の方向性 

生涯にわたる人間形成の基礎を培う教育・保育の充実のため、「第２次岐阜県幼児教育アクショ

ンプラン」の柱である、幼稚園、保育所、認定こども園等と小学校の円滑な接続、特別支援教育の

体制整備、子育て支援ネットワーク体制の確立と家庭教育学級を通じた乳幼児からの子育て支援、

のさらなる充実を図ります。 

幼保小の円滑な接続については、「岐阜県版接続期カリキュラム」に基づき、着実な実践を深め

ていきます。 

 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

31 
幼児教育の充
実 

幼保小の連携における教育課
程の編成・指導の工夫をした割
合 

62.6% 
※2014 年度 

100% 
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取り組むべき主な施策 

① 幼保小が連携して行う幼児一人一人の発達に応じた指導の拡充 

・学識経験者、幼稚園・保育所関係者、教育・保育行政に携わる者等で構成する「岐阜県幼児

教育推進会議」において、本県における幼児教育の現状と課題を把握し、幼児教育の一層の

振興を図るための基本的方向や具体的施策について検討し、常に見直しを図ります。 

・幼児教育に関わる関係各課からなる「幼児教育チーム」において、幼児教育推進の具体策を

共有し、公私立や学校種に関わらず一貫した指導・支援を行います。 

・幼稚園、保育所、認定こども園等と小学校の円滑な接続のための「岐阜県版接続期カリキュ

ラム」の活用状況を把握するとともに、具体的な活用事例を紹介します。 

・教員や保育士の専門性が向上するよう、研修内容や研修方法の工夫に努め、幼保小が連携し

た指導の充実を図ります。 

② 幼児一人一人の発達の課題に応じた特別支援教育の体制整備 

・特別な支援が必要な幼児の自立を支援するための体制を整え、各園において早期に、支援シ

ステムが構築されるよう推進します。 

③ 幼児の健やかな成長を願う子育てネットワーク体制の確立 

・幼稚園、保育所等が地域のセンター的な立場となり、様々な機関とつながり、ネットワーク

を拡充できるよう支援します。 

④ 家庭教育を通じた乳幼児期からの子育て支援 

・学校行事等を活用した家庭教育学級に加え、乳幼児の子育ての悩みを抱える若い母親が悩

みを共有し学び合い、幼少期から基本的な生活習慣を身に付けさせるため、乳幼児期の家庭

教育学級を推進します。 
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基本方針 3 未来を切り拓くための基礎となる力をはぐくむ教育の推進 

目標 19 私立学校教育の振興 

現 状 

〇 本県では、私立学校の教育条件の維持向上と保護者の経済的負担の軽減を図るため、私立学校

教育振興費補助金、私立高等学校等就学支援金、私立高等学校等授業料軽減補助金等により、私

立学校教育の振興に努めています。 

〇 建学の精神に基づいた特色ある教育活動の一層の推進を図り、学校の個性化・特色化に資する

ため、教育改革推進特別補助として各学校が行う取組を支援しています。 

〇 しかし、少子化の進展により、私立学校では幼児・児童生徒数が減少し、とりわけ私立高等学

校では、全体としてみると、ここ数年間大きな定員割れが生じている現状であり、経営の根幹を

なす納付金等の収入が落ち込んでいることから、経営状況の悪化が懸念されます。 

〇 公立高等学校の入学定員を決めるに際しては、中学校卒業者数の増減を基に、私立高等学校の

設置状況も勘案しながら決めていますが、今後も少子化が一層進展することが不可避の状況で

あり、児童生徒（幼児）や保護者に選んでもらえる特色と魅力のある学校づくりが求められます。 

 

課 題 

〇 持続可能な私立学校運営の確保 

〇 選ばれる、一層魅力のある学校づくり 

 

取組の方向性 

私立学校は、建学の精神と独自の教育理念に基づく特色ある教育活動を行っており、本県の学校

教育において重要な役割を果たしています。 

今後も、私立学校が、特色と魅力のある学校づくりに向けて、児童生徒（幼児）のニーズに応え

られるよう支援していきます。 

 

取り組むべき主な施策 

① 私立学校の振興 

・岐阜県の教育における私立学校が果たす役割の重要性に鑑み、私立学校運営の安定と教育

条件の維持向上を図るため、引き続き私学助成の推進に努めます。 

② 児童生徒のニーズに応える特色ある学校づくり 

・私立学校の自主性を尊重しつつ、建学の精神に基づく各学校の創意と工夫による特色と魅

力ある学校づくりを支援します。 
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基本方針 4 勤務環境の改革と教職員の資質向上 

目標 20 長時間勤務・多忙化解消に向けた取組の推進 

現 状 

〇 国における働き方改革の議論の進展や特別支援学校講師自死事案を踏まえ、2017 年から教職
員の勤務環境の改革に関する総合的な取組方針「教職員の働き方改革プラン」を策定し、年 720
時間・月 80 時間を超える時間外勤務の根絶に向けて取り組んできました。 

〇 長時間勤務の根絶には、まず教職員の勤務実態を正確に把握することが基本であることから、
県立学校において、出退勤時刻を常時把握できる「教員出退勤管理システム」を導入しました。
これにより把握した勤務実態を踏まえて、学校内で業務分担の見直し等が行われるようになり
ましたが、管理職は労務管理に、教職員は自らの働き方の見直しに活用する意識を更に高めてい
く必要があります。 

〇 また、学校内では、会議回数の縮減や資料の簡素化、学校行事の削減・簡素化といった業務改
善が徐々に進みつつあります。これを更に加速させていくためには、ＩＣＴを活用し、業務の効
率化を図るとともに、地域や保護者の理解と協力を得ながら、業務の精選や役割分担の見直しを
行っていく必要があります。 

〇 加えて、学校で多種多様な業務を担っている教職員を支援するため、会計事務や印刷業務等を
補助するサポートスタッフや、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーといった専
門スタッフの配置を進めてきました。更に教職員の業務負担を軽減していくためには、積極的な
外部人材の活用を図っていく必要があります。 

〇 こうした「教職員の働き方改革プラン」に基づく取組により、教職員の長時間勤務は減りつつ
ありますが、月 80 時間を超えて勤務する県立学校教員の割合が、2018 年度の最も多い月にお
いて 25％であるなど、長時間勤務の根絶に向けて更なる取組が必要な状況にあります。 

課 題 

〇 勤務時間管理の必要性と勤務時間を意識した働き方に関する理解醸成 

〇 ＩＣＴの活用等による業務の効率化の取組強化 

〇 業務の精選や役割分担の見直しを進めるための地域や保護者との連携・協働手法の確立 

〇 部活動ガイドラインを踏まえた適切な部活動の運営 

〇 教職員の業務負担軽減を図るための積極的な外部人材の活用 

取組の方向性 

教職員の長時間勤務・多忙化解消に向けて、「教職員の働き方改革プラン」に基づき、引き続き管

理職が教員一人一人の勤務実態を丁寧に把握し、業務の偏りを解消していくほか、研修等を通じて

個々の教員に勤務時間を意識した働き方を浸透させていきます。 

また、ＩＣＴの活用や地域等との連携により、業務の効率化や役割分担の見直しを進めるほか、

部活動における適切な休養日等の設定や、積極的な外部人材の活用により、教職員の勤務時間の削

減と業務負担の軽減を図っていきます。 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

32 

教員の長時間
勤務・多忙化
解消 

過労死ラインとされる時間外
勤務が月 80 時間を超える県立
学校教員の割合 

25.0％ 
（2018.4～10 のうちの

最繁忙月） 

0％ 

33 
市町村における校務支援シス
テム（統合型含む）の整備済み
市町村数 

10 市町村 
（23.8%） 

42 市町村 
（100%） 

34 
授業や会議等でのＷｅｂシス
テムの年間利用回数 

０回 
（※2017 年度） 

100 回 
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取り組むべき主な施策 

① 勤務時間管理の徹底と勤務時間を意識した働き方の促進 

・「教員出退勤管理システム」を活用し、管理職が教員一人一人の出退勤時刻を正確に確認し、

各教員の勤務実態に合わせた指導助言や業務分担の見直し等を行います。 

・過労死等を防ぎ、勤務時間を意識した働き方を浸透させていくために、研修や啓発活動を

行うほか、教職員が時間の使い方を見直す「タイムマネジメント研修」を実施します。 

② ＩＣＴの活用等による業務改善の推進 

・校務を標準化し業務の効率化を図るため、統合型校務支援システムの構築・普及・運営を推

進します。 

・ＩＣＴを活用し、授業準備の省力化・教材の共有化を積極的に進めます。 

・Ｗｅｂ会議や e-Learning 等により、校内で受講できる研修を拡充します。 

・学校における業務改善の優良事例を収集し、県内全ての市町村教育委員会及び学校に情報

提供します。 

③ 業務の精選や役割分担の見直しを進めるための地域や保護者との連携の促進 

・今後設置を進める学校運営協議会を活用するなど、地域や保護者の理解や協力を得ながら、

これまで学校や教員が担ってきた業務の削減や担い手の見直しを行っていきます。 

④ 部活動ガイドラインを踏まえた適切な部活動の推進 

・運動部活動ガイドラインを踏まえ、生徒の安全の確保、教員の長時間勤務の解消等の観点か

ら、学校ごとに適切な休養日や活動時間を設定します。 

⑤ 教職員の業務負担軽減を図るための積極的な外部人材の活用 

・会計業務や印刷業務等を補助するサポートスタッフのほか、部活動を指導・引率できる部活

動指導員や、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の専門スタッフの配置

を進めます。 

⑥ 「教職員の働き方改革プラン」の推進と目標設定に基づいた進行管理 

・毎年度、上記①から⑤までの取組をはじめとした「教職員の働き方改革プラン」の取組の進

捗状況や目標の達成状況を明らかにし、常に検証を行い、次期プランに反映するＰＤＣＡサ

イクル（Plan-Do-Check-Action）の考え方に基づく進行管理を行います。 
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基本方針 4 勤務環境の改革と教職員の資質向上 

目標 21 ハラスメントとメンタル不調等の速やかな察知と解決 

（1） ハラスメント等の速やかな察知と解決 

現 状 

〇 特別支援学校講師自死事案等を踏まえ、良好な職場環境の構築に向けて、ハラスメントやメン

タル不調等への対応に重点的に取り組んでいます。 

〇 ハラスメント等の事案の速やかな察知と解決のため、事務局職員による相談窓口に加え、2018

年４月に弁護士による外部相談窓口を設置しました。 

〇 また、ハラスメント等の職場環境を悪化させる言動による重大事態について調査・審議するた

め、法律、医療、心理などの分野の専門家からなる「岐阜県教職員ハラスメント等防止対策審議

会」を設置し、事案が発生した場合に迅速かつ的確に対応できる体制を構築しました。 

 

課 題 

〇 悩みを抱える教職員が相談しやすい環境づくり 

〇 ハラスメント等の事案に対する迅速かつ的確な対応 

 

取組の方向性 

教育現場でのハラスメント等の疑いのある事案を速やかに察知し、問題を解決するための体制を

整備し、専門家の知見を活用しながら、的確に対応します。 

 

取り組むべき主な施策 

① ハラスメント等の速やかな察知 

・ハラスメント等に関する正しい認識をもつことで、自ら防止に努め、また身近で生じている

異変に気づくことができるよう、管理職だけでなく、全ての教職員を対象に、研修機関・職

場双方で研修機会を充実するとともに、職場内での意見交換を行います。 

・管理職が全ての教職員と定期的に面談し、丁寧なヒアリングを行い、本人及び周囲の教職員

から、悩みやハラスメント等に関する情報を把握します。 

・悩みを抱えた教職員が、職場の人間関係を離れて相談できるように、弁護士による外部相談

窓口や事務局内に専用相談窓口を設置し、全ての教職員に広く周知します。 

② ハラスメント等の速やかな解決 

・教育長をトップとする「人事管理対策会議」を定期的に開催し、把握した事案についての対

応策等を組織的に検討し、問題の解決に繋げます。 

・ハラスメントや過労死等の疑いのある事案やその防止対策に関する事項を調査・審議する

「岐阜県教職員ハラスメント等防止対策審議会」の設置・開催により、専門家の知見を活用

しながら、ハラスメント等の事案に的確に対応します。 
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基本方針 4 勤務環境の改革と教職員の資質向上 

目標 21 ハラスメントとメンタル不調等の速やかな察知と解決 

（2）教職員の心身の健康づくりの支援 

現 状 

〇 教職員のメンタルヘルス不調の早期発見とセルフケアの推進のため、2016 年度からストレス

チェックを実施しています。ストレスチェック受検率は 90％を超えておりますが、高ストレス

者の医師面接実施者数は、該当者の約 10％となっています。 

〇 管理職に対するメンタルヘルスセミナーの開催や啓発媒体の配布などを通じて、ラインケアの

充実を図っています。 

〇 精神科医による心の健康相談の機会「心の健康相談室」を県内 10 か所に開設しています。〇 

定期健康診断の受検率は 100％となっています。 

課 題 

〇 ストレスチェックの意義に対する、教職員及び所属長の一層の理解向上 

〇 教職員のラインケア体制の更なる充実と、教職員自身のセルフケア力を高めるための対策 

〇 健康診断有所見者（身体計測、脂質代謝など）に対する生活習慣病予防への取組促進 

取組の方向性 

教職員のメンタルヘルス不調を早期発見するため、ストレスチェックを実施するほか、ラインケ

アとセルフケアの充実を図ります。 

将来的に生活習慣病のハイリスク者になることを防ぐため、若年層を中心に生活習慣の改善を図

ります。 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

35 
メンタル不調
等の速やかな
察知 

教職員のストレスチェック受
検率 

93.4％ 100％ 

36 
教職員のストレスチェックに
おける高ストレス者の割合 

6.4% 前年度を下回る 

 

取り組むべき主な施策 

① メンタル不調の早期発見・早期対応 

・ストレスチェックについて理解を深め、ストレスチェック実施率を高めるとともに高スト

レス者に対するセルフケアの啓発と医師面談の推奨に取り組みます。 

・心の健康づくり計画を策定します。また、「心の健康相談室」を設置し、精神科医師による

専門的な相談を充実させるほか、セルフケア力の向上、ラインケア充実のためのＰＲに取り

組みます。 

② 生活習慣病予防対策 

・若い世代（40 代）の生活習慣病予防のため、ポピュレーションアプローチを強化するほか、

個別対応の充実を図ります。 
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基本方針 4 勤務環境の改革と教職員の資質向上 

目標 22 体罰、不祥事の根絶とコンプライアンス意識の確立 

現 状 

〇 外部有識者からなる岐阜県教職員コンプライアンス向上委員会を設置して多角的・多面的な意

見を聴取し、「信頼される学校を目指して～教師としての誇りとよろこびのために～」として施

策大綱をまとめました。さらに、2017 年３月に「岐阜県教職員 コンプライアンス・ハンドブ

ック」を取りまとめました。 

〇 不祥事根絶に関する研修を、経年研修及び職務研修において実施しています。また不祥事防止

のために、月重点目標の設定とそれを反映したセルフチェックシートにより、全教職員の意識向

上を図ってきました。 

〇 教職員の危機管理意識が高まり、リスクマネジメントの考え方や手法についての理解が深まる

よう、学校訪問時に危機管理に関する指導・助言及び支援を行っています。 

〇 体罰の根絶を目的として、2014 年度より全校種の新任教頭研修及び 12 年目研修に外部講師

を招聘したアンガーマネジメント の講義を実施しています。また、中学校体育連盟・高等学校

体育連盟及び高等学校野球連盟の各部顧問会議、理事会等で「体罰・不祥事根絶の講話」を行う

とともに、2015 年度より社会人指導者による体罰の根絶をねらいとして「運動部活動指導に関

する研修会」を開催しています。 

〇 しかし、一部の教職員による不適切な指導が報告されており、体罰・不祥事の根絶に向けた取

組をはじめとして、全ての教職員の資質・能力の向上に向けて、継続的に充実した研修を行う必

要があります。 

 

課 題 

〇 「岐阜県教職員 コンプライアンス・ハンドブック」の活用や体罰・不祥事の根絶に向けた取組

推進による、全ての教職員の綱紀の保持及び勤務規律の徹底 

 

取組の方向性 

体罰と認定された事案は全て公表するとともに、教職員の体罰・不祥事の根絶を目指す研修の一

層の充実を図ります。 

 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

37 
コンプライア
ンス意識の確
立 

新任管理職研修や経年研修に
おける服務規律遵守及び倫理
の保持に向けた意識強化を図
る研修の受講率 

100％ 毎年 100％ 
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取り組むべき主な施策 

① 教職員の体罰・不祥事根絶に向けた取組の推進 

・体罰と認定された事案は全て公表します。 

・体罰を用いた指導は単に指導の効果を低減させるだけではなく、被害を受けた本人のみな

らず、周りの児童生徒にも計りしれない心身への傷をもたらすため、決して許されないもの

であることについて、継続的に指導・徹底に取り組みます。 

・体罰を根絶するとともに不祥事を絶対に起こさないよう、常に適切な指導ができる資質・能

力を高める教職員研修の充実を図ります。 

・中学校体育連盟・高等学校体育連盟及び高等学校野球連盟と連携して、種目ごとの会議や研

修会において、体罰根絶の研修等を実施するよう指導していきます。 

② 教職員のコンプライアンス意識の確立 

・学校管理職等を中心に、より一層の注意喚起を促すとともに、校内における定期面談等によ

るコミュニケーション体制の構築、教員相談窓口の設置や定期の学校訪問などを通じて、服

務規律遵守及び倫理の保持に向けた教職員の意識強化に努めます。また、新任管理職研修や

初任者研修などの経年研修において、服務規律遵守及び倫理の保持に向けた意識強化を図る

研修を実施します。 

・臨床心理士による「管理マネジメント研修」を編集した映像コンテンツなどを、個々の教職員が

いつでも視聴できるよう、ストリーミング配信を行います。 
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基本方針 4 勤務環境の改革と教職員の資質向上 

目標 23 働きやすい環境づくりに向けたマネジメント力向上と組織体制の確立 

現 状 

〇 学校運営の充実を図るため、管理職に対し「メンタルヘルス」、「組織マネジメント」、「リスク

マネジメント」等については実践的な研修を行い、内容の充実を図ってきました。また、これま

で十分でなかった労務管理に関する研修についても、すべての新任管理職及び新任主任に対す

る研修として位置付けました。 

〇 教職員の資質の向上と視野の拡大、キャリア形成意識の醸成を図るため、人事交流等を実施し

ています。交流・研修完了後には、交流・研修先で培った専門的知識や技能を発揮し、中堅教員

として学校をリードしています。 

〇 社会や経済の変化に伴い、子どもや家庭、地域社会も変容し、学校や教員だけが課題を抱えて

対応するだけでは、十分に解決することができない課題も増えています。学校が、複雑化・多様

化した課題を解決し、生徒指導や特別支援教育等を充実していくためには、教職員はもとより、

心理や福祉、法律相談等の専門家（専門スタッフ）等と連携・分担する体制を整備することが必

要です。 

 

課 題 

〇 労務管理を含めた管理職のマネジメント力の強化 

〇 教職員のキャリアビジョンに対応する人事交流や派遣研修等の改善 

〇 教職員の専門性が一層発揮できるような、学校を活性化する人事システムの構築 

〇 人事交流や派遣研修等により身に付けた能力を、効果的に発揮する人事異動や校内人事の検討 

〇 専門スタッフ等との連携・分担による、チームとしての学校運営体制の確立 

 

取組の方向性 

教職員の勤務時間の適切な管理や働きがいのある職場づくりを推進するための研修を実施し、管

理職として学校経営に必要な資質能力の向上を図ります。 

県民の学校教育に対する期待に応え、特色ある学校教育が推進できるよう、全ての教職員が自信

と充実感をもち、教職員自らがキャリアアップできる人事システムを構築します。 

教職員一人一人が自らの専門性を発揮するとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカー等との専門スタッフとの連携などによって、新しい時代の教育に向けたチームとしての

学校運営体制づくりを推進します。 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

38 
労務管理を含
めたマネジメ
ント力の強化 

新任管理職研修や新任主任研
修における労務管理に関する
研修の受講率 

100％ 毎年 100％ 
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取り組むべき主な施策 

① 労務管理に関する研修の実施 

・ミドルリーダーや管理職に対して、教職員の勤務時間の適切な管理及び働きがいのある職

場づくりを推進するための研修を実施します。 

② 学校を活性化する人事システムの構築 

・教職員の人材育成と能力開発の視点に立ち、年齢や勤務経歴等の様々な要素を勘案して、教

職員の力が十分に発揮できる人事異動を実施します。 

・他校種等への人事交流や事務局等への異動、教職大学院への派遣研修による体系的な人材の育

成に向けた取組を推進します。 

③ 外部専門家を活用した相談窓口設置や専門スタッフ等との連携による組織体制づくり 

◇ いじめ等の問題行動や不登校の未然防止と複雑化・多様化する問題行動への組織的な対応 

・スクールカウンセラーを公立高等学校・特別支援学校、及び全中学校区に配置し、指導体制

の確立と問題行動の未然防止、早期解決を図ります。【再掲】 

◇ 外部専門家の積極的な活用による教育相談体制の充実 

・不登校児童生徒の心の安定を図るため、スクールカウンセラーを公立高等学校・特別支援学

校、及び全中学校区に配置します。【再掲】 

・児童生徒が抱える貧困などの課題を把握し、関係機関との連携を支援するため、社会福祉士

等の資格をもつスクールソーシャルワーカーを必要に応じて公立学校へ派遣します。【再掲】 

・学校における緊急事案に対応するため、弁護士、医師、学識経験者等を公立学校等へ派遣し

ます。【再掲】 

◇ ハラスメント等の速やかな察知 

・悩みを抱えた教職員が、職場の人間関係を離れて相談できるように、弁護士による外部相談

窓口や事務局内に専用相談窓口を設置し、全ての教職員に広く周知します。【再掲】 

◇ メンタル不調の早期発見・早期対応 

・「心の健康相談室」を設置し、精神科医師による専門的な相談を充実させます。【再掲】 
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基本方針 4 勤務環境の改革と教職員の資質向上 

目標 24 優れた教職員の確保と資質・能力の向上 

現 状 

〇 優れた人材を確保するために、教員採用選考試験の選考方法の改善に取り組むことにより、該

当教科等の教員として必要な能力や専門性を身に付けた教員の採用選考を進めてきました。し

かし、少子化や好調な民間企業の採用ニーズの拡大などを要因として、志願者数の落ち込みが顕

著な状況にあります。 

〇 また、全国的に経験豊富な教職員の退職や若手教職員の増加が著しく進む中、2016 年４月に

教育公務員特例法が一部改正され、教員の育成指標を定め、教員の養成機関である大学と連携し

て計画的・体系的に育成することが求められています。 

〇 本県も、2017 年２月に策定した育成指標に基づいて、教職員が自主的、自律的に自らのキャ

リアステージに応じて求められる資質・能力を高めていけるような研修講座の構築を進めてい

ます。 

 

課 題 

〇 優れた人材を確保するためのＰＲ活動や選考方法の一層の充実 

〇 教職員が自主的・自律的に学ぶ姿勢をもち、自らのキャリアステージに応じて求められる資質

能力を高めていける研修の充実 

〇 若手教員を対象とした研修の充実 

 

取組の方向性 

 今後の岐阜県教育を担う優秀な人材を広く県内外から確保するために、積極的なＰＲ活動等の展

開と選考方法の工夫を図ります。 

 また、採用後も優れた教職員として活躍できるよう、若手教員を中心とした研修の充実を図ります。 

 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

39 
優れた教職員
の確保 

高校生を対象とした教職説明
会（若手教職員との交流会）の
実施学校数 

７校 毎年 10 校 

40 
教 職 員 の 資
質・能力の向
上 

若手教職員を中心とするグル
ープが行う自主研修および研
究活動助成件数 

０件 ５年間で 50 件 
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取り組むべき主な施策 

① 教員志願者の確保を図る取組の推進 

・学習指導要領の円滑な実施や通級指導の充実等、新たな教育課題への対応に向けた指導・運

営体制を構築するため、採用枠の改善を含めた選考方法のより一層の充実を図ります。 

・今後の岐阜県教育を担う優れた人材を確保するために、教員養成系学部に加え、工業系、農

業系、情報系、家庭・福祉系等、幅広い大学及び学部において、教員採用説明会を開催して

いきます。 

・教職員が出身校を訪問して講師となり、高校生を対象とする教職説明会を開催します。ま

た、高校生が小・中学校に出向き、学習支援や進路相談等の支援を行う取組を推進し、高校

生の段階から教員への志を養成しています。 

② 校種間の連携・接続を図るための人事交流や派遣研修等の充実 

・児童生徒にとっての円滑な接続と、教職員の資質・能力の向上を図ることを目的に、他校種

への人事交流や、へき地小規模校への派遣、教職大学院への派遣研修等を推進します。 

③ 若手教職員の育成 

・岐阜県の公立学校教員を目指す大学３年生や講師を対象に、採用前から即戦力となる実践

的指導力を身に付けさせるため、教師養成塾を実施します。 

・２年目から５年目教員を対象とした自己課題に応じた選択型研修を実施します。 

・若手教職員を中心とするグループが行う自主研修および研究活動に対し、補助金を支給し

ます。 

・市町村教育委員会が主体的に若手教職員を育成できるよう、地域で若手教職員のネットワ

ークを構築するモデル事業を行います。 

④ 大学等と連携した教職員研修の充実 

・岐阜大学と連携を図った専門的な研修の充実を図るとともに、ミドルリーダーを対象とし

た研修を教職大学院との協働により実施し、スクールリーダーとして学校経営に必要な資質

能力の向上を図ります。 

・岐阜大学教職大学院及びその他の大学院への派遣を通して、将来、各学校のリーダーとなる

教職員の育成を図ります。 

⑤ 主体的、計画的に研修が受講できるシステムの構築 

・毎年 12 月に次年度の研修計画を周知し、自らのキャリアステージに応じて研修計画が立案

できるようにします。 

・研修申込みシステムに蓄積された自己の研修履歴を確認することで、次年度の研修計画の

立案に生かすとともに、自らのキャリアデザインを描くことを推進します。 
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基本方針 5 学びを支援する安全・安心な教育環境づくり 

目標 25 学校施設の整備の充実 

現 状 

〇 県立学校施設の校舎など構造体の耐震化については、全ての耐震補強工事が完了しました。ま

た、計画的に県立学校の校舎、体育館等の改修を行うと共に、ブロック塀を含む学校施設の安全

点検を行い所要の修繕を行うなど、老朽化や自然災害による学校施設の損傷に対して修繕を実

施しています。 

〇 昭和 30 年代建築校舎は老朽化が著しく改築が必要です。また、「岐阜県公共施設等総合管理基

本方針」において定めた「予防保全・使用年数原則 65 年へ延長」の方針に基づき老朽校舎の適

切な維持管理が必要であり、2018 年 3 月に策定された「岐阜県県有施設長寿命化計画」に基づ

き、老朽化に伴う改修・改築が必要です。 

〇 市町村立小・中学校施設の構造体は、2015 年度末に耐震化率 100％となったため、2016 年

度以降は屋内運動場等の吊り天井等非構造部材の耐震化を促進してきました。その結果、2017

年度末で未実施の建物は７棟となりましたが、引き続き非構造部材の耐震化の実施に向け市町

村の状況を確認のうえ助言をしています。 

〇 昨今の記録的な猛暑を受け、児童・生徒の体調面での安全と健康を守るため、学校におけるエ

アコン設置の必要性が高まっています。 

〇 校舎等の建物から発生する化学物質により、児童生徒等の健康に悪影響を与えるシックスクー

ル問題（シックハウス症候群等）への対策として、学校環境衛生基準に基づく検査の確実な実施

及び、「『シックハウス症候群』等対応マニュアル」の活用を図ってきました。今後も各学校にお

いて具体的な対策が図られるよう支援を続けていく必要があります。 

 

課 題 

〇 建物の使用年数延長により増加する修繕・改修に要する予算の確保 

〇 老朽化による改築の計画的な実施と、予算の平準化 

〇 小・中学校等施設の非構造部材の耐震化 

〇 学校施設のエアコン設置 

〇 学校環境衛生基準に基づいた学校施設の環境整備 

 

取組の方向性 

児童生徒の安全を確保し、安心して学べる環境を整備するため、老朽化した校舎の適切な維持管

理と計画的な改築を推進します。 

また、児童生徒等の健康的な学習環境を確保するために、学校環境衛生基準に基づいた検査を適

切に実施し、よりよい学校施設の環境整備に努めます。 

 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

41 

学校施設の整
備の充実 

文部科学省「耐震改修状況フォ
ローアップ調査」における屋内
運動場等の吊り天井等非構造
部材の耐震化未実施棟数 

小 学 校  ５棟 
中 学 校  ２棟 

小 学 校  ０棟 
中 学 校  ０棟 

42 
「岐阜県県有建物長寿命化計
画」における県立学校の長寿命
化改修数 

23 校 ５年間でのべ 115 校 



 - 72 - 

取り組むべき主な施策 

① 県立学校施設の改修の推進 

・老朽化施設の改修については、施設機能保全の致命的損傷を防ぐため、「岐阜県県有建物長

寿命化計画」に基づく現地調査を踏まえ、優先度の高い施設から計画的に改修を進めます。 

・施設の老朽化により人的被害のおそれのあるもの、災害・事故の発生のおそれがあるもの、

災害時の対応に支障をきたすものの改修については、優先的に対応し、生徒の安全確保に努

めます。 

② 市町村立小中学校施設の非構造部材の耐震化の促進 

・市町村に対し、小・中学校等学校施設の非構造部材の耐震化事業の早期実現を促すととも

に、国庫補助事業の周知と積極的な活用を図ります。 

③ エアコン等設置による教育環境の整備 

・猛暑下での学習環境において、生徒の体調面での安全と健康を確保するため、県立高校にエ

アコンを整備します。 

・市町村に対し、小・中学校等学校のエアコン整備の早期実現を促すとともに、国庫補助事業

の周知と積極的な活用を図ります。 

④ 環境衛生検査の適切な実施と学校環境衛生基準に基づいた環境整備 

・県立学校においては、学校環境衛生基準に基づいた検査を実施するために、検査機器を県内

５圏域の拠点校に配備し、揮発性有機化合物等の検査機関に委託して、適切な実施に努める

とともに、学校環境衛生基準に基づいた学校施設の環境整備に努めます。また、市町村に対

し、検査機器の整備等、適切な環境検査の実施と学校環境衛生基準に基づいた学校施設の環

境整備への取組を促します。 

・児童生徒等の健康への影響が懸念されるシックスクール等の問題については、「『シックハ

ウス症候群』等対応マニュアル」を活用し、学校において適切な対策が図られるよう努めま

す。 
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基本方針 5 学びを支援する安全・安心な教育環境づくり 

目標 26 ＩＣＴの環境整備と利活用の推進 

現 状 

〇 2030 年頃には、技術革新が一層進展し、超スマート社会（Society 5.0）の到来が予想されて

います。新学習指導要領においては、情報活用能力が学習の基盤となる資質・能力として位置付

けられ、ＩＣＴ機器はあらゆる学習活動の基盤となります。児童生徒の情報活用能力に加え、他

者と協働し、新しい価値を創造する力の育成が求められており、それを実現するためＩＣＴ環境

の整備が不可欠です。 

 

課 題 

〇 学校のＩＣＴ環境の整備加速化 

〇 校務のＩＣＴ化による教職員の業務負担軽減 

 

取組の方向性 

あらゆる学習の基盤となるＩＣＴ環境を整備するため、大型提示装置、指導者用コンピュータ、

学習者用コンピュータ、実物投影装置、無線ＬＡＮ、ホワイトボードの整備など、学校のＩＣＴ環

境整備の加速化を図ります。また、新しい授業スタイルに必要となるデジタル教材も併せて整備し

ます。 

ＩＣＴによる教材や資料の共有化や校務の標準化により、業務の効率化を図り、教職員の働き方

改革を推進します。また、教職員の業務負担軽減に効果的な統合型校務支援システムの導入を推進

します。 

 

取り組むべき主な施策 

① ＩＣＴの環境整備と利活用の推進 

・学校の普通教室や特別教室（理科室、実験実習室等）のＩＣＴ化を促進するため、大型提示

装置、指導者用コンピュータ、学習者用コンピュータ、実物投影装置、無線ＬＡＮ、ホワイ

トボードを常設します。また、新しい授業スタイルに必要となるデジタル教材も併せて整備

します。【再掲】 

② ＩＣＴを活用した研修環境の整備 

・Ｗｅｂ会議や e-Learning 等により、校内で受講できる研修を拡充します。【再掲】 

③ 長時間勤務・多忙化解消に向けた統合型校務支援システムの構築・普及・運営の推進 

・校務を標準化し業務の効率化を図るため、統合型校務支援システムの構築・普及・運営を推

進します。県立学校においては、教員による業務負担の軽減の観点から、成績管理にとどま

らず校務全般をサポートするシステムを構築・稼働させます。市町村立学校においては、市

町村教職員業務改善協議会を開催し、各市町村の課題を明らかにしながら、県単位での統合

型校務支援システムの導入に向けた協議を進める支援を行います。【再掲】 
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基本方針 5 学びを支援する安全・安心な教育環境づくり 

目標 27 子どもたちの安全・安心の確保と危機管理体制の充実 

現 状 

〇 県内全ての公立小・中学校及び高等学校・特別支援学校において、命を守る訓練を年度内に３

回以上実施するとともに、大学教員や防災士等外部講師を学校へ派遣し、学校安全教育の推進と

充実を図っています。また、大規模災害後の学校再開を想定した教職員研修によって、教職員の

危機管理意識が高まりました。 

〇 毎年、全ての校種の管理職又は学校安全担当者に対して、交通安全や災害安全に関する「学校

安全講習会」を開催し、児童生徒が「危険回避・危険予測」の力を身に付けるための指導法の研

修を行っています。 

〇 食の安全については、学校生活管理指導表を活用する周知により、給食等における誤飲誤食を

要因とする事故の未然防止の徹底を図ってきました。また、専門医を講師とした食物アレルギー

研修会を開催し、食物アレルギーを有する児童生徒に対する緊急時及び日常の指導・管理の充実

に向けた教職員の資質の向上を図ることができました。 

 

課 題 

〇 学校や地域社会の実情に応じた実効性のある危機管理体制や防災教育の充実 

〇 児童生徒の「危険回避・危険予測」の力を向上させるための安全教育の一層の充実 

〇 多様化するアレルギー対応の場に、全ての教職員が適切に対応できるような研修の充実 

 

取組の方向性 

全ての学校において質の高い学校安全の取組が実施できるよう、系統的・体系的で実践的な防災

教育の実施と、地域や関係機関との協力体制を構築します。また、自らの命を守り抜くための安全

教育を充実させるとともに、危機管理マニュアル等の改善、地域・保護者・関係機関との連携体制

の構築など、学校の安全管理体制の強化を図ります。 

食物アレルギーを有する児童生徒が、安全・安心な学校生活を送るために、全ての教職員が食物

アレルギーを含めたアナフィラキシーに対する最新の知見を身に付け、事故等の未然防止を含めた

適切な対応ができるよう研修の充実を図ります。 

 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

43 
安全安心な教
育環境づくり 

異なる危険を想定した命を守
る訓練を 3 回以上実施した学
校の割合 

小 学 校 82.7％ 
中 学 校 71.2％ 
高等学校 26.3％ 
（※2017 年度） 

小 学 校 100％ 
中 学 校 100％ 
高等学校 100％ 

44 
学校における
安全体制の強
化 

安全に関する外部の専門家、関
係機関が指導・助言した地域ぐ
るみの安全教育活動を行った
学校の割合 

小 学 校 50.0％ 
中 学 校 53.0％ 
高等学校 50.0％ 
（※2016 年度） 

小 学 校 100％ 
中 学 校 100％ 
高等学校 100％ 
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取り組むべき主な施策 

① 児童生徒への安全教育の充実 

・学校における安全教育・管理について、外部専門家の派遣や、安全教育に関する講習会、安

全管理についての研修を通して、職員一人一人の安全教育、安全管理のスキルアップを図り

ます。 

・各学校で実施されている防災教育や命を守る訓練については、それぞれの地域で起こり得

る災害について、より具体的・実践的な教育や訓練を地域と一体となって行っていきます。 

② 防災教育、交通安全教育、生活安全教育の推進 

・学校種・地域の特性に応じた地域全体での学校安全推進体制の構築を図るため、セーフティ

プロモーションスクール 1等の先進事例を参考にしながら組織的取組と外部専門家の活用を

進めるとともに、各自治体内での国私立を含む学校間の連携を促進する取組を支援します。 

③ 学校における安全体制の強化 

・心肺停止の救急救命の観点から、子どもの命を守るため、全ての県立高等学校、県立特別支

援学校及び県有教育施設にＡＥＤを設置します。 

・自然災害発生時等に学校が主体となって積極的に情報を配信収集できるよう緊急連絡メー

ルを整備し、生徒の安全を守ります。また、非常変災時における学校の対応状況を迅速に把

握します。 

・自らの命を守り抜くための安全教育を充実させるとともに、近年の災害（集中豪雨、土砂災

害、大規模停電、猛暑等）を顧みた課題に対応できるよう、危機管理マニュアル等を絶えず

見直し、地域・保護者・関係機関との連携体制の構築など、学校の安全管理体制の強化と改

善を図ります。 

④ 地域ぐるみの学校安全体制の充実 

・「岐阜県犯罪のない安全・安心まちづくり行動計画」に取り上げられ実施されている様々な

地域の力を活用した取組を効果的に実施し、生活安全、交通安全及び災害安全の観点から、

総合的に学校安全体制を構築します。 

⑤ 食物アレルギーを有する児童生徒が安全・安心に生活できる学校づくり 

・専門医等で構成する食物アレルギー対策委員会を開催し、食物アレルギー対応の現状を把

握するとともに、課題を明らかにし、今後の取組に生かします。 

・アレルギーによる救急対応等、学校や地域からの具体的な要望に対し、きめ細かく対応する

ために、専門医等の専門家を講師として派遣し、助言・支援・指導等を行います。 

 

1 セーフティプロモーションスクール 

 「自助・共助・公助」の理念のもと、わが国独自の学校安全の考え方を基盤とする包括的な安全推進を目
的として構築された取組のことです。 
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基本方針 5 学びを支援する安全・安心な教育環境づくり 

目標 28 家庭や地域と学校が連携した教育環境づくりの推進 

現 状 

〇 保護者が行う家庭教育は、全ての教育の出発点であり、基本的な生活習慣、豊かな情操、他人

に対する思いやりや善悪の判断等の基本的な倫理観、自立心や自制心、社会的なマナー等を身に

付けさせる上で重要な役割を担っています。 

〇 本県では、家庭教育学級を進めるためのマニュアルの作成やリーダーへの研修を行い、学校、

家庭、地域が連携して、家庭教育を進めることの重要性をアピールするとともに、全ての親を対

象に、子どもの発達の段階に応じた家庭教育の充実を図っています。 

〇 未来を担う子どもたちの豊かな学びを支えていくためには、学校、家庭、地域がそれぞれの役

割を自覚し、地域社会全体で子どもたちの教育を支援する必要があります。本県では、地域社会

の中で、放課後や週末等に子どもたちが安心して健やかに過ごせるよう、市町村が実施する「放

課後子ども教室」や、「放課後児童クラブ」を推進するとともに、様々な体験活動・交流・学習の

機会を提供し、子ども同士の遊びや地域の大人と連携した活動等を通じて、豊かな心や社会性等

を育む取組を行っています。 

〇 また、子どもが非行・犯罪被害に巻き込まれないために、子どもたちが自ら判断し行動する力

や犯罪・トラブルから自らを守る力を身に付けさせるとともに、学校間の連携あるいは学校と地

域が連携しながら、子どもたちを見守る意識の高揚を図っています。 

〇 地域住民の参画による子どもたちの学びを支援するための体制整備や、子どもが抱える課題を

地域ぐるみで解決する仕組みなど、青少年を健全にはぐくむための社会環境づくりに加え、学校、

家庭、地域が連携した活動の充実を図ることが求められています。 

課 題 

〇 様々な状況にある全ての家庭環境に対応した家庭教育の推進 

〇 家庭教育学級を効果的に進めるための仕組みの構築とリーダーの資質向上 

〇 地域と学校が連携・協働して取り組む活動を支援する仕組みの構築 

〇 放課後子どもプランにおける指導者や従事者等の資質向上 

〇 犯罪やトラブル、有害環境から青少年を守るための社会環境づくりの推進 

〇 社会生活を円滑に営む上での困難を有する青少年の支援体制の強化 

取組の方向性 

企業や地域と連携して、全ての親を対象に子どもの発達の段階に応じた家庭教育の充実を図りま

す。また、家庭教育学級の指導者を対象とした研修による資質の向上と、参加者が学びの主体とな

るための仕組みの構築と普及に努めます。 

地域と学校が連携・協働し、様々な生活体験や異年齢交流等の活動を支援し、地域住民の参画に

よる放課後等の安全・安心な居場所づくりの整備を図るとともに、各地域が実施している地域学校

協働活動を他地域にも広げられるよう支援します。 

青少年が巻き込まれる犯罪の複雑化や様々なトラブルに対応するため、相談体制の整備や啓発強

化を図るほか、健全な社会環境づくりを推進し、地域ぐるみで子どもを見守る体制の整備を図りま

す。 

◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2018 年度） 目標値（2023 年度） 

45 
学校と家庭、
地域との連携 

学校支援地域本部などの学習支援
ボランティアの仕組みにより、保
護者や地域の人が学校における教
育活動や様々な活動に参加してく
れる学校の割合 

小 学 校 80.0% 
中 学 校 64.0% 

小 学 校 100% 
中 学 校  80% 
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取り組むべき主な施策 

① ＰＴＡの家庭教育に関する啓発活動等の支援 

・県内各地域においてＰＴＡが開催する子育てに関する研究や実践活動、家庭教育に関する

啓発活動等を支援し、ＰＴＡ活動を通じた家庭教育の支援を図ります。 

② 企業や地域と連携した家庭教育の充実 

・家庭教育を地域全体で推進するために、保護者、祖父母、地域住民、学校、事業者等それぞ

れが果たす役割を広く県民に啓発するとともに、全ての家庭における家庭教育に対する意識

を高めるため、「話そう！語ろう！わが家の約束」を実践することで、家族で話すきっかけ

づくりを促進します。 

・ＰＴＡとの連携を強化し、家庭教育学級のリーダーを対象に家庭教育学級の運営・学習内容

に関する研修を行い、家庭の責任と役割の理解促進と家庭教育学級の質の向上を図ります。 

・全ての保護者が家庭教育を安心して実践できるよう、「家庭教育支援員」を配置する市町村

を支援し、家庭の状況の多様性に配慮した支援体制の強化を図ります。 

・県内企業や事業所に対して企業内家庭教育研修の実施を呼びかけるとともに、テーマに応

じた講師を派遣し、子育て中の親やこれから親になる若い世代、子育てが一段落した従業員、

管理職を対象とした家庭教育研修を支援します。 

③ 児童福祉等の関係機関との連携 

・児童虐待防止の啓発活動等により児童虐待に対する理解を深め、児童虐待の早期発見や未

然防止を図るとともに、地域の相談体制の充実により、適切な対応を進めます。 

・学校、警察、医療機関などとの連携を進めるとともに、各市町村に設置されている要保護児

童対策地域協議会との連携を図りながら、問題を抱えた児童に対し、適切な対応を進めます。 

④ 放課後などに子どもが安心して過ごせる居場所づくりの支援 

・市町村などが行う、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対して適切な遊びや生

活の場を提供する「放課後児童クラブ」と、地域住民等の参画を得て、放課後等にすべての

児童を対象として学習や体験・交流活動などを行う「放課後子ども教室」との連携など、総

合的な放課後対策の推進を支援し、子どもたちの健全育成を図ります。 
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⑤ 社会全体で子どもたちの学びを支援する取組の推進 

・地域と学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支え、地域を創生

する活動を推進するため、地域と学校をつなぐ地域学校協働活動推進員の配置や基盤となる

地域学校協働本部の活動を推進します。 

・地域の伝統行事、自然体験をはじめとする豊かな体験活動、地域ぐるみのボランティアな

ど、生きる力や望ましい人間関係を身に付ける場となる子ども会活動、ボーイスカウト・ガ

ールスカウト活動等の少年団体の活動を支援し、青少年の健全な育成を図ります。 

⑥ 青少年に対する相談体制の充実 

・青少年やその保護者が抱える複雑・多様な相談内容に対応できるよう、臨床心理士と社会福

祉士を配置し、総合相談窓口としての機能の充実を図ります。 

・相談者との信頼関係を構築し、他機関へのつなぎや連携を強化し、相談者への適切な支援

を実施します。 

⑦ 健全な青少年を育む社会環境づくりの推進 

・岐阜県青少年健全育成条例に基づき、図書類等取扱業者や深夜入場制限施設等に対する立

入調査を強化するとともに、業界・事業者の自主的な取組を促進するなど、有害環境の浄化

を推進します。 

・関係機関・団体、青少年健全育成関係者等の相互連携の強化を図り、地域ぐるみでの健全な

青少年を育む社会環境づくりを推進します。 

⑧ 社会生活を円滑に営む上での困難を有する青少年への支援 

・ニート、ひきこもり、不登校等の困難を有する青少年の問題に対する支援体制の強化を図る

ため、各相談・支援機関が連携した総合的な取組を推進します。 

・社会生活を円滑に営む上での困難を有する青少年に対して、相談窓口間の適切な引継ぎと

関係機関の連携が必要な事例に対応するため、各相談機関の連携体制の強化を図ります。 
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３ 主な施策の指標 

指標の基本的な考え方 

ここに掲げる指標は、子どもたちに身に付けさせる力を数値化した「子どもたちの姿」と、施

策の成果を示す「施策実施指標」の２つに分けて設定しています。 

〇 子どもたちの姿 

本県教育の目指すべき姿として、子どもたちにバランスよく身に付けさせる３つの力（自立

力・共生力・自己実現力）を数値化するために設定するものです。子どもたちが「地域社会人」

として活躍できるためには、県の政策の実施だけで実現できるものではなく、広く県民の皆様方

との認識の共有を図り、共に努力を重ねていくことを通じて実現を目指すことが必要です。この

ため、以下の数値については、本県の願いとして長期的に 100％を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

番号 ３つの力 指 標 
現況値 

（2018 年度） 

A 

自 立 力 

自分の考えを発表する機会では、自分の考えがう
まく伝わるよう、資料や文章、話の組立てなどを工
夫して発表していたと思う児童生徒の割合 

小 学 校 62.3 ％ 
中 学 校  60.9 ％ 
高等学校 51.4 ％ 

Ｂ 
地域や社会で起こっている問題や出来事に関心が
ある児童生徒の割合 

小 学 校  63.7 ％ 
中 学 校  60.6 ％ 
高等学校 54.0 ％ 

Ｃ 

共 生 力 

地域社会などでボランティア活動に参加したこと
がある児童生徒の割合 

小 学 校  56.4 ％ 
中 学 校  74.9 ％ 
高等学校 66.1 ％ 

Ｄ 
地域や社会をよくするために何をすべきか考えた
ことがある。 

小 学 校  48.2 ％ 
中 学 校  38.0 ％ 
高等学校 34.9 ％ 

Ｅ 

自 己 実 現 力 

将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合 
小 学 校  84.8 ％ 
中 学 校  71.6 ％ 
高等学校 68.8 ％ 

Ｆ 
生徒の間で話し合う活動を通じて、自分の考えを
深めたり、広げたりすることができていると思う
児童生徒の割合 

小 学 校  78.3 ％ 
中 学 校  79.3 ％ 
高等学校 61.9 ％ 
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〇 施策実施指標 

県として実施する施策の目標を数値化するために設定するものです。第３章に掲げる主要施

策で掲載した指標をまとめて掲載しています。各施策の実施にあたり、2023 年度を達成年度と

して目標値を設定しています。 

番号 目標 施 策 指 標 
現況値 

（2018 年度） 
目標値 

（2023 年度） 

1 

1 ふるさと教育 

授業や課外活動で地域のこと
を調べたり、地域の人と関わ
ったりする機会を設定した学
校の割合 

小 学 校 86.2％ 
中 学 校 79.8％ 

小 学 校 100％ 
中 学 校 100％ 

２ 
学校の特色に応じた課題解決
型のふるさと教育に取り組む
県立高等学校数 

高等学校 46 校 
（73.0％） 

高等学校 63 校 
（100％） 

３ 
今住んでいる地域の行事に参
加している児童生徒の割合 

小 学 校 80.9％ 
中 学 校 64.4％ 
高等学校 38.2％ 

小 学 校  90％ 
中 学 校  70％ 
高等学校  50% 

４ 
岐阜県や自分の住んでいる地
域の魅力を伝えることができ
る高校生の割合 

高等学校 51.0％ 高等学校 80％ 

５ 

２ 
キャリア教育 
（ふるさと教育） 

将来就きたい仕事や夢につい
て考えさせた学校の割合 

小 学 校 85.1％ 
中 学 校 98.9％ 

小 学 校 100％ 
中 学 校 100％ 

６ 
地域の人材を外部講師として
招へいした授業を行う学校の
割合  

小 学 校 87.4％ 
中 学 校 72.8％ 

小 学 校 90％ 
中 学 校 90％ 

７ 
高校で学んだことを活かした
職業に就きたいと思う高校生
の割合 

高等学校 68.4％ 高等学校 80％ 

８ 3 
グローバル人
材の育成 

高校在学中に海外留学する高
校生の数 

高等学校 459 人 
（※2017 年度） 

高等学校 750 人 

９ ４ 
優れた才能や
個性を伸ばす
教育の推進 

科学技術に関する全国規模の
学会・コンテスト等での入賞
した高校生の数 

高等学校 13 人・団体 
（※2017 年度） 

高等学校 30 人・団体 

10 ５ 

産業教育の推

進 

（ふるさと教育） 

専門学科で学ぶ生徒を対象と
した産業教育に関する全国規
模のコンテスト・大会の最上
位に入賞した高校生の数 

高等学校 20 人・団体 
（※2017 年度） 

高等学校 30 人・団体 
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番号 目標 施 策 指 標 
現況値 

（2018 年度） 
目標値 

（2023 年度） 

11 

６ 

学校づくりと
地域との連携 
（ ふ る さ と 教

育） 

地域住民や保護者等が学校運
営に参加する学校運営協議会
(コミュニティ・スクール)を
設置している県立学校の数 

11 校 
（13.3％） 

83 校 
（100％） 

12 
今の高校に入学して満足して
いる高校生の割合 

高等学校 80.9％ 高等学校 100％ 

13 

７ 特別支援教育 

特別支援学校高等部及び高等
特別支援学校卒業生のうち、
就職を希望する生徒の就職率 

96.2％ 
（※2017 年度） 

100％ 

14 
通級指導教室担当教員養成研
修の受講教員数 

0 人 ５年間で 175 人 

15 

９ 

多文化共生社
会を目指した
外国人児童生
徒等の教育の
推進 

日本語指導に関する研修受講
教員数 

18 人 ５年間で 600 人 

16 
日本語指導が必要な外国人生
徒のうち、就職または高等学
校等へ進学した生徒の割合 

90.1％ 100％ 

17 10 
いじめ等の未
然防止、早期
発見・対応 

いじめられた児童生徒のう
ち、誰にも相談していない児
童生徒の数 

小 学 校 134 人 
中 学 校  72 人 
高等学校 26 人 
(※2017 年度) 

小 学 校  0 人 
中 学 校  0 人 
高等学校  0 人 

18 

11 

資質・能力の
育成 

課題の解決に向けて、自分で
考え、自分から取り組んでい
ると思う児童生徒の割合 

小 学 校 79.1％ 
中 学 校 79.5％ 

高等学校 69.6% 

小 学 校  90％ 
中 学 校 90％ 
高等学校 90％ 

19 
各教科で身に付けたことを
様々な課題の解決に生かす機
会を設けた学校の割合 

小 学 校 91.7％ 
中 学 校 86.4％ 

小 学 校 100％ 
中 学 校 100％ 

20 

英語力の強化 

ＣＥＦＲのＡ１レベル相当
（英検３級等）以上の英語力
を有する中学生の割合 

中 学 校 36.4％ 
(※2017 年度) 

中 学 校  50％ 

21 
ＣＥＦＲのＡ２レベル相当
（英検準２級等）以上の英語
力を有する高校生の割合 

高等学校 39.1％ 
(※2017 年度) 

高等学校  50％ 

22 

12 
 

情報教育に関
する指導力の
向上 

授業中に、ＩＣＴを活用して
指導できる教職員の割合 

82.1% 
(※2017 年度) 

100% 

23 
授業中に、児童生徒のＩＣＴ
活用を指導できる教職員の割
合 

75.2% 
(※2017 年度) 

90% 

24 
情報モラルを指導できる教職
員の割合 

88.7％ 
(※2017 年度) 

100％ 



 - 82 - 

番号 目標 施 策 指 標 
現況値 

（2018 年度） 
目標値 

（2023 年度） 

25 13 豊かな人間性 
自分にはよいところがあると
思う児童生徒の割合 

小 学 校 83.8％ 
中 学 校 80.8% 
高等学校 76.3% 

小 学 校  90％ 
中 学 校 90％ 
高等学校 90％ 

26 15 
主権者教育の
推進 

18 歳になったら選挙権を行
使しようと考えている高校生
の割合 

高等学校 74.3％ 高等学校 100％ 

27 

16 
体力つくりの
推進 

体力テストにおける総合評価
Ｄ・Ｅの児童生徒の割合 

小 学 校 25.6% 
中 学 校 17.8% 
(※2017 年度) 

小 学 校  20% 
中 学 校  15% 

28 運動が好きな児童生徒の割合 
小 学 校 63.7% 
中 学 校 53.3% 
(※2017 年度) 

小 学 校 65% 
中 学 校  55% 

29 

17 

健康教育の推
進 

学校保健安全委員会を年２回
以上実施している学校の割合 

小 学 校 87.3% 
中 学 校 82.2% 
(※2017 年度) 

小 学 校 100% 
中 学 校 100% 

30 食育の推進 
朝食を毎日食べている児童生
徒の割合 

小 学 校 97.7％ 
中 学 校 96.3％ 
高等学校 90.9％ 

(※小・中学校は 2017 年度) 

小 学 校 100％ 
中 学 校 100％ 
高等学校 100％ 

31 18 
幼児教育の充
実 

幼保小の連携における教育課
程の編成・指導の工夫をした
割合 

62.6％ 
（※2014 年度） 

100％ 

32 

20 
教員の長時間
勤務・多忙化
解消 

過労死ラインとされる時間外
勤務が月 80 時間を超える県
立学校教員の割合 

25.0％ 
（2018.4～10 のう

ちの最繁忙月） 

0％ 

33 
市町村における校務支援シス
テム（統合型含む）の整備済
み市町村数 

10 市町村 
（23.8％） 

42 市町村 
（100％） 

34 
授業や会議等での Web シス
テムの年間利用回数 

0 回 
（※2017 年度） 

100 回 

35 

21 
メンタル不調
等の速やかな
察知 

教職員のストレスチェック受
検率 

93.4％ 100％ 

36 
教職員のストレスチェックに
おける高ストレス者の割合 

6.4％ 前年度を下回る 
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番号 目標 施 策 指 標 
現況値 

（2018 年度） 
目標値 

（2023 年度） 

37 ２2 
コンプライア
ンス意識の確
立 

新任管理職研修や経年研修に
おける服務規律遵守及び倫理
の保持に向けた意識強化を図
る研修の受講率 

100% 毎年 100% 

38 23 
労務管理を含
めたマネジメ
ント力の強化 

新任管理職研修や新任主任研
修における労務管理に関する
研修の受講率 

100% 毎年 100% 

39 

24 

優れた教職員
の確保 

高校生を対象とした教職説明
会（若手教職員との交流会）
の実施学校数 

7 校 毎年 10 校 

40 
教 職 員 の 資
質・能力の向
上 

若い教職員を中心とするグル
ープが行う自主研修および研
究活動助成件数 

0 件 ５年間で 50 件 

41 

25 
学校施設の整
備の充実 

文部科学省「耐震改修状況フ
ォローアップ調査」における
屋内運動場等の吊り天井等非
構造部材の耐震化未実施棟数 

小 学 校 ５棟 
中 学 校 2 棟 

小 学 校 ０棟 
中 学 校 ０棟 

42 
「岐阜県県有建物長寿命化計
画」における県立学校の長寿
命化改修数 

23 校 ５年間でのべ 115 校 

43 

27 

安全安心な教
育環境づくり 

異なる危険を想定した命を守
る訓練を 3 回以上実施した学
校の割合 

小 学 校 82.7％ 
中 学 校 71.2％ 
高等学校 26.3％ 
(※2017 年度) 

小 学 校 100％ 
中 学 校 100％ 
高等学校 100％ 

44 
学校における
安全体制の強
化 

安全に関する外部の専門家、
関係機関が指導・助言した地
域ぐるみの安全教育活動を行
った学校の割合 

小 学 校 50.0％ 
中 学 校 53.0％ 
高等学校 50.0％ 
(※2016 年度) 

小 学 校 100％ 
中 学 校 100％ 
高等学校 100％ 

45 28 
学校と家庭、
地域との連携 

学校支援地域本部などの学習支
援ボランティアの仕組みにより、
保護者や地域の人が学校におけ
る教育活動や様々な活動に参加
してくれる学校の割合 

小 学 校 80.0％ 
中 学 校 64.0％ 

小 学 校 100％ 
中 学 校  80％ 
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 第４章 第３次岐阜県教育ビジョンの推進と進行管理 

 

１ 第３次岐阜県教育ビジョンの周知と県民意見の把握 
〇 第３次岐阜県教育ビジョンの着実な推進に向けて、ビジョンに掲げた基本的な考え方や教育

施策などについて、児童生徒や保護者、教育関係者をはじめ、広く県民の理解と協力をいただ

くため、リーフレットや広報誌、ホームページなど多様な広報媒体を活用しながら、県民への

周知・啓発を図るための広報活動を積極的に推進します。 

〇 スクールミーテイングをはじめとする、学校や地域で行われる県民との意見交換の場を積極

的に活用し、県民の声を教育ビジョンの見直しや教育行政に反映させるための広聴活動として

積極的に推進します。 

２ 目標設定に基づいた進行管理 
〇 第３次岐阜県教育ビジョンにおいては、５つの基本方針に沿って、28 の目標を設定していま

す。第３章では、28 の目標について、目標の進捗状況を把握する「施策実施指標」と、目標を

実現するために必要となる「取り組むべき主な施策」を示しました。また、子どもたちにバラ

ンスよく身に付けさせる３つの力（自立力・共生力・自己実現力）を数値化する「子どもたち

の姿」を設定しました。 

〇 第３次岐阜県教育ビジョンの進行管理にあたっては、外部有識者からなる「岐阜県教育委員

会点検評価会議」を設置し、「子どもたちの姿」により子どもたちの現状を把握し、施策の推進

状況や、「施策実施指標」の達成状況を明らかにした上で、会議の意見を踏まえ、毎年度、幅広

い観点から客観的かつ公正な点検・評価を実施し、その結果を次年度以降の新たな取組に反映

させるＰＤＣＡサイクル（Plan-Do-Check-Action）の考え方に基づく進行管理を行います。 

 

 Plan（計画）  

   

Action（見直し）  Do（実行） 

   

 Check（点検）  

〇 また、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第 26 条」に基づき、この教育委員会の

点検・評価結果については、報告書を県議会に提出するとともに、県民にも公表し、県教育行

政の運営の質の向上と効率化を図ります。 

 
【地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第 26 条】 

 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長に
委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第三項の規定により事務局
職員等に委任された事務を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を
行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表し
なければならない。 

２  教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を
有する者の知見の活用を図るものとする。 
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 参考資料 教育を取り巻く状況 

 

１ 教育を取り巻く状況 

（１） 社会状況の変化 

① 人口減少・少子高齢化の進展 

  本県の人口は、今後も長期にわたり減少傾向が続きます。地域を支える現役世代（15～64歳）

は減少し、65 歳以上の高齢者の増加が予測され、「超高齢社会」は今後も継続していきます。 

中学卒業予定者数は長期的に減少し、これまでの 10 年間以上に、大幅な減少が予測されま

す。 

 

 

 

中学校卒業予定者数の推移【岐阜県】 

 

【出所】学校基本調査、人口動態統計調査（岐阜県） 
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② 2030 年以降に予測される急速な技術革新 

  子どもたちが生きていく 2030 年以降の社会では、技術革新が一層進展（第４次産業革命 1）

し、超スマート社会（Society5.0）2 の到来が予測されています。今後 10～20 年後には、人工

知能（ＡＩ）の発展によって近い将来多くの職種がコンピュータに代替されるとの指摘 3 もあ

ります。 

 

③ 雇用環境の変化 

 労働力調査（総務省）によると、本県の労働力人口は、2013 年の 1,087 千人から 2017 年

は 1,133 千人となり、近年回復傾向にあります。完全失業率も 2013 年の 3.0%から 2017 年

は 2.1％となり減少傾向にあります。一方で、毎月勤労統計調査年報（厚生労働省）によると、

本県の常用労働者に占めるパートタイム労働者比率は全国平均よりも高く、増加傾向にあり、

雇用形態は多様化しています。 

 国勢調査（総務省）によると、女性雇用者数は年々増加傾向であり、全雇用者に占める女性

の割合は、2015 年には 45.4％となり、男女が共に活躍できる社会の実現に向けた取組が進ん

でいます。 

 

④ 家庭環境の変化 

  国勢調査（総務省）によると、本県の家族類型別一般世帯数について、ひとり親と子どもか

ら成る世帯は増加傾向にあります。国民生活基礎調査（厚生労働省）によると、児童のいる世

帯の平均所得は 20 年前に比べて低下していますが、一方で、私立大学の授業料は増加傾向に

あります。家庭の所得、保護者の学歴などの家庭の社会経済的背景と子どもの学力や四年制大

学への進学率には相関関係がみられる 4 ことを指摘する研究があります。 

 

⑤ 教育をめぐる国の動き 

  国においては、第３期の教育振興基本計画が閣議決定され、社会の現状や 2030 年以降の社

会の変化を見据えた課題等へ対応していくための計画が示されました。 

  新小学校学習指導要領が 2020 年、新中学校学習指導要領が 2021 年から全面実施、新高等

学校学習指導要領は 2022 年度から年次進行で実施されます。また、高大接続改革を踏まえた、

大学入学者選抜実施要項の変更が予定されるなど、国の教育改革の動向を踏まえながら、本県

の教育施策を進めていく必要があります。 

 

 

 

 
 
――――――――――――― 
1 第４次産業革命 (p.1) 

2 超スマート社会（Society5.0） (p.1) 

3 人工知能（ＡＩ）の発展によって近い将来多くの職種がコンピュータに代替されるとの指摘 (p.4) 

4 家庭の社会経済的背景と子どもの学力や四年制大学への進学率には相関関係がみられる 

国立大学法人お茶の水女子大学（2018 年）、「平成 29 年度全国学力・学習状況調査を活用した専門的な
課題分析に関する調査研究」 
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（２） 本県教育の現状 

① 地域や社会への関心について 

「地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がありますか」という質問に、小学生の

63.7％、中学生の 60.6％が肯定的な回答をしています。小中学生ともに全国平均値並みです。

高校生では、53.9％が肯定的な回答をしています。 

 

 

【出所】平成 30 年度全国学力・学習状況調査（文部科学省）、県教育委員会調査 

 

 

「今住んでいる地域の行事に参加しますか」という質問に、小学生の80.9％、中学生の64.4％

が肯定的な回答をしています。小中学生ともに全国平均値を上回っています。高校生では、

38.2％が肯定的な回答をしています。 

 

 
【出所】平成 30 年度全国学力・学習状況調査（文部科学省）、県教育委員会調査 
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② キャリア教育と子どもの自己肯定感について 

「将来の夢や目標をもっていますか」という質問に、小学生の 84.8％、中学生の 71.6％が

肯定的な回答をしています。小学生は全国平均並み、中学生は全国平均値を下回っています。

高校生では、68.8％が肯定的な回答をしています。 

 

 

【出所】平成 30 年度全国学力・学習状況調査（文部科学省）、県教育委員会調査 

 
 

「自分には、よいところがあると思いますか」という質問に、小学生の 83.8％、中学生の

80.8％が肯定的な回答をしています。小学生は全国平均並み、中学生は全国平均値を上回って

います。高校生では、76.2％が肯定的な回答をしています。 

子どもたちの自己肯定感において、将来の目標が明確になった子は、自己肯定感が高まって

いるという研究結果もあります。 

 

 

【出所】平成 30 年度全国学力・学習状況調査（文部科学省）、県教育委員会調査 
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③ グローバル化への対応について 

卒業時にＣＥＦＲ5 のＡ１レベル相当（英検３級等）以上の英語力を有する中学生の割合は

36％程度、卒業時にＣＥＦＲのＡ２レベル相当（英検準２級等）以上の英語力を有する高校生

の割合は 40％程度まで上昇しています。 

  

【出所】英語教育実施状況調査（文部科学省） 

 

グローバル化への対応は、大都市圏だけの課題ではなく、情報技術の進展により、地域が直

接世界とつながる時代の中で、各地域においてもグローバルな視点をもつことが求められます。 

「地域や社会をよくするために何をすべきか考えることがありますか」という質問に、小学

生の 48.2％、中学生の 38.0％が肯定的な回答をしています。小中学生ともに全国平均値を下

回っています。高校生では、34.9％が肯定的な回答をしています。 

 
【出所】平成 30 年度全国学力・学習状況調査（文部科学省）、県教育委員会調査 

 

                                                   
5 ＣＥＦＲ 

「外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠」を指します。語学シラバスやカリキュラ
ムの手引きの作成、学習指導教材の編集、外国語運用能力の評価のために、透明性が高く、包括的な基盤
を提供するものとして、2001 年に欧州評議会が発表しました。 
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④ 県立高校の魅力づくりについて 

保護者が高校を選ぶ際に重視することは、通学の利便性がよい（74％）、進学先や就職先の実

績がある（71％）、学びたい学科が設置されている（68％）となっています。また、高校で高

めてほしいと思う力は、社会人、職業人としての一般教養、基礎的学力や技能（75％）、共生力

やコミュニケーション能力（67％）となっています。 

 

 

【出所】県教育委員会調査（2016 年県立高校の魅力づくりに関するアンケート） 

 

⑤ 高等学校の状況 

県内公立高等学校の定員設定における専門学科の定員の割合は、全国平均に比べ多くなって

います。また、高等学校卒業生の就職者の割合は全国平均に比べ多くなっています。2017 年

度の大学等進学者の割合は 55.5％となっており、近年高止まり傾向となっています。 

 

【出所】県教育委員会調査 

 

【出所】学校基本調査 
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⑥ 特別支援学校の状況 

義務教育段階の特別支援学校の児童生徒数は、2009 年度からの 10 年間で 1,105 人から

1,257 人へ約 1.1 倍に増加しており、小・中学校の特別支援学級や通級による指導を受けてい

る児童生徒数も毎年増加しており、特別支援学級は 10 年間で約 1.6 倍、通級による指導を受

けている児童生徒は 3.1 倍となっています。 

 

【出所】学校基本調査・県教育委員会調査 

 

特別支援学校高等部の生徒数は、2009 年度からの 10 年間で 957 人から 1,322 人へ約 1.4

倍に増加、そのうち、軽度の知的障がいのある生徒数は 10 年間で 1.6 倍に増加しており、軽

度の知的障がいのある生徒の就労に対するニーズに対応するためには、新しい教育内容や地元

企業との連携の仕組みを取り入れた高等特別支援学校を全県において整備することが必要で

す。 

 

【出所】学校基本調査・県教育委員会調査 
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⑦ いじめ・不登校について 

公立学校におけるいじめの認知件数は、2017 年度は小学校 3,083 件、中学校 1,300 件、高

等学校 400 件、特別支援学校 51 件となっており、1,000 人当たりの認知件数はすべての学校

種で増加に転じました 

また、公立学校の不登校児童生徒数は、2017 年度は小学校 1,904 人、中学校 610 人、高等

学校 625 人となっています。 

 

 

 

【出所】いずれも、児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 

 

⑧ 外国人児童生徒について 

公立小・中学校に在籍する外国人児童生徒数は 2016 年度で 2,185 人であり、ここ 5 年間で

約 1.2 倍、「日本語の指導を要する児童生徒数」は 2016 年度で 1,169 人であり、ここ５年間

で約 1.2 倍となっており増加傾向にあります。 

 

【出所】学校基本調査、日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査 
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⑨ 小・中学生の学力について 

「全国学力・学習状況調査」の結果によると、小学校では、国語においては全国平均値を上

回り、算数、理科においては全国平均値並となっています。中学校では、国語、数学、理科に

おいて全国平均値を上回っています。 

 

子どもの学力の状況 

質問項目 
小学校 中学校 

岐阜県 全国 岐阜県 全国 

国語Ａ（知識） 72 70.7 76 76.1 

国語Ｂ（活用） 56 54.7 62 61.2 

算数Ａ・数学Ａ（知識） 63 63.5 67 66.1 

算数Ｂ・数学Ｂ（活用） 51 51.5 49 46.9 

理科 61 60.3 68 66.1 

【出所】平成 30 年度全国学力・学習状況調査（小６・中３対象 平均正答率） 

 

⑩ 学習への取組みについて 

「日常の授業では、課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいると思う」と

いう質問に、小学生の 79.1％、中学生の 79.5％が肯定的な回答をしており、いずれも全国平

均値を上回っています。高校生では、69.6％が肯定的な回答をしています。 

また、「日常の授業で、自分の考えを発表する機会では、自分の考えがうまく伝わるよう、資

料や文章、話の組立てなどを工夫して発表していると思う」という質問に、小学生の 62.3％、

中学生の 60.9％が肯定的な回答をしており、いずれも全国平均値を上回っています。高校生で

は、51.4％が肯定的な回答をしています。 

さらに、「日常の授業では、生徒の間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げ

たりすることができていると思う」という質問に、小学生の 78.3％、中学生の 79.3％が肯定

的な回答をしており、いずれも全国平均値を上回っています。高校生では、61.9％が肯定的な

回答をしています。 

 

学習への取組状況 

質問項目 
小学校 中学校 高校 

岐阜県 全国 岐阜県 全国 岐阜県 

日常の授業では、課題の解決に向けて、自分で考
え、自分から取り組んでいると思う 

79.1 76.7 79.5 73.8 69.6 

日常の授業で、自分の考えを発表する機会では、
自分の考えがうまく伝わるよう、資料や文章、話
の組立てなどを工夫して発表していると思う 

62.3 61.0 60.9 53.8 51.4 

日常の授業では、生徒の間で話し合う活動を通じ
て、自分の考えを深めたり、広げたりすることが
できていると思う 

78.3 77.7 79.3 76.3 61.9 

当てはまる、どちらかといえば当てはまる と回答した児童生徒の割合 

【出所】平成 30 年度全国学力・学習状況調査（小６・中３対象）、県教育委員会調査（高２対象） 
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⑪ 体力・運動能力について 

「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」によると、各種目の体力や運動能力を得点化した

ものの合計得点である「体力合計点」は、小学生は全国平均値並、中学生は全国平均値を上回

っています。 

また、「１週間の総運動時間（授業時間を除く）」について、60 分以上の児童生徒の割合は、

2017 年度では、小学５年男子 94.3%〔全国 93.7%〕、小学５年女子 90.1%〔同 88.4%〕、中

学２年男子 95.7%〔同 94.0%〕、中学２年女子 85.6%〔同 80.9%〕となっており、小学生・

中学生の男女ともに全国平均値を上回っています。 

 

子どもの体力の状況 

調査種目 
小学校５年生 中学校２年生 

男子 女子 男子 女子 

握力 ▲ ▲  〇 

上体起こし   ▲  

長座体前屈   〇 〇 

反復横とび 〇 〇 〇 〇 

20ｍシャトルラン  ▲ 〇 〇 

持久走   ▲ ▲ 

50ｍ走   〇 〇 

立ち幅とび   〇  

ボール投げ 〇 〇 〇  

体力合計点 54.03 55.85 42.88 51.00 

（全国平均値） 54.16 55.73 42.11 49.97 

全国平均値 50 点とし、〇上回る、▲下回る 〔※無印については全国平均と同等（±0.05 の範囲）〕    

【出所】平成 29 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査（小５・中２対象） 

 

⑫ 教員の時間外勤務の状況について 

各学校において多忙化解消の取組が展開されており、教職員の時間外勤務の状況は、勤務日

の勤務時間外の在校時間が減少するなど、多忙化解消の取組の成果が現れつつありますが、そ

の取組は道半ばです。 

教員の時間外勤務の状況 

 2016 年度 2017 年度 

小 学 校 13 時間 33 分  10 時間 59 分  

中 学 校 19 時間 01 分  15 時間 40 分  

高 等 学 校 15 時間 31 分  10 時間 56 分  

特 別 支 援 学 校 8 時間 41 分  7 時間 45 分  

（※11 月の１週間を対象期間とした悉皆調査）      

【出所】県教育委員会調査 
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第３次教育ビジョン策定委員会 委員名簿 

（五十音順） 

氏  名 主 な 職 名 備  考 

今村 久美 認定特定非営利活動法人カタリバ代表理事  

川治 秀輝 本巣市教育委員会 教育長  

川瀬 憲司 株式会社東海プロセスサービス（志門塾）代表取締役社長  

澤田 由香 岐阜県特別支援学校ＰＴＡ連合会会長 平成 29 年度委員 

嶋﨑 吉弘 公認会計士・嶋﨑公認会計士事務所所長 副委員長 

清水 優子 中部学院大学・中部学院大学短期大学部附属桐が丘幼稚園長  

下野 泰輔 岐阜県高等学校ＰＴＡ連合会会長 平成 30 年度委員 

下屋 浩実 
岐阜県私立中学高等学校協会会長 

高山西高等学校長 
 

中村源次郎 
一般社団法人岐阜県経済同友会筆頭代表幹事 

秋田屋本店代表取締役社長 
 

早川  徹 岐阜県高等学校ＰＴＡ連合会会長 平成 29 年度委員 

原  紀子 岐阜県特別支援学校ＰＴＡ連合会会長 平成 30 年度委員 

藤田 昌子 岐阜女子大学家政学部健康栄養学科教授  

益子 典文 岐阜大学教育学部附属学習協創開発研究センター教授 委員長 

松野 英子 たんぽぽ薬局株式会社代表取締役社長  

矢嶋 茂裕 
岐阜県医師会理事 

矢嶋小児科小児循環器クリニック院長 
 

吉永 和加 岐阜聖徳学園大学教育学部教授・教務部長  

渡辺 寿之 学校法人渡辺学園サニーサイドインターナショナルスクール園長  
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第３次教育ビジョン策定委員会 委員会の経過 

会  議 期 日 主 な 議 題 

第１回 
【2017年度】 

2018年２月１日 

〇委員長・副委員長の選出について 

○第３次岐阜県教育ビジョンの策定について 

○教育を取り巻く社会経済情勢の変化について 

〇岐阜県教育の現状と課題について 

第２回 
【2018年度】 

2018年５月17日 
〇第２次岐阜県教育ビジョンの進捗状況について 

第３回 2018年８月２日 〇第３次教育ビジョンの基本理念について 

第４回 2018年８月30日 

〇取り組むべき主な施策について 

〇評価指標（長期目標）について 

〇第３次岐阜県教育ビジョン骨子案について 

第５回 2018年11月20日 〇第３次岐阜県教育ビジョン素案について 

第６回 2019年１月下旬 〇第３次岐阜県教育ビジョン最終案について（予定） 

総合教育会議 会議の経過 

会  議 期 日 主 な 議 題 

平成 29 年度 

第２回 

【2017年度】 

2018年２月15日 

〇教職員の長時間勤務の縮減に向けた学校マネジメントの

あり方について 

〇第３次岐阜県教育ビジョンの策定に向けて 

平成 30 年度 

第１回 

【2018年度】 

2018年６月18日 

〇次期岐阜県教育大綱の策定について 

〇第３次岐阜県教育ビジョンにおける課題について 

第２回 2018年９月14日 

〇取組事例のヒアリング 

〇次期岐阜県教育大綱の策定について 

〇第３次岐阜県教育ビジョンの策定について 

第３回 2018年11月26日 

〇ゲストスピーカーによる説明 

〇次期岐阜県教育大綱の策定について 

〇第３次岐阜県教育ビジョンの策定について 
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スクールミーティング等の実施について 

実施内容 期 日 実 施 先 

スクールミーティング 
【2018年度】 

2018年６月14日 
岐阜県立大垣桜高等学校 大垣市 

６年目教職員 

意見交換 
2018年６月28日 

総合教育センター（６年目教職員研

修） 
岐阜市 

スクールミーティング 2018年７月９日 岐阜市立陽南中学校 岐阜市 

教育委員と策定委員の 

意見交換 
2018年７月９日 議会西棟 岐阜市 

大学院生と意見交換 2018年７月11日 岐阜大学（出前トーク） 岐阜市 

スクールミーティング 2018年７月25日 岐阜県立岐阜北高等学校 岐阜市 

校長との 

意見交換 
2018年８月２日 総合教育センター 岐阜市 

大学院生と意見交換 2018年８月９日 岐阜大学（出前トーク） 岐阜市 

スクールミーティング 2018年10月24日 岐阜県立岐阜清流高等特別支援学校 岐阜市 

スクールミーティング 2018年10月29日 岐阜県立東濃実業高等学校 御嵩町 

スクールミーティング 2018年10月29日 岐阜県立東濃高等学校 御嵩町 

学校訪問 2018年11月1日 岐阜県立東濃特別支援学校 土岐市 

スクールミーティング 2018年11月1日 岐阜県立東濃フロンティア高等学校 土岐市 

スクールミーティング 2018年11月22日 下呂市立下呂小学校 下呂市 
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